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5 ■ TOP INTERVIEW/片山社長に聞く

経営概況

表紙の写真：青岸渡寺の三重塔と那智の滝（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町）
青岸渡寺は西国三十三所の一番札所の寺院です。また、那智の滝は日本三名瀑に数えられています。
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部となっています。
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全国銀行協会相談室について
全国銀行協会相談室は、銀行に関する様々なご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受け付けるた
めの窓口として、一般社団法人全国銀行協会が運営しております。ご相談・ご照会は無料です。
詳しくは、一般社団法人全国銀行協会のホームページ http://www.zenginkyo.or.jp/adr/ 
をご参照ください。
銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは｢あっせん委員会｣をご利用いただけます｡
詳しくは、全国銀行協会相談室にお尋ねください。
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 受付時間 9:00～17:00(銀行窓口休業日を除く）
※一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。



　皆さまには、平素より紀陽フィナンシャルグループをお引き立ていただき、誠にありがとう

ございます。

　このたび、「ディスクロージャー誌　２０１３」を作成いたしました。業績や主な取り組み

などについてまとめておりますので、ご一読いただければ幸いに存じます。

　当社グループは平成２４年４月より第３次中期経営計画をスタートさせており、「お客さま

から選ばれ続ける銀行」を目指すという方針のもと、地域経済の活性化に貢献できるよう

様々な金融サービスの提供に取り組んでおります。

　なお、平成２５年１０月１日には、紀陽銀行を存続会社として紀陽ホールディングスと

合併し、紀陽ホールディングスに代わって、紀陽銀行が東京証券取引所市場第１部に

株式上場する予定であります。

　皆さまには、引き続き変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　　平成２5年７月

ごあいさつ

取締役社長

株式会社 紀陽ホールディングス
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紀陽フィナンシャルグループは、高い自己規律に基
づき、皆さまからの期待に真摯に応え、その社会的
責任を果たしていくため、「紀陽フィナンシャルグル
ープの誓い」を定めています。

　環境変化に積極的に対応し、常に創意工夫に心がけ、
安全性に十分配慮するとともに、紀陽フィナンシャルグル
ープの総合力を発揮することにより、真にお客さまに喜ん
でいただける質の高い金融商品、サービス、的確な判断に
役立つ情報を提供し、お客さまの発展に貢献します。

　経営の健全性を確保し、経営基盤の強化と企業価値の
向上に努め、適正な利益還元をめざします。
　透明な経営に徹し、株主・投資家等に経営情報を公正
かつ適時適切に公開します。

　地域社会への感謝の気持ちを忘れることなく、総合金融
サービスの提供者として社会的責任と公共的使命を十分
認識し、健全かつ透明な事業活動を通じて、地域社会から
の揺るぎない信頼の確保に努めます。
　地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と
は、断固として対決します。

お客さまへの誓い

株主への誓い

地域社会への誓い

紀陽フィナンシャルグループは、金融持株会社である紀陽ホールディングスのもと、
紀陽銀行を核とするグループ会社で構成され、
それぞれの強みをいかした金融総合サービスを提供してまいります。
地域のお客さまとの質の高いコミュニケーションを重視することで、
お客さまの多様なニーズに的確に対応し、地域経済発展のお役に立つとともに、
これまでにない新しい価値を創造してまいります。
これからも地域とともに…紀陽フィナンシャルグループにご期待ください。

紀陽フィナンシャルグループは、

新しい金融総合サービスを提供し続けてまいります。

お客さまのニーズを形に…

紀陽フィナンシャルグループの誓い紀陽フィナンシャルグループ行動憲章

1. 信頼の確保 
　　地域金融グループとしての社会的責任と公共的使命を十分認識し、
健全な業務運営を通じて、内外社会からの揺るぎない信頼を確立します。 

2. 法令やルールの厳格な遵守 
　　あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を
遂行します。

3. 質の高い金融サービスの提供 
　　お客さま本位で、安全性にも十分配慮した質の高い商品・サービスを
提供し、お客さまの発展に貢献します。

4. 社会とのコミュニケーションの推進 
　　経営等の情報を公正かつ適時適切に公開し、透明な経営に徹します。 

5. 従業員の人権の尊重等 
　　従業員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を
確保します。 

6. 環境問題への取り組み 
　　地域の環境保護活動に参画するとともに、環境保全に寄与する金融
サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます。 

7. 社会貢献活動への取り組み 
　　地域社会が存立基盤であることを自覚し、地域社会とともに歩む「良識
ある企業市民」として、積極的に社会貢献活動に取り組みます。 

8. 反社会的勢力との対決 
　　地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として
対決します。
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④多様かつ高度なサービスのご提供

※平成２5年３月３１日現在

　地域経済の特性を捉え、お客さまのニーズにあった総合的な金融サービスを
グループ一体となって提供できる体制を構築いたします。

①総合的な金融サービス提供体制の構築

　地域特性に応じた円滑な資金のご提供を通じて、地域金融の安定化を図り、
地域経済の発展に貢献する金融グループをめざします。

②地域経済への貢献

　さらなる経営効率の向上、収益基盤の強化・拡大を図ることで、経営基盤を
一層強化し、盤石な経営体制の構築をスピーディに実現することをめざします。

③経営基盤の強化

　お客さまの満足を第一に考え、多様化するお客さまのニーズに対して、高度
で、かつきめ細やかなサービスを提供することで、地域のお客さまから常に
高い支持を得て、豊かな地域社会づくりに貢献してまいります。

高格付の取得・企業価値（株価）の向上を図る

※平成２5年3月31日現在

紀陽フィナンシャルグループの経営方針
平成１８年２月１日
和歌山市本町１丁目３５番地
５８３億５０百万円
銀行等子会社の経営管理、ならびに
それらに附帯する業務
東証第一部

設 立 日
所 在 地
資 本 金
事 業 の 内 容

上場証券取引所

株式会社  紀陽ホールディングス

株式会社  紀陽銀行
明治２８年５月２日
和歌山市本町１丁目３５番地
８００億９６百万円
１０7店

２，242名（出向者を除く）

設 立 日
所 在 地
資 本 金
店 舗 数

従 業 員 数

和歌山県68ヵ店（インターネット
支店を含む）、大阪府３6ヵ店
奈良県２ヵ店、東京都１ヵ店（　　　　　　　　 ）

金融持株会社
株式会社 紀陽ホールディングス

紀陽情報システム株式会社
ソフトウエア開発業務等

紀陽ビジネスサービス株式会社
事務代行等

株式会社紀陽カード
クレジットカード業務
JCB/VISA

クレジットカード業務
DC

株式会社紀陽カードディーシー

阪和信用保証株式会社

信用保証業務

銀行業
株式会社 紀陽銀行

紀陽リース・キャピタル株式会社
リース業務・

ベンチャーキャピタル業務

紀陽フィナンシャルグループ

収益力の
向上

自己資本の
充実

健全な
財務体質
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昨年度は国内外ともに厳しい経済状況が続きました
が、年度末近くには、新たな経済政策への期待感など
から景気上昇の機運も見られるようになりました。紀陽
フィナンシャルグループの経営環境はいかがでしたか。
片山　昨年度の日本経済は東日本大震災の復興需要な
ど内需の下支えはあったものの、欧州の債務危機の長期化
による国際経済の減速、円高の継続などにより依然厳しい
状態が続きました。また、日中関係悪化による中国向け輸出
の大幅減少などの影響で、生産や個人消費の低減も見ら
れました。しかし、12月の政権交代以降は経済対策や金融
政策への期待感もあり、円高是正、株価上昇など好転への
動きも出てきました。
　当社グループの主要エリアである和歌山県や大阪府
でも、円高、原料高、電力不足などの影響による足踏み感が
続き、国際経済の減速から企業の生産活動や個人消費の
停滞が続きました。その後の円安・株高への好転を受けて
一部に復調の兆しもありましたが、経済の動きは総じて緩慢
でした。
　こうした状況下で、当社グループはお客さまとの接点の強
化による取引先数の増大に努め、地域経済への貢献に邁
進いたしました。その結果、平成25年3月期の紀陽ホールディ
ングス連結の営業成績は、中小企業向け貸出、預金残高

「地域のトップ地銀」を目指して
さらなる「お客さま満足」を追求していきます。

片山社長に聞く

の順調な伸びに加えて国債売却益を中心に債券関係損
益が大幅に増加しました。また、与信関連費用が減少したこ
とにより、経常利益は前期比125億円増加の272億円、当
期純利益は前期比105億円増加の181億円と、当初計画
を大幅に上回る結果となりました。紀陽銀行単体では、業
務粗利益は前期比66億円増加の646億円、当期純利益
は前期比106億円増加の192億円となりました。

昨年は第３次中期経営計画の初年度にあたっていまし
た。計画の成果はいかがでしたか。
片山　第３次中期経営計画では、「お客さまから選ばれ続
ける銀行」という当行が掲げてきた銀行像を継承し、「大阪
府南部を中心とした経営基盤の強化」、「顧客満足度向
上に向けた営業体制の変革」、「経営管理態勢の強化」、
「ＣＳＲ活動推進等による存在感の向上」の４つの戦略を展
開しています。
　中でも最も重要と考えております「大阪府南部を中心と
した経営基盤の強化」に関して、昨年7月に紀陽堺ビル
（堺支店）へ営業推進部門を移転し、「大阪本部」を新た
に設置、続いて本部内においてビジネスマッチングやＭ＆Ａ、
海外進出支援など法人向けの専門分野の担当人員を増
強しました。
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　当行にとって大阪府は創業の地・和歌山県とともに重要
な営業エリアです。とくに堺市以南は、他の銀行が本店を構
えていないマーケットであり、古くからこのエリアへの拠点づくり
と開拓には力を入れてきました。今回、大阪府南部の中核店
に営業中枢機能を置き、その機動力を高めたことで大阪府
内の営業店との連携がいっそう強化され、「大阪南部の地
元化」へ向けての大きな推進力が生まれるものと確信して
います。
　また、個人のお客さまの利便性をより高めるため平成２４
年１０月には、三菱東京ＵＦＪ銀行のＡＴＭご利用のお客さま
への手数料のキャッシュバックを開始しました。２５年４月から
は南海・阪急・阪神・北大阪急行の各電鉄と神戸市営
地下鉄の主要駅構内のＡＴＭ「Patsat（パッとサッと）」
での引き出し手数料が一定時間内無料となっており、特に

大阪府内においてＡＴＭチャネルの充実を図りました。
　さらに店舗についても、昨年中に増強戦略を策定し、今年
の秋には大阪府内に増設移転も含めて2店舗を新規スタ
ートさせる予定です。

第2の戦略テーマ「顧客満足度向上に向けた営業体制
の確立」についてはいかがでしたか。
片山　個人のお客さま担当の渉外担当者を、法人・個人
事業主のお客さまの融資渉外担当に転換していくなど、コン
サルティング型営業の強化のために戦力の再編を行いまし
た。同時に、本部内では事業承継や事業多角化、海外進
出といった法人の経営課題に対して組織的なサポート体制
の充実を図ったことにより、お客さまへの具体的な提案件数
を伸ばしていきたいと考えております。
　また、昨年は第３次中期経営計画期間と重なる３カ年に
わたる業務プロセス改革（ＢＰＲ）プロジェクトをスタートさせま
した。営業店を“事務処理の場から相談・セールスの場へと
変革すること”を目指すものであり、行内のシステムや社員の
意識、業務の質などを総合的に刷新していく取り組みです。
これは、お客さま満足の実現とともに生産性、経営効率の向
上にも直結した取り組みですから、強力に推進していきたいと
思います。

第3の戦略「経営管理態勢の強化」と第4の戦略「ＣＳ
Ｒ活動推進等による存在感の向上」についてはいかが
でしょうか。
片山　経営管理態勢の一つであるコンプライアンス態勢に
ついては、法令やルールを遵守することを最重要課題の
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片山社長に聞く

昨年は、公的資金完済へ向けて
大きく前進することができました。

一つとして位置付け、社会的規範に則った事業活動に取り
組んでおります。具体的には金融商品の勧誘に関する方針
を定め、預かり資産商品の渉外販売については資産運用
アドバイザーなど専門知識を持った行員に特化させました。
そうすることで、コンサルティングの品質向上と顧客保護の徹
底を図ってまいります。
　また、良き企業市民としてのＣＳＲ活動は地域金融機関の
重要な使命であるという認識のもと、当社グループではこれま
でもスポーツ、文化、環境美化など、さまざまな領域でＣＳＲ活
動に取り組んでおります。各営業店単位でも、それぞれ独自に
ＣＳＲ活動に取り組むものとしており、全店的な活動となってお
ります。さらに、営業店のＣＳリーダーを対象に「認知症サポ
ート養成講座」を開催し、各店に１名以上の認知症サポー
ターを配置するなど、高齢化と福祉ニーズが高まる社会に向
けて、あらゆるお客さまの立場に立った接客対応が行えること
を目指しております。

第2次中期経営計画からの継続的なテーマとして、公
的資金完済へ向けた取り組みがあります。昨年度の進

捗状況はいかかでしたか。
片山　当行は平成18年に旧和歌山銀行との経営統合に
伴い３１５億円の公的資金を受け入れました。
　以降、第２次中期経営計画が終了した平成２４年３月ま
での間に、公的資金注入額を上回る内部留保を蓄積でき
ておりましたので平成24年９月には、経営統合に際して発行
した優先株の約半分を株式会社整理回収機構から取得
し、１５４億円を返済いたしました。
　平成25年3月期も順調に利益を計上することができまし
た。残る公的資金につきましては、すでに優先株式の取得枠
の設定に関して定時株主総会にて承認可決いただいてお
りますので、25年９月末までに全額完済できるよう関係当局と
協議を行いながら、適切な資本施策を遂行してまいります。

本年度の展開についてお聞きしたいと思います。今年
10月は紀陽ホールディングスと紀陽銀行の合併が予
定されています。合併の経緯と今後の展望についてお
話しいただけますか。
片山　紀陽銀行を存続会社とする紀陽ホールディングスと
紀陽銀行の2社合併契約につきましては、既に定時株主
総会のご承認をいただいており、今年10月1日をもって合併・
株式上場が行われる予定です。
　紀陽ホールディングスは、平成18年の紀陽銀行と旧和歌
山銀行の合併の折に経営統合の円滑化を目的に両行の
持株会社として設立されましたが、6年以上の経緯の中で
設立時の目的はほぼ達成されたと思っております。一方で、
当社グループの経営環境は大きな変化を遂げており、経営
判断のスピード化、ガバナンスの強化などの重要な課題が
生まれています。これらを踏まえ、意思決定や経営のスピード
化と強い財務基盤を築くために、純粋持株会社を廃止し、
事業子会社である紀陽銀行を中心としたシンプルなグルー
プ体制に再編することといたしました。。
　合併後はそのメリットを活かして、金融機関として即応力と
機動力を高め、地域経済の発展にさらに貢献してまいります。
皆さまにはご理解の上、一層のご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

7



戦略と展望は職員一人ひとりの
知恵と汗から生まれます。

中小企業の皆さまと課題を
共有化したコンサルティングが
当行の使命です。
今年は3月末に中小企業金融円滑法が終了し、中小企
業を取り巻く状況の厳しさが懸念されますが、地元中
小企業のサポーターとしてどういった姿勢で業務を展
開されますか。
片山　「中小企業や個人事業主のお客さまへの支援は、
当行の最も重要な務めの一つとして認識しております。金融
円滑化法が終了してもこの姿勢は何ら変わることはなく、取り
組むべき課題はこれからより一層多様になると思います。厳し
い経済環境のもとで努力しておられるお客さまのために、資
金手当はもちろんのこと、経営課題の共有化から改善計画
の策定、そして再生支援まで、各段階でのきめ細やかな対
応ができる体制を整えてまいります。
　昨年は、コンサルティング営業の拠点整備や人員増強
など、法人支援強化のための戦略配分を行いましたので、
今年はそれらを積極的に活用していくとともに、地域経済活性
化支援機構や中小企業再生支援協議会など外部機関と
も協力し、一人でも多くのお客さまを支援できるよう体制を
充実させていきます。

2年後の平成27年は、紀陽銀行創立120周年を迎え
られますが、周年に向けて何か取り組んでおられるこ
とはありますか。
片山　第３次中期経営計画が終了する平成２７年は、当行
創立１２０周年にあたります。大きな節目の年へ向かう２年間
は「地域のトップ地銀」へと成長する年にしていくつもりです。
地域を支え、地域に支えられてきた当行の歴史を踏まえなが
ら、過去の実績や現状に甘んずることなく、変革と発展を続け
ていきたいと思います。
　また、平成27年は、紀の国わかやま国体の開催年、高野
山の開創1200年でもあり、和歌山県への観光需要の増加
と経済活性化が大いに期待できる年でもあります。当行では
以前より地元企業による「地域ブランド」の確立支援に力を
入れており、今回、和歌山県の観光分野における取り組み
を強化したいと考えております。今後、外部機関と連携を図り

つつ、具体的な観光振興支援策を検討・実行していくこと
とし、120周年という大きな節目に、創業の地・和歌山県の
「人気と元気」を高めるお役に立ちたいと思います。

最後に、紀陽フィナンシャルグループとして、これから
は何を大切にしていきたいとお考えですか。
片山　日本経済全体として復調ムードは生まれていますが、
個々の中小企業や生活者が実感するにはまだ時間がかか
ると思います。そういった中で地元の経済と暮らしに貢献して
いくには「お客さまのために知恵を絞り、汗を流し行動する」と
いう当行の基本姿勢が、何よりの強みになると考えます。さま
ざまな戦略や未来への展望も、この基本姿勢から始まること
を認識し、役職員一人ひとりが自己の力を最大化していかな
ければなりません。
　第3次中期経営計画の2年目となる本年は、公的資金の
完済予定、紀陽ホールディングスと紀陽銀行の合併といった
重要事項が重なり、当社グループにとって非常に重要な年
となります。気概も新たに「お客さまから選ばれ続ける銀行」
の実現へ向けて力強く歩んでまいりますので、引き続きご支
援、ご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

8



第3次中期経営計画

9

第3次中期経営計画 〈平成24年4月～27年3月〉

お客さまの満足を第一とする心（ハート）を大切にし、
お客さまの良き相談相手として知恵（ブレイン）を絞り、
汗をかき行動する（アクション）銀行を目指します。

目指すべき銀行像

紀陽銀行の基本方針

「お客さまから選ばれ続ける銀行」

　平成２４年４月より第３次中期経営計画をスタートしております。「大阪府南部から和歌山県に強固な営業基盤を
有する地域のトップ地銀」となるように、営業基盤である地元経済の成長を促す「強力なリレバン活動」を推進し
てまいります。

「大阪府南部から和歌山県に強固な営業基盤を有する地域のトップ地銀」への
着実な変身

公的資金完済とその後の安定的な内部留保蓄積を可能とする
収益力の確保

地域内での存在感を高め、営業基盤である地元経済の成長を促す
「強力なリレバン推進」

第３次中期経営計画における主要テーマ

第3次中期経営計画の初年度実績と計数計画

効率性

健全性

規　模

収益性

預金等期末残高

 うち個人＋一般法人の残高

貸出金期末残高

 うちローン残高

投資信託期末残高

コア業務純益

コア業務純益ＲＯＡ(コア業務純益÷総資産期中平均残高)

ＯＨＲ(経費÷業務粗利益)

不良債権比率

収益性

健全性

当期純利益

自己資本比率

TｉｅｒⅠ比率

※自己資本比率、TierⅠ比率とも平成27年3月期計画は公的資金完済後の現行規制ベースの値。

第3次中期経営計画
平成27年3月期

第3次中期経営計画
平成27年3月期

181億円
11.14%
8.84%

平成25年3月期 実績

平成25年3月期 実績

3兆5,991億円
3兆3,909億円
2兆5,828億円
8,884億円
1,687億円
181億円
0.47%
57.51%
3.50%

90億円以上
11%程度（※）

8%以上（※）

計画

計画

3兆6,000億円以上
3兆4,500億円以上
2兆6,000億円以上
9,300億円以上
1,850億円以上
200億円以上
0.50%以上
65%程度
3.5%未満

紀陽銀行単体

紀陽ホールディングス連結
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第3次中期経営計画における主要戦略

第3次中期経営計画における営業エリア別の戦略方針

●ＣＳＲ活動のさらなる推進
●地域社会活性化に向けた取組の強化
●平成２７年５月の「当行創立１２０周年」に向けた取組
●企業イメージ向上を重視した情報発信力の強化

●コンプライアンスの徹底
●「金融円滑化法終了後」を見据えた取引先モニタリングの
徹底とコンサルティング機能の発揮
●業務継続計画（ＢＣＰ）における対策の強化
●リスクコントロールのさらなる強化
●「経費・信用コスト控除後収益」に対する意識強化

●大阪本部（紀陽堺ビル内）の設置による営業推進体制の強化
●取引先数やメイン先増加に向けた事業性取引推進
●個人取引のメイン化に向けた推進

●「リレバン全行活動」の推進
●ＢＰＲ推進等による生産性や経営効率の向上
●店舗、チャネル戦略の強化・見直し
●人材の積極的な育成・活用

大阪市
周辺

大阪府
南部

本店

 Osaka

Wakayama

大阪本部
（紀陽堺ビル) 

ＣＳＲ活動推進等による
存在感の向上

経営管理態勢の強化

顧客満足度向上に向けた
営業体制の変革

大阪府南部を中心とした
営業基盤の強化

ＣＳＲ活動推進等による
存在感の向上

経営管理態勢の強化

顧客満足度向上に向けた
営業体制の変革

大阪府南部を中心とした
営業基盤の強化

中小・中堅企業を中心とした
新規顧客の開拓に努める

個人・法人ともに取引の
メイン化に向けて
営業基盤構築を加速する

経営効率の向上に努めながら、
地域内シェアを維持する

和歌山県



平成25年3月期の業績報告

グループ営業概況   
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損益の状況   

　当社グループは、平成２４年４月より第３次中期経営計画をスタートさせ、お客さまから選ばれ続ける銀行を目指す方針
のもと、お客さまの利便性向上に努めるとともに、より充実した金融商品、金融サービスの提供に注力し、業績の向上と経営
体質の強化に取り組んでまいりました。
　これらの取り組みの結果、預金等や貸出金の残高が順調に増加するとともに、損益につきましては、債券関係損益を中心
にその他業務利益が大幅に増加する中、与信関連費用の減少などもあり、当初計画を大幅に上回る利益を計上することが
できました。
　しかしながら、本業の収益の中心である資金利益などにつきましては、市場金利の低下などの影響から貸出金利回りが
低下し、貸出金利息が減少したほか、有価証券利息配当金も減少するなど、本業の収益環境は厳しい状況が続いております。
　以上により、連結経常利益は前期比１２５億７６百万円増加の２７２億４２百万円、連結当期純利益は前期比１０５億２３百万
円増加の１８１億２５百万円となりました。

業務粗利益
資金利益
役務取引等利益
その他業務利益
　うち債券関係損益

経費（▲）
一般貸倒引当金繰入額（▲）
業務純益
コア業務純益
臨時損益

うち不良債権処理額（▲）
うち株式関係損益
うち償却債権取立益
うちその他臨時損益

経常利益
特別損益

うち償却債権取立益
うち退職給付制度改定益

法人税等調整額（▲）
当期純利益
与信費用
与信コスト総額

平成２5年３月期
実績

平成２2年３月期
実績

平成24年３月期
実績 前期比
579
521
44
12
9

379
▲ 20
219
190
▲ 69
63

▲ 29
11
11
150
13
－
14
77
86
42
31

588
520
39
29
24
390
▲ 16
213
173
▲ 84
58

▲ 32
－
7

129
0
13
－
45
83
42
28

（注）1. 金額は単位未満を切り捨てて表示
2. （▲）は損失項目

（単位：億円）

646
506
43
95
93
371
－

274
181
2
21
▲ 5
9
19
277
▲ 0
－
－
69
192
21
10

平成２3年３月期
実績

589
508
40
40
37
364
11
212
186

▲ 128
62

▲ 72
－
5
83
17
18
－
25
75
74
55

66
▲ 14
▲ 1
83
83
▲ 7
20
54
▲ 8
72

▲ 42
24
▲ 1
7

127
▲ 14
－

▲ 14
▲ 7
106
▲ 21
▲ 20

主要な経営指標

連結経常収益
連結経常利益
連結当期純利益
連結包括利益
連結純資産
連結総資産
１株あたり純資産
１株あたり当期純利益
潜在株式調整後１株あたり当期純利益
連結自己資本比率　（第二基準）

86,213
6,626
5,836

－
158,900
3,673,074
168.08
7.06
5.83
10.90

87,220
11,249
6,637
9,727

165,994
3,771,269
177.31
8.29
6.70
11.49

84,327
14,666
7,602
19,622
183,034
3,854,842
201.64
9.67
7.56
11.63

87,206
27,242
18,125
27,750
190,604
3,927,469
235.27
24.31
19.49
11.14

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円

円

円

％

（単位） 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

紀陽ホールディングス連結

紀陽銀行単体
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業務粗利益　　　コア業務純益
税金
物件費
人件費

19

172

187

18

168

184

20

165

179

24

177

188

　紀陽銀行単体ベースの業務粗利益は、資金利益が減少したものの、債券関係損益が大幅に増加したことなどから、前期比
６６億円増加の６４６億円となりました。経費につきましては、引き続き経費削減に注力したことや、預金保険料の返戻などに
より前期比７億円減少の３７１億円となりました。これらの結果、コア業務純益は前期比８億円減少の１８１億円となりました。
与信コスト総額につきましては、一般貸倒引当金の取り崩し発生などにより、前期比２０億円減少の１０億円となりました。
　これらの結果、経常利益は前期比１２７億円増加の２７７億円、当期純利益は前期比１０６億円増加の１９２億円となりま
した。

■有価証券関係損益 ■与信コスト総額

50

100

▲50

0

▲34

（単位：億円） （単位：億円）

▲20

88

0

20

10

40

60

50

30

0

100

200

300

400

平成23年3月期 平成25年3月期平成22年3月期

10

55

31

平成24年3月期 平成23年3月期 平成25年3月期平成22年3月期 平成24年3月期

平成23年3月期 平成25年3月期平成22年3月期 平成24年3月期

371364 379390

■業務粗利益・コア業務純益 ■人件費・物件費・税金

（単位：億円） （単位：億円）

0

700

600

500

300

100

400

200

589

173

579

平成23年3月期 平成25年3月期平成22年3月期 平成24年3月期

588

186 190

▲8

28

646

紀陽銀行単体 紀陽銀行単体

紀陽銀行単体 紀陽銀行単体

1

181



預金・貸出金の状況 ～紀陽銀行単体～

預金等、預かり資産、貸出金、有価証券の状況    
　預金等残高は個人預金・法人預金とも増加し、前期末比８３６億円増加の３兆５,９９１億円となりました。預かり資産につい
ては投資信託の販売が順調であり、前期末比３３２億円増加の４,８９８億円となりました。 事業性貸出が順調に増加したこと
から、貸出金残高は、前期末比３６６億円増加の２兆５,８２８億円となりました。 
　また、その他有価証券の評価差額は前期比１４2億円増加の３２９億円となりました。

（単位：億円）（単位：億円）

個人
その他

（単位：億円） （単位：億円）

投資信託
国債等公共債
個人年金保険等

その他
大阪府
和歌山県

■預かり資産残高の推移

その他のローン
住宅ローン

■預金等残高の推移

■その他有価証券評価差額
（単位：億円）

1,538

2,527

500

1,687

399

1,545

607

2,182
2,812

1,549

701

2,105

12,77712,218

7,327

1,216

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

35,99134,610

25,974

8,636

35,155

26,433

8,721

26,587

9,404

0

10,000

20,000

40,000

30,000

平成25年3月末平成24年3月末平成22年3月末 平成23年3月末

平成25年3月末平成24年3月末平成22年3月末 平成23年3月末 平成25年3月末平成24年3月末平成22年3月末 平成23年3月末

平成22年3月末 平成25年3月末平成23年3月末 平成24年3月末 平成22年3月末 平成25年3月末平成23年3月末 平成24年3月末

8,814

270.9

7,699

1,288

7,652

1,2312,29625,051
2,270

10,000

5,000

0

15,000

20,000

30,000

25,000

0

6,000

4,000

2,000

8,000

10,000

※個人年金保険等は販売累計額

0

400

300

200

100

13,082

1,284

8,988

4,336
4,8984,566

25,82825,462 8,884

2,241

11,798

24,515 8,544

25,275

34,148

8,872

4,356

7,529

10,44910,41410,55710,475

2,274

187

■貸出金残高の推移 ■ローン残高の推移

329

13



預金・貸出金の和歌山県内シェア 預金・貸出金の地域別構成

地域のお客さまへの貸出金の状況

地域のお客さまへの利便性のご提供

■和歌山県内預金シェア

■中小企業等貸出金残高の推移

■和歌山県内貸出金シェア

メガバンク・信託
地銀・第二地銀

信金・信組

ＪＡ他

17％

11％
10％

17％

メガバンク・信託地銀・第二地銀

信金・信組

ＪＡ他

26％

12％6％

17％

※平成25年3月末現在　ゆうちょ銀行、政府系金融機関除く

0

17,000

18,000

19,000

20,000

平成24年3月末平成22年3月末 平成23年3月末

■預金地域別構成
　（譲渡性預金を除く）

■貸出金地域別構成

大阪府

25％
9,045億円

658億円

2兆5,697億円

和歌山県

73％

奈良県・東京都・インターネット

2％

2,269億円

1兆449億円

和歌山県

40％

奈良県・東京都

9％

※平成２5年3月末現在

（単位：億円）

　現在、和歌山県内に68店舗、大阪府内に36店舗を配置し、両府県を主要な営業基盤としております。地域金融機
関として、多くのお客さまによりきめ細やかな対応とサービスを提供し、地域の皆さまの貯蓄・資産運用に関するニー
ズにお応えするとともに、企業や個人事業主の皆さまの資金需要に対し、円滑な資金のご提供に努めております。

19,296 19,500

■中小企業・個人のお客さまへの融資の状況

大企業・中堅企業

14％

地方公共団体

11％

※中小企業等貸出金とは、資本金３億円（ただし、卸売業は１億円、サービス業、
小売業および飲食店は５千万円）以下の会社または常用する従業員が３００人
（ただし、卸売業およびサービス業は１００人、小売業および飲食店は５０人）以下
の会社および個人への貸出金※平成２5年3月末現在

合　計和歌山県内

215,310
288,249
134,651

61,241
87,093
42,504

276,551
375,342
177,155

大阪府・その他

給与お受け取り口座数 
公共料金お支払い口座数
年金お受け取り件数
※平成２5年3月末現在　個人のみ

平成25年3月末

19,596

　和歌山県内、大阪府内を中心とした店舗網やATMネッ
トワークを通じ、地域のお客さまへの利便性のご提供に努
めております。
　給与お受け取りに約27万口座等多くのお客さまに家計
のメイン口座としてご利用いただいており、これからも一
層利便性の向上に努め、より多くのご利用をいただけるよ
う努力してまいります。

　平成２５年３月末の中小企業等貸出金残高は１兆９,５００
億円となり、貸出金２兆５,８２８億円の約７５％を占めてお
ります。  

18,691

大阪府

51％
1兆3,082億円

中小企業・個人

75％

当行

当行

39％

45％

14
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自己資本の状況
　平成25年3月末においては、貸出金残高が増加したことなどから、リスクアセットは前期末比３39億円増加しました。
　また、公的資金の一部返済等によって自己資本は前期末比５０億円減少したことから紀陽ホールディングス連結での自己
資本比率（第二基準）は１１.１４％（前期末比▲０.４９％）となりました。　    

配当方針
　利益配分に関しましては、銀行持株会社の公共性に鑑み、長期的に安定した経営基盤の確保や財務体質の強化のため
に、適切な内部留保の充実をはかりつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
　当期の配当につきましては、普通株式１株につき年間３円とし、優先株式については所定の優先配当金をお支払いさせて
いただきました。 
　また、当社は、平成２５年１０月１日を効力発生日として、当社子会社である株式会社紀陽銀行と合併を予定しており、当社
株式１０株につき紀陽銀行株式１株を割り当てることを予定しております。このため、次期の配当につきましては、普通株式
１株につき、平成２５年３月期と同額となる３０円を予定しております。

自己資本額 
 うちTierⅠ
 うちTierⅡ
リスクアセット 
連結自己資本比率 
連結TierⅠ比率 
繰延税金資産額 
TierⅠ対比

1,963億円
1,481億円
482億円

18,008億円
10.90%
8.22%
333億円
22.5%

2,038億円
1,539億円
498億円

17,742億円
11.49%
8.67%
287億円
18.6%

▲ 50億円
1億円

▲ 51億円
339億円
▲ 0.49%
▲ 0.16%
▲ 115億円
▲ 7.1%

2,078億円
1,608億円
469億円

17,861億円
11.63%
9.00%
170億円
10.5%

2,028億円
1,609億円
418億円

18,200億円
11.14%
8.84%
55億円
3.4%

平成22年３月末 平成23年３月末 平成24年3月末対比平成24年３月末 平成25年３月末

（単位：億円）

■連結自己資本額の状況

0

500

1,000

1,500

2,500

2,000

平成２5年
３月末

平成24年
３月末

平成22年
３月末

自己資本額 ＴｉｅｒⅠ

1,963

1,481

平成23年
３月末

平成２5年
３月末

平成24年
３月末

平成22年
３月末

平成23年
３月末

2,038

1,539

2,078

1,608

（単位：％）

■連結自己資本比率の状況

0

6.0

8.0

10.0

12.0

自己資本比率 ＴｉｅｒⅠ比率

11.14

8.84
8.22 8.67

2,028

1,609 9.00

10.90
11.49

日本格付研究所
（JCR）

紀陽ホールディングス
紀陽銀行

格付の取得
　「格付」とは、第三者の格付機関が、銀行や企業などの
「安全度」をランク付けしたものです。
　紀陽ホールディングスおよび紀陽銀行では、株式会社
日本格付研究所（JCR）から、格付の上位に位置する
「A－」を取得しています。
　また、紀陽銀行では株式会社格付投資情報センター
（R&I）より、「A－」の格付を取得しています。

紀陽銀行

格付投資情報センター
（R&I）

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

D

安
全
性

高

低

A－A－

11.63
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不良債権（金融再生法開示債権）の保全状況      

リスク管理債権の状況

■不良債権額（金融再生法に基づく開示債権）及び不良債権比率

　事業の再生支援、経営改善支援による債務者区分のランクアップなどにより不良債権削減に努めた結果、平成25年３月
末の不良債権比率は、前期末比０．08％低下し、３．50％となりました。
　また、不良債権残高は、前期末比6億円減少の917億円となりました。

0

400

200

800

600

1,000

平成24年3月末平成22年3月末 平成23年3月末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
不良債権比率

危険債権
要管理債権

単位：億円 単位：％

78

627

245 200

5.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

283

87
66

572

950
917

　平成２５年３月末の不良債権総額９１７億円のうち、８４．４％は引当金や担保・保証により保全されております。
（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

※リスク管理債権：貸出金が対象

※優良担保：預金、有価証券等
※優良保証：政府、信用保証協会、金融機関、上場有配会社等による保証

200
649
66
917

25,226
26,143

187
418
29
635

142
270
0

413

21
91
29
142

22
56
0
79

13
117
7

139

100.0%
82.5%
56.5%
84.4%

区　分 与信残高

破綻先債権
延滞債権
3ヵ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

平成24年３月末対比
      　      ▲ 6

3
－

▲ 4
▲ 7

平成24年
３月末

366貸出金残高（末残）

リ
ス
ク
管
理
債
権

担保・保証等
優良担保
優良保証 その他 引当額 保全率未保全額不動産担保

（単位：％）

貸出金に占めるリスク管理債権の割合 ▲ 0.08

（平成２5年３月末現在）

平成25年3月末

70

625

923

●破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

●危険債権
債務者は経営破綻の状態に至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回
収及び利息の受取ができない可能性の高い債権

●要管理債権
３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権

金融再生法に基づく開示債権
貸出金、支払承諾見返、外国為替、銀行保証付私募債、貸付有価証券、仮
払金等が対象。なお、銀行保証付私募債については「金融商品に関する会
計基準」の適用に伴い、貸借対照表計上額（時価）にて表示しております。

227

不良債権（金融再生法開示債権）   

用語解説

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

金融再生法開示債権合計

正常債権

総与信

943

649

3.503.74 3.583.79

ー
113
29
142

59
784
4
83
932

平成２3年
３月末

平成22年
３月末

      20
826
0
66
914

39
828
0
77
946

25,05124,515 25,828

　3.773.80 3.54

平成25年
３月末

  27
823
ー
70
921

25,462

　3.62

3.50％

総与信に占める
金融再生法に基づく
開示債権の割合

（917億円）

96.50％
正常債権

（25,226億円）
96.500％％％
正常債権

（25（25 22,2266億円円））



コーポレート・ガバナンス態勢

17

コーポレート・ガバナンスに向けた取り組み

　紀陽フィナンシャルグループでは、コーポレート・ガバナンスを強化し、企業価値の向上を図るためには、経営の
透明性の確保と、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成が最も重要であると認識しております。

（1）取締役会の監督機能の充実および意思決定の迅速化
　紀陽ホールディングスでは、意思決定・業務執行監督機関である取締役会をはじめ、代表取締役社長の最高協議機関であ
る経営会議を機動的に開催し、グループ経営戦略や経営計画に関する協議や、業務執行上の重要事項に対する具体的な対
応方針を迅速に決定するための態勢を構築しております。また、取締役会では、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会
等の各協議機関の報告・答申をもとに業務執行部門に対する監査機能の充実に努めております。
　なお、紀陽ホールディングスの取締役会は、取締役６名で構成されており、うち１名は社外取締役（独立役員に該当）です。

■コーポレート・ガバナンス体制図

会計監査人

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選任・解任

監査役会
監査役5名

（うち社外3名）

監督指導 報告

監査役会
監査役5名

（うち社外3名）
会計監査人

取締役会

法令等遵守委員会
リスク管理委員会

経営会議

頭取

業務執行部門

業務監査部

紀陽銀行

紀陽ホールディングス

経営強化計画推進委員会

ALM戦略委員会

IT戦略委員会

業務執行部門
グループ企画部
グループ管理部

内部監査部門
グループ監査部

経営会議

社長 リスク管理委員会

取締役会
取締役6名（うち社外取締役1名）

株主総会

〈委員・社外有識者〉
コンプライアンス委員会
経営諮問委員会

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
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（3）監査機能
　監査役は、経営の監査機能の中心的な役割を果たしております。また、会計監査人やグループ監査部門との連携を密
にし、経営全般の把握に努めるとともに、業務監査・調査目的のもと、経営会議や各種委員会等にも幅広く出席し、適正な
牽制機能の確保を図ります。
　なお、紀陽ホールディングスの監査役会は、監査役５名で構成されており、うち３名は社外監査役です。

（4）内部監査機能・リスク管理態勢・コンプライアンス態勢の強化
　紀陽フィナンシャルグループの内部監査の統括部署として「グループ監査部」を設置し、グループ各社の内部監査実施
状況のモニタリングを行うことで、内部監査態勢の適切性・有効性を検証しております。
　リスク管理態勢については、グループ全体のリスク管理を統括する部署として「グループ管理部」を設置し、リスク管理
部門やコンプライアンス部門の独立性を確保するとともに、統合リスク管理態勢の構築によるリスク管理の高度化を目指
しております。

（5）ディスクロージャーの充実
　紀陽フィナンシャルグループでは、経営の透明性向上を図るため、重要情報の適時適切な開示に努めるとともに、情報
公開方法の多様化のため、ホームページの積極的な活用や各種ディスクロージャー誌の充実を図っております。

■意思決定・協議機関について

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

経営諮問委員会
（アドバイザリーボード）

経営強化計画推進委員会

ＩＴ戦略委員会

ＡＬＭ戦略委員会

経
営
会
議

取
締
役
会

意思決定・協議機関 目的、牽制・報告体制等

業務執行の最高決議機関であり、取締役の職務の執行を監督します。

紀陽フィナンシャルグループ内の各会社があらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にも
とることのない、誠実かつ正直な事業活動を遂行するため、専門的知識を有する社外の第三者より、
法令等の遵守状況や取り組みに関し、客観的な評価や提言をいただいています。なお、コンプライ
アンス委員会での審議、検討事項は取締役会に報告を行います。

紀陽フィナンシャルグループ全体のリスク管理の観点から各種リスク管理態勢を総合的に把握・
認識し、適切な対応策を協議のうえ、取締役会への答申・報告を行います。
また、安定的な経営を目指す見地から、リスクの種類・程度に応じたリスク管理態勢が適切かつ有効に
機能しているかをチェックし、リスク管理部門および業務執行部門に対する牽制を行います。

紀陽フィナンシャルグループ全体の経営に対する評価・監視を行うため、社外の有識者で構成し、
グループ全体の経営課題等について協議し、取締役会への助言・提言を行います。

紀陽フィナンシャルグループ全体の経営管理機能の強化と業務の効率性向上に向け、より効果的な
ＩＴ投資を実現するために、大規模システム案件の決定、進捗状況のモニタリング等を行います。

経営強化計画の進捗状況および今後の課題等について協議し、具体的な対応策や取り組み方針に
ついて、取締役会への答申・報告を行います。

代表取締役社長が業務執行を決議する際の最高協議機関として、経営の基本方針および執行に関する重要事項の
協議を行います。

紀陽フィナンシャルグループ全体の経営資源の最適配分を目的に、リスクとリターンの観点から、
資産および負債に関する各種ポートフォリオの運営管理、グループ経営戦略の策定等に関する協議を
行います。

（2）経営に対する評価の客観性の確保
　健全な業務運営の礎となるコンプライアンス態勢の構築に向けて、社外の第三者で構成されるコンプライアンス委員
会を設置しております。委員会では、専門家（弁護士・公認会計士）3名を招聘し、外部の視点からコンプライアンスに関す
る客観的な評価や提言を受けることにより、遵法経営の徹底とコンプライアンス意識の向上を図っております。
　また、グループ全体の経営に関する客観的な助言・提言をいただくために、外部の有識者3名で構成される経営諮問委
員会（アドバイザリーボード）を設置しており、経営に対する評価・監視の実効性を高めております。
　なお、コンプライアンス委員会、経営諮問委員会の協議内容につきましては、ホームページ等で公表しております。
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個人情報保護について

金融商品の勧誘に関する方針

　紀陽フィナンシャルグループでは、個人情
報の保護に関する法律および関係法令等を踏
まえ、個人情報の適切な保護と利用を実施し
ています。
　また、グループ内の各会社は、それぞれ個
人情報保護に関してプライバシーポリシー
（個人情報保護宣言）を定めており、個人情報
の利用目的とともに公表しています。

◯当社は「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守します。
◯当社は、お客さま等の個人情報を、公表している当社の業務ならびに利
用目的の達成に必要な範囲で利用し、それ以外の目的で利用しません。

◯当社は、個人データの安全管理には最大の注意を払い、情報漏えいの防
止に努めます。

◯当社は、個人情報取扱に関してお客さまなどからいただくご意見・ご要望等
を誠実に検討し、適切な改善を継続的におこなってまいります。

紀陽ホールディングスのプライバシーポリシー

　紀陽銀行では、「金融商品の販売等に関する法律」に則り、「金融商品の勧誘に関する方針」を定めております。
　お客さまへの金融商品の販売にあたっては、お客さまのご希望やニーズに合った商品を提供し、常にお客さまにご満足い
ただけるよう努めてまいります。

　当行は、「金融商品の販売等に関する法律」第９条（勧誘方針の策定等）に則り、お客さまへの金融商品の勧誘にあたっては、
下記の事項を遵守します。

記
1.お客さまの知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、お客さまのご意向と実情
に適した商品をお勧めします。
2.商品の選択や購入については、お客さまご自身の判断と責任においてお決めいただきます。その際に、お客さまが理解なら
びに判断されるために必要な商品内容（商品のリスクなど）の情報を提供するとともに、適切かつ十分な説明を行います。
3.お客さまに対し、不確実な事項について断定的な判断の提供を行いません。また、誤解を招くような情報や事実と異なる情報を
提供して勧誘を行いません。 
4.お客さまの意思に反する不都合な時間帯、ご迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.金融商品販売法のほか、金融商品取引法、銀行法および関係法令等を確実に遵守し、適正な勧誘を行うとともに、役職員
は質の高い金融サービスを提供できるよう知識の習得に努めます。
6.販売・勧誘に関するお客さまからのご照会等については、適正な対応に努めます。　　　　　　　　　　　　　　　以上

　当行は、確定拠出年金制度の運営管理業務を行うにあたっても、確定拠出年金法に定める「企業型年金に係る運用の方法
の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくはその変更」に関しまして
も、この勧誘方針を準用することといたします。

金融商品の勧誘に関する方針（紀陽銀行）

　紀陽フィナンシャルグループでは、高い倫理観をもち、コンプライアンスを重視する企業風土を醸成していくこと
を経営の最重要課題の一つとして位置付け、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範に則った、誠実かつ
正直な事業活動に取り組んでおります。
　組織としては、グループ内の各社が「紀陽フィナンシャルグループ法令等遵守規程」を自社の規程として採択し、
各社が法令遵守に関し、連携して対応する態勢を構築しております。
　具体的な取り組みとしては、職員のコンプライアンス意識の高揚を図るため、グループの中核である紀陽銀行に
おいて、各年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を制定し、コンプライアンス態勢の強化に取り組むととも
に、コンプライアンス研修の実施やコンプライアンスオフィサーによる法令等遵守状況のモニタリングなどにより、
コンプライアンスに関する知識の涵養と意識の醸成に努めております。
　また、紀陽ホールディングスでは、コンプライアンスに関する取り組みについて専門的知識を有する社外の第三
者（弁護士・公認会計士）を委員とした「コンプライアンス委員会」を設置し、客観的な評価や提言をいただくことで
実効性と透明性の確保を図っております。
　多様化する金融商品の取扱いを背景とした金融商品取引法が施行され、適切な勧誘・販売ルールの遵守と態勢
強化を図っております。
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利益相反管理方針について
　紀陽銀行は、銀行関連業務または金融商品関連業務に関して、お客さまの利益が不当に害されることがないように、利益
相反管理方針を定めております。

１．利益相反の内容
　利益相反とは、当行グループが、お客さまとの間の契約上または信義則上の義務（以下、「信認義務」といいます。）に反して、お客さま
の不利益のもと当行グループまたは他のお客さまが利益を得ている状況をいいます。

２．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
　当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引（対象取引）として、以下の①および②の両項目に該当するものを
管理します。

①お客さまの不利益のもと、当行グループまたは当行グループの他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること。
②①の状況がお客さまとの間の信認義務に反すること。

　当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから当行グループが適法に入手した情報に基づき、営業部門
から独立した利益相反管理統括部署（管理責任者）により、下記３．に掲げる類型をもちいて適切な特定を行います。

３．利益相反のおそれのある取引の類型
　当行では、利益相反のおそれのある取引の特定を適切に行うため、次のように類型化しています。

　紀陽銀行（以下「当行」）は、お客さまと当行または当行の関連会社（連結決算対象の子会社および子法人をいい、以下、当行と合わせ
て「当行グループ」といいます。）との間、および当行グループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関して、法令等
に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切に業務を遂行します。

利益相反管理方針の概要

自己取引型

双方代理型

競合取引型

情報利用型

信認義務が生じているお客さまを相手方とする取引

信認義務が生じているお客さまの取引相手の側に立つ取引

当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行グループが利益を得る取引

４．利益相反管理の方法
　当行では、利益相反取引等の個別具体的事情に応じて、次に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または組み合わせることにより、お
客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反の管理を行います。
　　①お客さまに対して利益相反状況の説明（情報開示を含みます。）を行い、当該お客さまから同意を取得する方法
　　②情報隔壁の設置等により、対象取引等を行う部署とお客さまとの取引等を行う部署を分離する方法
　　③部署の分離にかかわらず利益相反関連情報を共有する者を監視する方法
　　④対象取引等およびお客さまとの取引等の一方または双方の条件または方法を変更する方法
　　⑤対象取引等およびお客さまとの取引等の一方または双方を中止する方法

５．利益相反管理の体制
　当行では、利益相反の管理を適切に行うため、営業部署から独立した利益相反管理責任者を設置し、その指揮・監督のもと、利益相
反管理部署が一元的に利益相反を管理します。利益相反管理部署は、当行グループの情報集約、利益相反取引等の特定、管理方法
の選択、定期的な検証、役職員に対する研修その他利益相反を適切に管理するための体制を整備します。

６．利益相反管理の対象となる当行グループの範囲
　利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行の関連会社です。
　・紀陽リース・キャピタル株式会社

内部統制報告制度への対応について

　金融商品取引法により、財務報告の信頼性を確保するための内部統制が有効に整備され、適用されているかを経営者が
評価したうえで「内部統制報告書」として提出し、その評価結果の妥当性を公認会計士等が監査を行うことが義務付けられ
たものです。

■内部統制報告制度とは

　紀陽ホールディングスでは、紀陽フィナンシャルグループにおける財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内
部統制の基本方針」を制定し、適正な財務報告の作成を最重要事項とした、管理態勢を整備しております。
　各業務において行われる取引の発生から、各業務の会計システムを通じて財務報告が作成されるプロセスの中で、虚偽
記載や誤りが生じる可能性のある統制上の要点を継続的に評価し、必要な改善を行うことで、財務報告の信頼性を確保して
まいります。

信認義務が生じているお客さまの取引相手との間の、当該お客さまと競合する取引
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統合的リスク管理

リスク管理態勢

基本方針・
管理 報告

監査

　紀陽フィナンシャルグループでは、「リスク管理の基本方針」を定めており、その中で、基本認識・目的として、
リスク管理態勢と収益管理態勢を整備し、地域金融グループとして付加価値の高いサービスの提供により健全性
と収益性を高めていくことを目指しております。また、地域金融の円滑化等を通じ「地域社会の一員として地域に
役立つ企業グループであること」を経営の基本方針と認識しております。「リスク管理の基本方針」においては、リ
スク管理に関する態勢を定め、紀陽フィナンシャルグループが管理すべきリスクを明らかにして、多様なリスクを
一元的に管理・運営することにより、経営の健全性確保および収益性向上を図ることを目的としております。
　これらを踏まえて、以下の基本方針を定めております。

　紀陽フィナンシャルグループでは、「リスク管理
規程」を制定し、リスク管理の基本方針を踏まえ、
管理対象とするリスクの種類、組織的な管理態勢
などのリスク管理に関する基本的な事項を定め、
グループ全体のリスク管理態勢の整備に努めて
おります。
　持株会社には、役員等で構成される「リスク管理
委員会」、およびグループのリスク管理を統括する
「グループ管理部」を設置するとともに、リスクの
種類ごとに管理部署を明確にしております。
　紀陽銀行においても、リスク管理委員会やリス
クを統括管理する部署を設置するとともに、各種の
リスクを管理する部署を明確にし、保有するリスク
の種類や規模に応じたリスク管理態勢を整備し、
実施しております。
　また、紀陽フィナンシャルグループにおいては、
リスク管理の適切性について、業務部門から独立
した内部監査部門による監査を実施しており
ます。

信用
リスク

市場性
リスク

流動性
リスク

オペレーショナル
リスク

監査

■リスク管理体制図

子会社

内部監査部門

　統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに
関し、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に
捉え、経営体力（自己資本）と比較・対照することによっ
て、自己管理型のリスク管理を行うことをいいます。
　紀陽フィナンシャルグループにおいては、以下の基本
方針のもとで、統合的リスク管理に取り組んでおります。

紀陽銀行

■リスクの一元管理
紀陽フィナンシャルグループはグループ企業の多様なリス
クを定性・定量両面から総合的に捉え、これを一元的に
把握・管理する態勢の構築・整備・強化に努める。 　

リスク管理の基本方針

■統合的リスク管理の強化
紀陽フィナンシャルグループはグループ企業に対する統合
的リスク管理の強化による経営資源の適正配分、リスクに
見合った収益の安定的な計上に努める。

戦略目標、業務の規模・特性およびリスク・プロファイルに
見合った適切な統合的リスク管理態勢を整備する。　

計量化可能なリスク・カテゴリーのリスク量の計測は、原則、
ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）等、数理統計的手法に基づく
指標を使用し、客観的妥当性確保に留意する。

統合的に把握されたリスク量とグループの経営体力（自己資
本）、当期純利益とを対比し、適切なリスクをとりつつ、収益
機会を捕捉する経営戦略に資することを方針とする。

取締役会

経営会議

リスク管理委員会
グループ管理部

（リスク管理統轄部署）

監査役会

紀陽銀行

持株会社

（
持
株
会
社
の
内
部
監
査
部
門
）

グ
ル
ー
プ
監
査
部
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市場リスク管理

信用リスク管理
　紀陽フィナンシャルグループでは、信用リスクを「信用供与先の財務状況の
悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク」と定義して
います。
　グループ内の信用リスク管理の枠組みとして「信用リスク管理規程」を制定
し、信用リスク管理の原則・基本方針や管理態勢を定めており、信用リスクを適
切にコントロールするために、ポートフォリオ管理、信用格付制度や与信の集中
リスク排除のための自主限度額の設定など様々な制度により管理を行っており
ます。
　紀陽銀行においては、信用供与先の債務履行の確実性を統一的な尺度によ
り評価する信用格付制度を導入しております。信用格付は、原則年１回の定期
的な見直しを行うほか、信用状況に変化が認められる場合には随時見直しを行
っております。信用格付制度は信用リスク管理のために不可欠なものであり、
正確な自己査定、償却・引当、適正な金利の設定基準、倒産確率データなど
信用リスク情報の蓄積等を通じた適正なリスク量算定の基礎となるなど、信用
リスク管理における最重要基盤となっております。
　また、「融資の基本姿勢（クレジットポリシー）」も定めており、融資業務運営
上の守るべき規範、与信審査にかかる基本事項、信用リスク管理の基本方針等
について定めております。
　紀陽銀行では、これらの基本方針や規程等の主旨に則り、資産の健全性を
確保するため、営業部門から独立した審査部門による審査管理態勢の構築、
厳格な自己査定の実施、営業部門・業務部門から独立した資産監査部門による
自己査定の正確性の検証など、信用リスク管理の充実に努めております。
　また、信用供与先の業績改善を支援する部署を設置し、資産の健全化にも
取り組んでおります。

　紀陽フィナンシャルグループでは、市場リスクを「金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、
資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被る
リスク」と定義しており、主な市場リスクとして、以下の３つのリスクとして管理を行っております。

　紀陽フィナンシャルグループでは、「市場リスク管理規程」を制定し、市場リスクの管理にあたって、時価、評価損益、実現
損益、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）、ＢＰＶ（ベーシス・ポイント・バリュー）、ベータ、為替デルタ等を計測し管理を行っておりま
す。また、リスク量計測において中心となるＶａＲを補完することを目的に、ストレステスト、シナリオ分析等についても定期的
に行っております。
　こうした中で、リスクリミットの設定、取引極度額の設定、ロスカットルールの設定など、適切にリスクをコントロールする
ための制度等を定めて運用しております。
　市場リスクの状況や各種制度の運用・管理状況等については、リスク管理委員会に定期的に報告を行っております。
　また、紀陽銀行においては、投資部門において、取引を執行する部署（フロントオフィス）、リスクを管理する部署
（ミドルオフィス）、事務処理・資金決済等を担当する部署（バックオフィス）を設置し、相互牽制の態勢を確保しております。
　市場リスク管理プロセスの適切性については、独立した視点から内部監査部門による監査を実施しております。

金利リスク

価格変動リスク

為替リスク

金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在している中で
金利が変動することにより、収益が低下ないし損失を被るリスク。

有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスク。

外貨建資産・負債についてネット・ベースで資産超または負債超ポジションが造成されていた場合に、
為替の価格が当初予定されていた価格と相違することによって損失が発生するリスク。

■信用格付制度

信用格付

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｃ

Ｄ

Ｅ

債務者区分

正常先

要注意先

（要管理先）

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先
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その他のリスク管理

オペレーショナル・リスク管理

流動性リスク管理
　紀陽フィナンシャルグループでは、流動性リスクを「必要な資金が確保できなくなり、資金繰りが逼迫する場合や資金の
確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」と定義しています。
　紀陽フィナンシャルグループにおける最大の流動性リスクとは預金の大量流出による資金繰りの逼迫であることから、
紀陽銀行においては収益の安定的な確保、強固な財務体質づくりにより、お客さまに安心してお取引いただけるように努め
るとともに、異常な兆候を検知するための予兆管理の徹底や資金ポジションの厳正な管理を行っております。
　さらに「流動性リスク管理規程」を制定し、資金繰りの状況に応じて「平常時」、「要注意時」、「懸念時」、「緊急時」などの
区分を設定し、各々の局面において適切に対応できる態勢を構築しています。

　紀陽フィナンシャルグループでは、オペレーショナル・リスクを「当社グループの業務の過程、役職員の活動もしくはシス
テムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク」と定義し、事務リスク、システムリスク、法務リスク、
有形資産リスク、人的リスクに分類しています。
　紀陽フィナンシャルグループでは、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペレーショナル・リスク全体を一元的
に管理する部署を設置しており、多岐にわたるオペレーショナル・リスクの各区分に応じた管理部署を定めるとともに、リスク
区分ごとに管理規程等を整備し、適切に管理を行っております。

　紀陽フィナンシャルグループでは、適時適切な情報開示を積極的に行い、経営の透明性を高めることや顧客保護等管理態
勢の充実、ＣＳ（顧客満足）活動の徹底により、風評から評判が悪化することに起因して損失・損害が発生するリスク（風評リス
ク）の発生防止に努めております。
　また、紀陽銀行では、大規模地震等の自然災害、システム障害、新型インフルエンザ等感染症の流行等、緊急事態が発生
した場合に備えて、「緊急時対策マニュアル」を整備しております。
　特に、南海トラフ巨大地震発生時や強毒性の新型インフルエンザのパンデミック時において、社会的責務として銀行の
重要業務を継続するためにＢＣＰ（Business Continuity Plan：業務継続計画）を策定しており、計画の実効性を確保する
ために訓練等を通じて有効性を検証し、継続的に改善に努める態勢を整備しております。

事務リスク管理

システムリスク
管理

法務リスク管理

有形資産リスク
管理

人的リスク管理

事務リスクとは、正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。
紀陽銀行では、事務処理にかかる規程や事務手続を制定し、正確かつ厳正な事務処理を通じて、お客さまに信頼いた
だけるよう努めています。また、研修や営業店指導を定期的に実施し、営業店事務のレベルアップに努めております。
さらに、事務リスクを回避し、トラブルを未然に防止する観点から、内部監査部門による営業店を対象とした監査を
実施しており、厳正かつ的確な業務の執行と事故防止のための指導を行っております。

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備等に伴い損失を被るリスク、
さらにコンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスクをいいます。
紀陽フィナンシャルグループでは、このようなリスクを未然に防止するために、システム開発における工程管理・品
質管理等のプロジェクト管理の徹底、オンライン回線の二重化や外部からの不正侵入を遮断するためのファイア
ウォール対策を実施し、安定的なシステムの稼働に努めております。また、情報漏洩を未然に防止するための様々
なセキュリティ対策など、各種対応策を実施しております。

法務リスクとは、お客さまに対する過失による義務違反および不適切なビジネス・マーケット慣行により損失・損害
（監督上の措置ならびに和解等により生じる罰金、違約金および損害賠償金等を含む）を被るリスクをいいます。
紀陽フィナンシャルグループでは、法務リスク管理の方針、態勢等を定めることにより、法務リスクの発生を回避し、
損失を最小化するように努めております。

有形資産リスクとは、災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害を被るリスクをいいます。
紀陽フィナンシャルグループでは、有形資産に関する自然災害、不法行為等による被害や管理責任に備えた適切な
リスク管理を実施しております。

人的リスクとは、人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為（セクシュアルハラスメント
等）から生じる損失・損害を被るリスクをいいます。
紀陽フィナンシャルグループでは、人的リスクを回避し、損失を最小化するために、公平・公正な人事運営や労務
管理を行うとともに、各種階層別研修や職場内指導等を実施しております。
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　紀陽銀行では基本方針に基づき個人事業
主さまや中小企業の皆さまの資金繰りに関す
るご相談や、住宅ローンをご利用のお客さま
からのご返済に関するご相談に、より積極的
により真摯に取り組むため、相談受付専用フ
リーダイヤルや苦情相談専用フリーダイヤル
を設けるなど、受付体制の充実を図っており
ます。

金融円滑化への取り組み状況について     

金融円滑化のご相談やお申込み受付窓口   

※金融円滑化への取り組みについては、株式会社紀陽銀行ホームページ等を通じてお知らせしております。

■貸付条件の変更等のお申込みを受けた貸付債権の額および件数

URL　http://www.kiyobank.co.jp/kinyu_enkatsuka.html

営業店
住宅ローンセンター
ビジネスサポートセンター

窓口受付時間相談・申込受付拠点 電話受付時間

苦情相談専用フリーダイヤル　0120-212-289

相談受付専用フリーダイヤル　0120-760-892

平　日  9：00～15：00
平　日  9：00～17：00
平　日  9：00～15：00

平　日  9：00～17：00
平　日  9：00～17：00
平　日  9：00～17：00

平　日  9：00～17：00

・記載している計数は、平成２１
年１２月４日以降平成25年3月
末までの累計。
・謝絶に係る貸付債権には、貸
付条件の変更等のお申込みの
日から３ヵ月を経過したことに
より謝絶として計上しているも
のを含みます。

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

債務者が住宅資金借入者である場合債務者が中小企業者である場合
件　数

5,371

4,891

110

235

134

18,190

16,635

348

603

604

金　額 件　数

261

185

15

3

57

1,631

1,202

71

22

336

金　額

貸付条件の変更等のお申込みを受けた貸付債権

　　うち、実行に係る貸付債権  

　　うち、謝絶に係る貸付債権  

　　うち、審査中の貸付債権  

　　うち、取下げに係る貸付債権  

億円 億円件 件235603 322うち、審査中の貸付債権  

●お客さまからの返済条件変更や新規融資のご相談やお申込みに対しては、ご要望を真摯にお伺いし、可能な限り
お客さまのご希望に沿うように努めてまいります。
●お客さまから返済条件変更等のお申込みがあった場合には、内容の記録を徹底するとともに、その進捗管理を徹底し
てまいります。
●お客さまから返済条件変更等のお申込みがあった場合に
は、迅速な対応を行ってまいります。また、返済条件変更等
を行った後も、適切な対応に努めてまいります。
●何らかの理由でお客さまのご希望に沿えない場合には、
迅速に、可能な限り具体的かつ丁寧な説明を行ってまいり
ます。
●お客さまから同意をいただいたうえで、お客さまがご利用され
ている他の金融機関、信用保証協会、中小企業再生支援
協議会、地域経済活性化支援機構、住宅金融支援機構等
とも連携して返済条件変更等の対応を行ってまいります。
●お客さまからの金融円滑化に関する苦情相談等に対して
は、真摯にお伺いし、適切な対応に努めてまいります。

■中小企業等金融円滑化の管理体制

お
客
さ
ま

相談・
苦情

相談・
苦情

報告

報告

報告

報告

監督
指導

監督指導

報告 監督指導

報告 指示

専用フリーダイヤル
(相談専用・苦情専用)

報告 監督指導

平　日  9：00～19：00
土日祝１０：00～16：00

（注）

取締役会等

金融円滑化推進委員会

金融円滑化管理責任者

金
融
円
滑
化
管
理
担
当

住
宅
ロ
ー
ン
金
融

円
滑
化
管
理
担
当

営業店
金
融
円
滑
化
窓
口
担
当
者

金
融
円
滑
化
窓
口
責
任
者

中小企業金融円滑化法の期限到来後においても、紀陽銀行の金融円滑化に向けた基本方針は変わりません。
　紀陽銀行では、地域金融の円滑化は最も重要な社会的役割
の一つであると認識し、金融仲介機能を最大限に発揮するよ
う、かねてより積極的に取り組んでまいりました。
　また、中小企業金融円滑化法の主旨を踏まえ、平成22年1月
には中小企業者等に対する金融の円滑化に関する基本方針を
制定し、よりきめ細やかな対応を行うとともに、こうした取組姿
勢等をお客さまにご理解いただき、安心してお取引をいただけ
るよう努めてまいりました。

　この中小企業金融円滑化法は平成25年3月末をもって期限
を迎えましたが、法期限到来後も金融円滑化に向けた基本方針
は何ら変わるものではありません。
　これまでどおり、お客さまからの経営課題や資金繰り等のご
相談に対しては、ご要望を真摯にお伺いし、丁寧な対応に努め
てまいりますので、どうぞお気軽にお取引の本支店へご相談く
ださい。　

中小企業金融円滑化法期限到来後の対応方針について

金融の円滑化に関する基本方針
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1.お取引先企業の良き相談相手となることを目指します。（コンサルティング機能の発揮）
2.地域経済の発展・活性化へ積極的に参画いたします。
3.地域やお客さまに対する積極的な情報発信を行います。

　紀陽フィナンシャルグループでは、地域のお客さまとのリレーションシップを強化し、地域金融の一層の円滑化に
資するとともに、産（地域企業等）・学（大学等）・官（地公体等）とも連携し、地域経済の発展に取り組んでおります。
　地域のお客さまのニーズに対応した総合金融サービスのご提供を通じ、持続的な成長の実現を目指しています。

地域密着型金融の基本的な取り組み姿勢1

地域における経済の活性化に向けての態勢2
　地域のお客さまに対して、紀陽フィナンシャルグループだけでなく、各種公的機関や教育機関、外部の専門的
ノウハウを有する機関とも連携し、より充実したサービスを提供してまいります。

　地域のお客さまとのリレーションシップを強化し、地域金融の一層の円滑化に資するとともに、産（地域企業
等）・学（大学等）・官（地公体等）とも連携し、地域経済の発展に取り組みます。

　上記の取り組み姿勢については、紀陽銀行が目指す銀行像である「お客さまから選ばれ続ける銀行」の
１つの柱として位置づけております。

地域経済の
発展・活性化

地元中小企業の
経営改善・再生

ビジネス活動のサポート

●ピクシス営業室

グローバル・サポート・デスク

　お取引先の経営課題解決に向けたお手伝いや成長支援、また
お客さまの利便性向上に向けた地域密着型金融の推進に取り組
んでいます。

経営改善のサポート
　経営環境の低迷が続く中、お客さまとのコミュニケーションをよ
り深めることにより、財務内容の改善や適正な事業運営に向けた
経営改善計画の策定についてお手伝いしています。

国内販路開拓サポート

人材採用・後継者育成サポート

業務継続計画（ＢＣＰ）策定サポート

海外進出・販路開拓サポート

財務内容の改善

経営改善計画策定（実行サポート）

再生スキーム
（DES・ＤDS・ファンド・会社分割等）

再生支援融資の取り組み

紀陽銀行

外部機関

連携強化

連携強化

■中小企業再生支援協議会
■地域経済活性化支援機構
■（株）ルネッサンスキャピタルグループ
■民間コンサルタント
■公認会計士
■中小企業診断士　など

ピクシス営業室
（グローバル・サポート・デスク）

営業店

お取引先の経営課題解決に
向けたサポート

経営サポート室
お取引先の財務内容改善に

向けたサポート

外部専門家、外部機関などと連携し、地元企
業の皆さまの様々なニーズにお応えする
ために「ピクシス営業室」を設置しております。
経営戦略や事業承継をはじめとした資本政
策などの経営課題をお客さまと共有し、解
決に向けた情報のご提供やご提案を行っ
ております。

●経営サポート室
経営内容の改善に取り組まれているお客さ
まの改善計画策定や財務内容の改善に向け
たお手伝いをするため、経営サポート室を設
置しております。

経営サポート室

等

等

経営課題の
解決

経営内容の
改善

当行の
収益力向上、
健全性確保

創業・新事業
開拓支援

ビジネス
マッチング 人材確保支援 事業承継

M&A 海外ビジネス支援 産学官連携 株式公開

etc...

■地域経済活性化支援機構
■農林漁業成長産業化支援機構
■大学等の教育機関
■国内・海外の金融機関　など

外部機関
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創業または新事業開拓支援    

経営相談・支援機能の強化

紀陽フィナンシャルグループの平成24年度の地域密着型金融の取り組みをご紹介させていただきます。 

①公的補助金活用説明会の実施 

②バイオマス資源活用協議会設立                          
　国の委託事業としてバイオマス発電とバイオコーク
ス製造のハイブリッド方式で事業の実現性を調査中。
平成24年11月に「和歌山バイオマス資源活用推進協
議会」を設立し、和歌山県と６市町村、民間企業９社、
７団体が参加し協議を進めています。  

　外部機関と積極的に連携することで地域経済の活性化に取り組んでおります。公的支援策の活用については和歌山県、
大阪府、堺市の助成金についてお取引先向けに説明会を開催しています。

お客さまに対するコンサルティング機能の発揮 .1

和歌山県商工観光労働部と連携
堺商工会議所と連携

平成２４年４月
平成２４年４月

３７社４４名参加
３８社５０名参加

内　容 実施時期 実　績

国内のビジネス商談会の実施  

堺ものづくり取引拡大商談会

地方銀行フードセレクション２０１２

自社商品売り込み商談会

平成２４年７月

平成２４年１０月

平成２４年１１月

３７社参加

３７社参加

１６社出展、即日成約１３件
継続商談２８６件

名　称 実施時期 実　績

公的支援活用説明会

公的支援策を活用した新事業開拓支援

販路開拓支援

　地域経済の活性化と地場産業振興を目的として和歌山大学、和歌山県立医科大学、大阪府立大学、和歌山工業高等専門
学校、近畿大学と連結協定を締結しております。提携大学のシーズを事業化する取り組みを、お取引先とともに行っており
ます。

地元大学等との連携

　商談会やビジネスマッチングの機会を利用し、お取引先の販路開拓を支援しております。「地方銀行フードセレクション」、
「日中ものづくり商談会」などの商談会にお取引先を誘致し販路開拓をご支援しております。その他、大阪府の「Ｂ２Ｂネット
ワーク」や全国銀行協会の「ｅ-ビジネスマーケット」などのネットワークを活用し、各商品に最適な販路開拓支援を行って
おります。

地方銀行フードセレクション 2012

地域密着型金融の取り組み3
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地域ブランド開発支援

具体的な取り組み事例  

高野山地域ブランド開発プロジェクト継続計画

大阪府下の大型団地での朝市開催（ＵＲ都市機構との連携）

商品力向上プログラム（株式会社ぐるなびと連携）

地域ブランド化に向けて３５社が参加

当行取引先３社が株式会社ぐるなびと契約

平成２４年６月から東三国マンション（１,237戸）で開始
平成２５年２月から尾崎マンション（５６０戸）で開始

内　容 実　績

　地域で優れた産品を生み出している企業さまと連携し、地域ブランドとして新た
な価値を付加し、新たな販路に乗せて全国のお客さまにお届けすることで、地域の
魅力発信と地域経済の活性化に貢献する取り組みを行っております。
　地域のなかには、良いものを作ることができる一方で、販路開拓において悩みを
持たれている事業主さまが数多くおられます。戦略的な販路開拓をサポートするこ
とで地域内の生産拡大につなげていくための取り組みを進めております。

セミナーの開催

　法人の事業承継には税法や民法の関係で思わぬ障害が発生することがありま
す。スムーズに事業を後継者に引き継ぐための気付きとその具体的対策をご提案
しています。気付きのきっかけとして、「事業承継セミナー」を開催しております。

事業承継セミナーによる情報提供

６６名参加
３１名参加

実施時期 実　績
平成２４年１０月
平成２５年２月

事業承継セミナー

UR都市機構と連携した産地直送朝市

ＡＳＥＡＮ事業展開セミナー

①海外ビジネス商談会、セミナーの実施

②海外金融機関等との業務提携                  

　お取引先の海外進出ならびに外為業務に関する課題解決に向
けた支援を強化するために「グローバル・サポート・デスク」を設置
し、お客さまの海外ビジネス活動における様々なニーズにお応え
しています。
　当デスクでは、外部専門家と連携（コンサルティング会社等46
社・公的機関21団体、平成25年6月現在）し、上海での商談会開
催や、個別企業のニーズに応じた販売ルートや企業の紹介、海外
進出の際の手続き支援等を実施しております。

香港・中国ビジネスセミナー
ＦＯＯＤ  ＥＸＰＯ２０１２（香港）
日中ものづくり商談会@上海2012
ＡＳＥＡＮ事業展開セミナー

平成２４年７月
平成２４年８月
平成２４年９月
平成２４年１１月

２６社参加
１社参加
８社参加
１６社参加

内　容 実施時期

平成24年6月
平成24年8月
平成24年9月
平成25年3月

内　容 実施時期

実　績

海外ビジネス支援活動

中国五大銀行の一つである交通銀行股　有限公司と提携
JＢP(ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合)と提携
インドネシア共和国のバンクネガラインドネシアと提携
インド国内で資産規模最大の現地金融機関であるインドステイト銀行と提携

日中ものづくり商談会＠
上海2012

地域の皆さまとともに　～地域密着型金融について～

経営者が行うべき、会社・事業を次世代につなげる経営
企業価値を向上させた事業承継の成功事例

内　容
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具体的な取り組み

外国人留学生対象「学内個別企業説明会」
学内合同企業説明会
合同企業説明会

和高専合同企業説明会

キャリア教育セミナー

近畿大学　学内合同企業説明会
近畿大学　学内合同企業説明会

外国人留学生ジョブマッチング
OSAKAジョブフェア（大阪最大合同企業説明会）
OSAKAジョブセレクト（理系人材合同企業説明会）

内　容 実施時期 実　績

人材確保支援

①中小企業再生支援協議会の活用

②事業再生ファンドの活用                          
　事業再生ファンドの活用を通じた取引先企業に対する事業
再生支援の強化を目的としてルネッサンスファイブ株式会社と
の間で事業再生に関する業務協力協定を締結しております。

平成24年度
持ち込み総数 30先

■外部機関との連携

経営改善計画策定状況
（平成25年3月末現在） 1,169先

■経営改善計画策定支援への取組実績

　「経営サポート室」では、経営改善に向けてお客さまにふさ
わしい改善方法をご提案できるよう、営業店と一体となって
お手伝いしております。
　また、中小企業再生支援協議会、整理回収機構（ＲＣＣ）など
の外部機関や政府系金融機関などとも連携し、お客さまに応じ
た最適な手法を選びながら、お客さまの経営改善や抜本的な
再生に取り組んでおります。

経営改善支援 「経営サポート室」

和歌山県・大阪府・奈良県などの
中小企業のお取引先

紀陽銀行

再生支援
（中小企業再生支援協議会・信用保証協会とも協議）

(株)ルネッサンスキャピタルグループ
(持株会社)

ルネッサンスファンドV
【事業再生ファンド】

ルネッサンスファイブ(株)
(ファンド運営会社)

運営・管理

業務提携

債権売却

資本参加

ファンド出資（※）

出資

■当行とルネッサンスキャピタルグループの連携スキーム

和歌山大学

和歌山工業高等専門学校

大阪府立大学工業高等専門学校

近畿大学　生物理工学部

大阪府と連携

　中小企業にとって、人材の確保は重要な経営
課題となっているものの、大手企業に押され、依
然、厳しいものとなっています。このため、例年、
和歌山大学、和歌山工業高等専門学校、大阪府
立大学工業高等専門学校、近畿大学生物理工学
部で合同企業説明会を行い、地元企業への就職
機会を創出していくサポートを行っています。

平成２４年４月
平成２４年６月
平成２４年６月

平成２４年１２月

平成２４年１２月

平成２４年６月
平成２５年２月

平成２４年１２月
平成２４年１２月
平成２５年２月

7社参加、５７名面談
７社参加、３３名面談
６社参加、４５名面談

３６社参加

１２社参加、１５４名面談

10社参加、１７４名面談
10社参加、１５６名面談

４社参加
２社参加
19社参加

※紀陽銀行の他、地方銀行数行、中小企業基盤整備機構等が出資
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地域の皆さまとともに　～地域密着型金融について～

①地域の金融教育への取り組み 

②地域文化のPR
　地元和歌山のＰＲ活動として、和歌山でしか味わえない「学び」を通じた地域活
性化事業「大人大学」を和歌山大学・株式会社和歌山リビング新聞社と共同で開講
いたしました。各分野で活躍する著名な講師陣を招き、和歌山の魅力ある歴史や文
化、郷土色豊かな講座を開講し、地元の方でも新たな和歌山を発見できる機会を提
供しております。

　紀陽フィナンシャルグループでは、さまざまな方法で情報開示（ディスクロージャ
ー）を積極的に行っています。

21名参加平成24年9月

内　容 実施時期 実　績

③経営情報の公表  

①会社説明会の継続的な開催

経営諮問委員会（アドバイザリーボード）の運営、
議事内容のホームページでの公表 第13回　　　　　　　　　〃

第12回経営諮問委員会（アドバイザリーボード）を開催
平成24年12月
平成24年6月

内　容 実施時期 実　績

地域活性化への取り組み

産学官連携プロジェクト　地域活性化事業
「大人大学」第4回の開催

平成24年7月
内　容 実施時期

地元株主向け説明会（和歌山、田辺、大阪で開催）
平成24年7月、8月個人投資家向け説明会（和歌山、大阪で開催）

②情報発信のための刊行物発刊

平成24年6月、12月
内　容 発刊時期

ミニ・ディスクロージャー誌の発刊
平成24年7月ディスクロージャー誌の発刊
平成24年10月CSRレポート2012の発刊　（CSR…社会的責任）

平成24年10月

内　容 実施時期
和歌山大学での「和歌山企業トップ経営論」にて
当行役員が講義

平成25年1月和歌山工業高等専門学校の「企業実務講座」にて
当行職員が講義

会社説明会

銀行法に基づいてお客さまに開示を義務付け
られている項目をはじめ、紀陽フィナンシャル
グループの1年間の主な取り組みについて、
詳しくご紹介している冊子です。

預金や融資に関する商品やその
他サービスの情報、経営に関する
情報を掲載しております。
また、キャンペーン情報や店舗・Ａ
ＴＭコーナーの情報もご確認いた
だけます。

紀陽
フィナンシャルグループ

紀陽銀行

●紀陽フィナンシャルグループ：ホームページ URL

http://www.kyfg.com/
●紀陽銀行：ホームページ URL

http://www.kiyobank.co.jp/

ホームページ

ミニ・ディスクロージャー誌 CSRレポートディスクロージャー誌（本誌）

　和歌山県が実施している「産業人材育成支援事業」の一環として、和歌山大学や
和歌山工業高等専門学校において、紀陽銀行の役職員が講義を行っております。

紀陽フィナンシャルグループの
CSR活動全体を紹介するととも
に、営業店での独自の取り組み
も紹介しております。

CSRレポート2012の発刊

銀行法に基づいてお客さまに開示を
られている項目をはじめ、紀陽フィナンシャル
グループの1年間の主な取り組みについて、
詳しくご紹介している冊子です。

ディスクロージャー誌（本誌）

刊　（CSR…社会的責任）

預金
他サ
情報

ミニ・

刊　（CSR

を義務付け

そのの
する

、キャンペーン情報や店舗・Ａ

CSRレポ

紀陽フィナン
CSR活動全

や融資に関する商品やそ
ービスの情報、経営に関す
を掲載しております。

・ディスクロージャー誌

地域の面的再生への積極的な参画  .2

地域や利用者に対する積極的な情報発信  .3
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①医療チームによる活動成果  

医業承継・Ｍ＆Ａ
新規開業（診療所新設）
介護施設新設
融資取り組み
その他（経営相談、財務改善、業者紹介ほか）
合計

案件内容 件　数

169件

32件
62件
39件
13件
23件

②和歌山県立医科大学との連携

異業種交流会in和医大（医農連携シンポジウム）
異業種交流会in和医大（医工連携シンポジウム）

内　容 実施時期
平成２４年８月
平成２5年3月

実　績
８０名参加、技術相談２社受託
５５名参加

　平成24年4月より、医療チーム（専担者２名）を編成し、外部機関との連携による医療・介護分野の情報収集体制と
コンサルティングの枠組みをさらに充実させております。
　医療チームにて対応した案件は、169件となっております。

医療・介護分野への取り組み

異業種交流会 in 和医大

　紀陽銀行では、これまで農林漁業分野への取り組みとして、ビジネスマッチングや商談会など情報の提供や商談機
会の設定を中心に活動してまいりました。
　平成２４年１２月に国の農林漁業再生戦略の一つである６次産業化にむけて、株式会社農林漁業成長化支援機構
法が施行されました。紀陽銀行では、地域の農林水産分野の成長を支援し、関連する産業と連携して地域の活性化を
図ることを目的として、同法により設立された株式会社農林漁業成長化支援機構を活用した「紀陽６次産業化投資事
業組合」（愛称：紀陽６次産業化ファンド）の設立に向けて着手しております。

農林漁業分野への取り組み

出資総額
期間

投資対象

組成・運営会社

１０億円
１５年

紀陽リース・キャピタル株式会社

ファンドの概要（予定）

農林漁業者と２次、３次産業の事業者（パートナー企業）
が共同で設立し、６次産業化法に基づく事業計画の認定
を受けた事業体

※当ファンドは、株式会社農林漁業成長化支援機構の審査、農林水産大臣の許可を受け
た後に正式に組成する予定です。

　平成２５年３月１８日に株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律が施行され、従前は事業再生支援を
行っていた「株式会社企業再生支援機構」の商号を「株式会社地域経済活性化支援機構」に変更し、新たに地域経
済活性化支援に関わる業務を担うこととなりました。
　紀陽銀行では和歌山県の観光分野への取り組みを強化するため、同機構の「地域活性化ファンド（仮称）※」のスキ
ームの活用を検討しております。

6次産業化とは
第1次産業である農林水産業が、農林水
産物の生産だけにとどまらず、それを原
材料とした加工食品の製造・販売や観光
農園のような地域資源を活かしたサービ
スなど、第2次産業や第3次産業にまで踏
み込むこと。

観光分野への取り組み

※同機構や地元金融機関が協働して組成し、新事業や事業転換を目指す企業、地域活性化事業を行う企業に対して、融資、出資、事業計画
策定支援を行うもの。



地域の皆さまとともに ～法人・事業主のお客さまのために～

紀陽でんさいネットサービス    
　インターネットバンキング（法人向け）を使って、手形、売掛金に代わる新しい資金決済の
仕組みである「でんさい」をご利用いただけるサービスです。
　「でんさい」は手形と同等の機能を持ち、手形用紙を使用せずに振出や裏書などをイン
ターネットで行うことができます。印紙税や受取書が不要になるなどのメリットがあり、支払
企業、受取企業双方のコストダウンになります。

※「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権です。
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売上債権（売掛金、受取手形等）の決済をファクタリング会社が保証する「保証ファクタリングサービ
ス」紹介業務のお取扱いを行っております。売上債権のほか、下請建設業者さまの工事代金（販売代
金）等を対象にした「建設業向け保証ファクタリングサービス」のご紹介も可能です。

自社で所有する中古機械の売却を希望されるお客さまには産業機械や工作機械または医療機器
の買い取り専門会社を、また、過剰な在庫をかかえてしまったお客さまには独自の流通市場を通じた
在庫適正化やアドバイスを行う専門会社等を紹介するサービスです。

中小企業や個人事業主のお客さまを対象にした会員組織である「紀陽
ビジネスクラブ」は、各界の著名人による講演会や、財務、税務、人事
制度、法律などの経営実務に直結した各種セミナー、また、新入社員の
方や営業担当など従業員の皆さまを対象とした合同研修などの開催
を通じて、会員企業の皆さまに様々な情報をご提供しております。
また、幅広い業種、地域の方々にご参加いただき、会員企業の皆さま
の交流の場としてもご活用いただいております。

紀陽
ビジネスクラブ

保証ファクタリング
サービス

専門業者のご紹介

事業のお役に立つためのサービスのご提供

平成２２年１２月より電手割引サービスを開始しております。
電手割引サービスとは、日本電子債権機構株式会社（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行１００％出資
子会社「ＪＥＭＣＯ」）が提供する「電手決済サービス」に参加し、電子記録債権（電手）のうち、一定要件
を満たす債権を割引するサービスです。
本サービスにより、電手を保有するお客さまは期日前に資金化することが可能となり、お客さまの
円滑な資金調達ニーズにお応えしております。

インターネットバンキング（法人向け）において、法人・事業性個人のお客さま向けに、オフィスのパ
ソコンから「外国送金」や「輸入信用状の開設・条件変更」をご依頼いただける、外国為替取引サービ
スを行っております。

「Ｒ＆Ｉ中堅企業格付け」紹介業務のお取扱いを行っております。
紀陽銀行では、本紹介業務への取り組みにより、お客さまの信用力や知名度向上、取引先の拡大を
側面支援し、地元の中小企業のお客さまのビジネスの活性化をご支援してまいります。

Ｒ＆Ｉ
中堅企業格付け

お客さまの決算データに基づき作成する「財務診断サービス」を無料でご提供しております。
業界平均値との比較や財務面での「強みと弱み」に関する情報をご提供し、企業のお客さまの経営改
善や財務改善にお役立ていただくことを目的としております。

財務診断サービス

電手割引サービス

紀陽インターネットＦＢ
外国為替取引サービス
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ハローサービスセンター

　お客さまのお役に立つ情報を発信するコールセンター
です。様々な商品・サービスやキャンペーン、年金相談会
などのご案内を行っております。また、お客さまからのご
質問や、無担保ローンの
受付も行っております。

紀陽ハートフルプラザ

　ご預金や資産運用のご相談に関する利便性の向上を目
指し、個人のお客さま専用の店舗として設置しておりま
す。和歌山県内では、和歌山市内に２ヵ店と橋本市内に１
ヵ店、大阪府内では堺市と泉大津市に各１ヵ店、合計５ヵ
店出店しております。
今後も、お客さまのニ
ーズにお応えできるよ
うサービスの拡充を図
ってまいります。

0120-037-389

 （　　　　　　　　　　　　　）

商品･サービスの
お問い合わせ

無担保ローンの受付
電話番号

電話番号

平日9:00～21:00、土･日･祝日 9:00～17:00
年末・年始の銀行窓口休業日を除く

「紀陽  お城の前の相談室」

　和歌山市役所東隣の紀陽和歌山中央ビル４階にある
「紀陽お城の前の相談室」では専門スタッフを配置し、投資
信託や保険をはじめ年金、相続・遺言のご相談まで、ライフ
プランや家計に関するご相談に幅広くお応えしています。
　また、外部講師や紀陽銀行のファイナンシャルアドバイ
ザーを講師として、暮らしに役立つセミナーを多数開催し
ております。
　平日は午後７時まで、土曜・日曜は午後５時まで営業して
おりますので、お仕事帰りや休日にもゆっくりご相談いた
だけます。ぜひお気軽に「紀陽 お城の前の相談室」をご利
用ください。
　受付時間、休業日、セミナー・相談会の日程など詳細に
つきましては、紀陽銀行本支店に備え付けの「紀陽 お城
の前の相談室セミナ
ー・相談会のご案内」
または紀陽銀行ホー
ムページをご覧いただ
くか、ハローサービス
センターへお問い合わ
せください。

ATMサービスの拡充

　紀陽銀行ではお客さまの利便性の向上を図るため、
ATMサービスの充実に努めております。
　平成24年10月より紀陽銀行の個人のお客さまが三菱
東京UFJ銀行ATMを利用した際の他行ATM利用手数料
105円をキャッシュバックするサービスを開始いたしま
した。
　また平成25年4月より南海、阪急、阪神、北大阪急行の
各電鉄と神戸市営地下鉄の主要駅構内のATM「Patsat
（パッとサッと）」でのお引き出し
手数料が一定時間内無料となり
ました。

大阪府内の店舗網を拡充

　平成25年9月、事業性のお取引きに特化した「大阪東
支店」を近鉄大阪線上本町駅前に移転し、「上本町支店」に
改称いたします。個人のお客さまにもより便利にご利用
いただけるよう店舗を拡張し、全自動貸金庫等のサービス
機能を拡充した一般店舗としてオープンいたします。
　また、平成25年10月には、近鉄奈良線八戸ノ里駅前に
新たに「八戸ノ里支店」を開設いたします。東大阪市では東
大阪支店、鴻池新田支店につづく3カ店目、大阪府では37
カ店目の店舗となります。紀陽銀行では、これからもお客さ
まの利便性の向上やニーズに幅広くお応えしてまいります。

（9:00～17:00　銀行窓口休業日を除く） 

0120-600-964

大阪府大阪市天王寺区東高津町11番9号
上本町ビル1階

大阪府東大阪市下小阪2丁目14番16号
天正八戸ノ里ビル1階

セ
せ
センターへお問い合わ
せくださ

ーへお問い合わ
さい。

地域の皆さまとともに ～個人のお客さまのために～

利便性の高いチャネルのご提供
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 上本町支店
平成25年9月17日移転オープン

 八戸ノ里支店
平成25年10月10日オープン
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資産運用に関するニーズへの対応

　お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするために、定期預金をはじめ、投資信託、個人年金保険など幅広い商品ライ
ンナップを取り揃えております。
　また、資産運用に関するご提案を専門に行う資産運用アドバイザー等を営業店に配置
し、ゆっくりとご相談いただける専用ブースも設置しております。

各種ローン
　お客さまのライフステージに合わせた様々なニーズにお応えするため、住宅ロ
ーンのほかにも、自動車の購入や教育資金、住宅のリフォーム資金などにご利用
いただけるよう各種のローンをご用意しております。また、紀陽銀行で住宅ローン
をご利用いただいているお客さま専用のローン商品や、お使いみちを限定しない
フリーローン・カードローンの商品も取り揃えております。

※それぞれの商品でお取扱い期間や預入金額、その他お預かりに際して条件がございます。

※「紀陽NISA定期預金」については、NISAの非課
税枠には、ご利用いただけません。

■定期預金
　紀陽銀行での年金受取（予約）いただいたお客さまへの「年金
定期預金（プレ年金定期預金）」や投資信託購入と同時にお預け
入れいただいた際に、特別金利を適用する「プレミアムパック」、
抽選で懸賞品があたる「わくわくドリーム定期預金」など、多様な
商品を取扱っております。

■紀陽インターネット投資信託
　インターネットを利用し、24時間365日お好きな時間に投資
信託のお取引ができるサービスです。窓口ラインナップのほか
にインターネット投信専用ファンドもお取扱いしており、今後も
拡充していく予定です。

■個人年金保険・終身保険・がん保険・医療保険等
　お客さまのライフプランや運用方針に応じてご活用いただけ
るよう、契約時に年金受取額が確定する「定額年金保険」、外貨建
で年金受取額が確定する「外貨建定額年金保険」、運用実績に応
じて年金受取額が変動する「変額年金保険」、終身にわたる保障
と資産形成を兼ね備えた「終身保険」、病気やケガに対する保障
に備える「がん保険」「医療保険」等の商品をご用意しておりま
す。また、万一の保障に備えるための「平準払終身保険」「収入保
障保険」「定期保険」、お子さまの教育資金に備える「学資保険」も
一部の店舗でご用意しております。

■投資信託
　お客さまの多様なニーズにお応えし、投資目的等に応じて最
適な商品をご選択いただけるよう、多くのファンドをご用意して
おります。

■資産運用セミナーの開催
　営業エリア内の各地区で様々な「資産運用セミナー」を開催
し、お客さまへの情報提供に努めております。

■日本版ISA〈愛称：NISA（ニーサ）〉への対応
　平成25年度税制改正大綱で示されました「少額上場株式等に
係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置：日本版ISA〈愛称：
NISA（ニーサ）〉が平成26年1月より新たな証券優遇税制として
取り扱いが開始されます。
　紀陽銀行では、平成26年1月の
取扱い開始に向けて、順次申込み
を受付けています。また、申込みを
していただいたお客さまを対象と
したキャンペーン商品「紀陽NISA
定期預金」の取扱いを行っており
ます。
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金保険など幅広い商品ライ金保険など幅広

お客さまのニーズに合わせた商品・サービスのご提供

※当行に普通預金口座をお持ち
の方に限ります

ご来店不要で
お申込み可能！

※システムメンテナンス時間を
除きます

24時間365日
いつでも
お取引可能！

※積立型投資信託は対象外です

申込手数料（税抜）
が窓口より
30％割引！



＜キヨー＞ふれあい倶楽部

　紀陽銀行で年金をお受け取りいただいておりますお客さま向けの
サークルとして「＜キヨー＞ふれあい倶楽部」を運営しております。入会
のお申込は不要で、紀陽銀行で「年金自動受け取り」の手続きをしてい
ただければ、自動的に会員となります。（入会金、年会費は無料）
 ＜キヨー＞ふれあい倶楽部では、会員の皆さまに下記のようなさまざま
なサービスをお楽しみいただいております。

　年金に関するご質問やご相談に、年金の専門家である
社会保険労務士が個別にお答えする「年金無料相談会」
を和歌山県内、大阪府南部の各地で開催しております。
　平日にお越しいただけないお客さまのために、休日相談
会も開催しております。

サービス概要
♥優待割引サービス
和歌山県内全域、大阪府南部を中心とする加盟店(平成25年6月現在896ヵ店)で、
会員証をご提示いただくと、割引等のご優待が受けられます。
♥著名人・芸能人の講演会やセミナーへのご招待
各地で開催する著名人・芸能人の講演会やセミナーに、抽選にて無料ご招待します。
♥無料カルチャー教室へのご招待
各地で開催する人気の高いカルチャー教室に、抽選にて無料ご招待します。
♥名産品プレゼント
旬の品物や各地の名産品等を抽選に
てプレゼントします。
♥お祝いの品をプレゼント
喜寿・米寿のお誕生日に、お祝いの品
をプレゼントします。

平日9:00～17:00  土･日曜11:00～17:00

※開催月により、開催場所・開催日が異なります。

0120-046-389 電話番号相談会受付専用ダイヤル

　平日にお越しいただけないお客さまの
会も開催しております。
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　関西国際空港出張所にて「外貨両替相場割引」を実施
しております。米ドル、ユーロ、カナダドル、オーストラリアド
ル、人民元、ウォン等１６通貨について、円から両替をされ
る際、紀陽提携クレジットカード・紀陽キャッシュカード・〈キ
ヨー〉ふれあい倶楽部メンバーズカードまたは営業店備え
付けの割引券をご提示いただければ、所定の相場から割り
引きいたします。
　また、ＪＡＬマイレージバンク会員の方が、同出張所で外
貨キャッシュを購入（両替）される場合、ご購入１０，０００円
ごとに５マイルが積算されます。
（マイル積算には両替時に所定
のお申込みが必要となります）

カルチャー教室〈ゆるヨガ教室〉
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環境に関連した金融商品

熊野古道の参詣道環境保全活動

　紀陽銀行では、「再生可能エネルギーの固定価格買取
制度」を活用した事業へ参入を検討している事業者さま
向けに、再生可能エネルギー事業融資「紀陽エコビジネ
ス」の取扱いを行っています。

熊野古道の参詣道環境保全活動

に、再生可能エネルギー事業融資「紀陽エコビジネ
の取扱いを行っています。

　紀陽フィナンシャルグループでは、「地域の環境保護活動に参画するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを
提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます」という行動憲章の定めに則り、地域社会の一員として、役職員一丸
となって地域の環境保全活動に取り組んでおります。

すばらしい自然環境に恵まれた地域とともに歩む紀陽銀行は、環境にやさしいクリーンな
銀行をめざし、以下のとおり取り組みます。

１．環境保全に配慮し、行動するために「環境マネジメントシステム」を構築します。
２．関連する環境の法規制、および私たちが同意するその他の要求事項を遵守します。
３．環境目的・環境目標の実現に向かって計画的に行動し、定期的に見直しをおこないます。
４．環境マネジメントシステムを継続的に改善し、環境汚染の予防に努めます。
５．環境方針を全役職員に徹底し、地球ならびに地域環境の保全に配慮して行動します。

環境方針

世界遺産定期預金

　和歌山県が誇る「世界遺産」熊野古道
は、年間を通して雨量が多い地域にあり、台
風などの被害にもたびたび見舞われていま
す。紀陽銀行では、熊野古道参詣道の傷み
を修復し、その価値を守り次代へ伝えていく
ためのボランティア活動を行っています。平
成24年12月1日は、和歌山県世界遺産セ
ンター職員の方の立ち会いのもと、行員の
参加により中辺路の道普請（土の補充）を実
施いたしました。地域の環境価値と文化価
値を守る活動に、一層力を注いでまいりま
す。

　紀陽銀行では、平成26年7月に世界遺産登録10周年を
迎える「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と活動を支援す
るため「世界遺産定期預金」の取扱いを行っております。
　お預入れいただいた金額の0.01％相当額を、和歌山県
世界遺産協議会に寄付さ
せていただき「紀伊山地の
霊場と参詣道」の保全と活
用を支援させていただくも
のです。
　今後のお客さまの幅広
いニーズにお応えする商
品の開発やサービスの提
供に努めてまいります。
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「日本の森を守る地方銀行有志の会」へ参加

和歌山県「企業の森」事業

　紀陽銀行では、環境保護活動への取り組みの一環とし
て、和歌山県が森林の環境保全を目的として実施している
「企業の森」事業に参画しています。平成１８年４月より、
和歌山県日高川町の「紀陽の森」において活動を開始、役
職員がこれまでに約３，３００本の植樹を行いました。毎年、
役職員をはじめとしたボランティアを集め、下草刈り活動
を通じて森林の保全活動を行っております。

　紀陽銀行では、全国の地方銀行が協力し
て環境保全に取り組む「日本の森を守る地
方銀行有志の会」へ参加しております。同会
の取り組みとして２５年４月には「日本の森を
守る東北サミット」を宮城県仙台市にて開催
し、各地方銀行の代表者が集まり植樹式も
行われました。
　また、大阪府堺市と堺市内に出店してい
る金融機関が協力して環境保全に取り組む
「ＳＡＫＡＩエコファイナンスサポーターズ倶
楽部」へも参加しており、積極的に環境問題
に取り組んでおります。

「小さな親切の会」活動

　紀陽銀行では、創立100周年を機に平成７年６月に「紀
陽銀行小さな親切の会」を発足させ、同時に社団法人「小
さな親切」運動本部に加入しました。毎年、同会の活動の
一環として、各営業店エリアにおける清掃活動や地元の
催し物へのボランティア参加、献血への協力などの活動を
行っております。
　今後も、これまで以上に地元のお客さまのお役に立てる
よう積極的に取り組み、地域づくりのお手伝いをしてまい
ります。
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一般財団法人  紀陽文化財団

各種大会への協賛・地域行事への参加

　紀陽フィナンシャルグループの行動憲章では、「環境問題への取り組み」とともに「社会貢献活動への取り組み」
を定めており、地域社会とともに歩む「良識ある企業市民」として、芸術文化、スポーツ振興支援、地域行事への
参加など地域・社会貢献活動に取り組んでおります。

　紀陽銀行は、「和歌山県綱引選手権大会」や少年野球
大会、卓球大会などに協賛しております。また、「和歌浦ベ
イマラソンwithジャズ」の運営ボランティア派遣や和歌山
市の夏の中心的なイベントの一つである「紀州おどり」へ
の参加など、地域の各種イ
ベントへの参加を通じ、地
域の皆さまとの交流を深
めております。

■紀陽コンサートの開催
　和歌山県立近代美術館・博物館で開催される
特別展をはじめとした展覧会に地域の皆さまを
ご招待（ハガキによるお申込み、お申込み多数
の場合は抽選）しております。
　また、毎月第４土曜日を「紀陽文化財団の日」
とし、和歌山県立近代美術館・博物館への大学
生の入場料を負担し、無料としております。

■美術館・博物館への無料ご招待

営業店のCSR活動

スポーツを通じたＣＳＲ活動

　紀陽フィナンシャルグループの女子バスケットボール部
「紀陽ハートビーツ」は、日々のトレーニングに加えて、
地域のスポーツ振興に貢献するため、地元の小中学生を
対象としたバスケットボールの子ども教室を開催しており
ます。
　これからも、地元に愛
されるチームとして活動
を行ってまいります。

■バスケットボールの子ども教室（クリニック）
　平成24年11月1日から25
年2月15日まで、バレーボール
Ｖプレミアリーグに加盟する男
子バレーボールチーム「堺ブレ
イザーズ（本拠地：大阪府堺
市）」の応援定期のお取扱いを
行いました。地元スポーツチー
ムを地域の皆さまとともにサポ
ートしております。

■「地元スポーツチーム応援定期」の取扱い

　紀陽銀行の各営業店では、地域での清掃活動をはじ
め、地域のイベントへの参加やボランティアでのお手伝い
など、地域に貢献できるような活動を積極的に行っており
ます。
　今後もこれまで以上に
地元のお客さまのお役に
立てるよう積極的に取り
組み、地域づくりのお手伝
いをしてまいります。

会貢献活社会貢献活動社会貢献活動

和歌山県綱引選手権大会

和歌浦ベイマラソンwith ジャズ

　芸術と文化を通じた豊かな地域社会づくりを
目指す活動の一環として、平成7年より一般財
団法人紀陽文化財団が開催している「紀陽コン
サート」。平成25年1月27日には、第35回目を
数え、創立50周年となるわが国のバロック音楽
のパイオニア、テレマン室内オーケストラを迎え
ての演奏会を行いました。



紀
陽
銀
行

資
料
編

紀
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

資
料
編

第
3
の
柱
に
基
づ
く
開
示
事
項

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ

経
営
概
況

38

■高校生を対象にした金融教育の実施

安心して暮らせる社会づくりに貢献

視覚障がい等の障がいのある
お客さまへの対応

　地域社会の繁栄に貢献するための活動の一環として、
和歌山市内の中学校のキャリア教育をお手伝いしてい
ます。平成24年11月21日には、向陽中学校の生徒の
皆さま8名が紀陽銀行を訪問され、本店営業部の見学と
ともに、銀行の仕組みや仕事のやりがい、社会貢献などに
ついて行員と質疑応答を行いました。
　また、桐蔭中学校に
おいては、紀陽銀行
の行員が講師となり
「ビジネスマナーセミ
ナー」を開催いたしま
した。

音声案内装置

音声案内装置付ＡＴＭの操作体験研修会

 　紀陽銀行では、金融教育の一環として金銭基礎教育授
業「MoneyConnection®」へ協賛いたしました。すでに
「MoneyConnection®」の公認実施団体として活動して
いる特定非営利活動法人キャリア・ファシリテーター協会
と協力し、高校生を対象にした認定講師による出張授業を
行い、「働くこととお金」について学ぶ機会を提供してまい
ります。
　当事業は、地域の
公認実施団体と地域
の銀行が協力して実
施するのは全国初の
取り組みです。

　紀陽銀行では、目の不自由な方にも安心してご利用い
ただけるよう、すべてのATMに受話器型の音声案内装置
を設置しております。また、残高や取引明細を点字で通知
するサービスも取り扱っております。
　平成23年10月には、和歌山県視覚障害者福祉協会の
研修会に、講師として紀陽銀行社員が参加し、ＡＴＭの
デモ機を使って、目の不自由な方に実際にＡＴＭの操作
体験をしていただきました。
　また、耳が不自由な方の
利便性向上のため、全店に
耳マーク表示板とコミュニ
ケーションボードを設置し
ております。

点字通知サービス

　誰もがご利用になりやすい銀行を目指して、店舗での
バリアフリー化を推進しています。店頭への車いす配置
や、車いす対応記帳台
の設置、段差解消スロ
ープや、点字ブロックの
設置などのバリアフリ
ー機能の導入店を拡大
しています。

バリアフリーの取り組み

　高齢化社会が進む中、紀陽銀行では、行員が認知症に
対する理解を深めることによって、認知症の方やそのご
家族が安心して暮らせる社会づくりに貢献できるように
「認知症サポーター」の養成に努めています。
　また、年齢・性別・国
籍・障がいの有無にか
かわらず、すべてのお
客さまに公平なサービ
スと情報をご提供でき
るように、「ユニバーサ
ルサービス」の実践研
修を行っております。 ユニバーサルサービス研修

　平成25年1月16日、23日、30日の3日間、和歌山工業
高等専門学校において、県内企業の現場責任者を講師と
する「企業実践講座」が開催され、紀陽銀行行員２名が講
師を務めました。和歌山県が実施する「産業人材育成支
援事業」の一環として、企業が求める即戦力となる人材の
育成を目指し、「現場の実践論」などをリレー形式で講義
するものです。今回の講座では、企業の社会的責任や
財務管理をテーマに、
紀陽銀行の取り組み
事例を紹介し、参加さ
れた約100名の学生
の皆さまに高い関心
を持っていただきまし
た。

地域の金融教育への取り組み

■和歌山高専「企業実践講座」での講義

■向陽中学校からの職場見学 
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各種手数料      （平成２5年6月３0日現在）

■振込手数料

窓口ご利用の場合

区　分 他　行　宛 当行本支店宛 当行同一店内宛

電信扱い

文書振込

ATMご利用の場合

定額自動送金（右記のほかに基本手数料として振込1件につき52円）

地方税等振込

紀陽インターネットFB
（事業者専用）

紀陽モバイル・インターネットバンキング

紀陽ファームバンキングサービス（個人専用）

登録総合振込

FAX振込

カード振込（キャッシュカードによる振込）

現金振込

振込・振替（資金移動）サービス

総合振込

振込・振替（資金移動）サービス（多機能電話を含む）

一括データ
伝送サービス

総合振込

一括データ
伝送サービス

総合振込

住民税納付

住民税納付

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上

3万円以上

3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上

3万円未満

3万円未満
3万円以上

3万円以上
3万円未満

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上

630円
840円 
630円
840円
315円
525円

420円
630円
315円
525円

420円

420円
630円

420円
630円
420円
630円

420円
630円

630円

420円
630円

630円
840円
630円
840円

納付書1枚につき420円

納付書1枚につき52円

納付書1枚につき52円

315円
525円
315円
525円
105円
210円

210円
420円
105円
210円

105円
315円

105円
315円
105円
315円

210円
420円

105円
315円

105円
315円

315円
525円
210円
420円

210円
420円

210円
420円

無料
無料

無料
無料
無料
無料
無料
無料

無料
無料

無料
無料
無料
無料

210円
420円
105円
315円

無料
無料〈キヨー〉ファーム

バンキングサービス
（事業者専用）

＊1

＊2

＊2

※店番号が異なる支店と出張所の間のお振込は本支店宛としてお取扱いいたします。　※振込の組戻料　1件につき630円
※磁気テープ、フロッピーディスクによる総合振込等の受付については、ファームバンキングサービスと同様の手数料となります。
＊1 当行同一店内宛は電信扱いのみのお取扱いとなります。　＊2 登録総合振込とFAX振込の新規お申込みは、受け付けておりません。

■代金取立手数料
手数料金額

その他の手数料
●不渡手形返却料　1通につき630円
●取立手形組戻料　1通につき630円
●取立手形店頭呈示料　1通につき630円
●その他特殊扱手数料　実費

同一手形交換所内（本支店宛、他行宛とも）
当行本支店所在の隔地手形交換所内（本支店宛、他行宛とも）

その他支払地 他行宛 普通扱い
至急扱い

210円
420円
630円
840円

代金取立手数料
（1通につき）

手数料名

手数料金額手数料名
■手形・小切手帳関連手数料

約束手形（1冊）
為替手形（1冊）手形、小切手帳代金

専用約束手形口

署名判印刷サービス

小切手（1冊）
パーソナルチェック（1冊）
口座開設手数料
手形用紙交付手数料（1枚）
新規・変更登録（1回）

2,100円
2,100円
1,050円
420円
3,150円
525円（用紙代42円を含みます）
5,250円

手数料金額 備考手数料名
■でんさいネットサービス手数料

取扱1回あたり
取扱1回あたり
取扱1回あたり

発生・譲渡にかかる手数料
発生記録請求手数料

全額譲渡記録請求手数料
分割譲渡記録請求手数料譲渡

支払期日の入金時にかかる手数料（受取企業様より徴収させていただきます）
口座間送金決済手数料

315円
210円
315円

取扱1回あたり 210円

でんさいを発生させるとき（手形の振出に相当）
でんさいを譲渡するとき（手形の裏書に相当）
でんさいの一部を分割して譲渡するとき（手形の裏書に相当）

期日入金にかかる手数料（取立手数料に相当）

紀陽銀行

手数料金額手数料名
■カード関連手数料

１件あたり

１枚あたり
１枚あたり
１枚あたり

１枚あたり
１枚あたり

１件あたり
カード利用手数料

個人ICキャッシュカード
発行手数料（切替含む）

キャッシュカード、生体認証ICキャッシュカード、ICキャッシュカード（本人、代理人とも）の喪失再発行手数料
法人カード発行手数料（ICキャッシュカード含む）

ＭＩＣＳ利用手数料
ＡＣＳ利用手数料

時間外利用手数料 105円

525円

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

105円

本人カード
代理人カード（普通・貯蓄）
代理人カード（当座）

１枚あたり
１枚あたり
１枚あたり

生体認証ICカード
発行手数料（切替含む）

525円
1,050円

1,050円

本人カード
代理人カード（普通・貯蓄）
代理人カード（当座）
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主要な業務の内容

手数料金額手数料名
■ローン関連手数料

住宅ローン関連手数料

カードローン関連手数料

取扱手数料

繰上返済手数料

条件変更手数料

固定金利特約手数料

（ステータス、カードローン100、ステータス1000、学資ローン、大型カードローン「ゆたか」、
マル保事業性カードローン）

ローンカード喪失再発行手数料

5,250円
10,500円

10,500円
31,500円

1,050円

阪和信用保証

変動金利期間中
固定金利期間中

52,500円～73,500円

硬貨の合計枚数 手数料金額

■硬貨計数精査手数料と両替手数料

無料
420円
210円加算

1枚～500枚
501枚～1,000枚
1,001枚以上、500枚ごとに

●硬貨計数精査手数料（1件）
両替後金種の合計枚数（硬貨・紙幣） 手数料金額

無料
200円

1枚～49枚
50枚～500枚

●両替手数料（1件）
〔両替機利用手数料〕

両替後金種の合計枚数（硬貨・紙幣） 手数料金額
無料
315円
630円
315円加算

1枚～49枚
50枚～500枚
501枚～1,000枚
1,001枚以上、500枚ごとに

〔窓口両替手数料〕

※事業性取引のお客さまが、お預け入れ・お振込・ご両替のた
めにお持ち込みされる硬貨の合計枚数に応じて、手数料を
申し受けます。

※上記の合計枚数には、一万円券の枚数は含みません。
※預金口座からの金種指定によるご出金につきましても、枚数に応じて上記の
両替手数料を申し受けます。（ただし給与・賞与のご出金については500枚ま
で無料）
※「両替前のお持ち込み硬貨枚数に応じた硬貨計数精査手数料」と「両替によりお
渡しする硬貨と紙幣の合計枚数に応じた窓口両替手数料」を比べていずれか多
い方の手数料を申し受けます。

預金業務

貸出業務

商品有価証券売買業務
有価証券投資業務
内国為替業務
外国為替業務
社債受託および登録業務

預金 当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、別段預金、納税準備預金、非居住者円預金、
外貨預金等を取扱っております。

譲渡性預金 譲渡可能な定期預金を取扱っております。
貸付 手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。
手形の割引 銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っております。
国債等公共債の売買業務を行っております。
預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。
振込、送金および代金取立等を取扱っております。 
輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。
担保附社債信託法による社債の受託業務、公社債の募集受託および登録に関する業務を行っております。
代理業務 日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店および国債代理店業務

地方公共団体の公金取扱業務
勤労者退職金共済機構等の代理店業務
株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務
住宅金融支援機構等の代理貸付業務
信託契約代理業務

保護預りおよび貸金庫業務
有価証券の貸付
債務の保証（支払承諾）
金の売買
公共債の引受
国債等公共債および証券投資信託の窓口販売
コマーシャル・ペーパー等の取扱い
確定拠出型年金運営管理業務
金融商品仲介業務
損害保険・生命保険代理店業務

附帯業務

■サービス等関連手数料

＊ 紀陽FAX振込サービスと登録総合振込の新規お申込みは受け付けておりません。

手数料金額手数料名
紀陽モバイル・インターネットバンキング

〈キヨー〉ファームバンキングサービス

通帳、証書喪失再発行手数料

残高証明書発行手数料（1通）
（預金・融資残高証明書）
自己宛小切手発行手数料

VALUX(ANSER-HT)・HB
紀陽インターネットFB

無料

1,050円～3,150円
1,050円

6,300円

420円

1,050円＋100gあたり1,260円（ただし、上限は7,350円）
2,100円

1,050円
3,150円

525円

1,050円

525円

1,050円～4,200円

6,300円

基本手数料（月間）
紀陽ファームバンキングサービス（個人専用） 105円基本手数料（月間）

基本手数料（月間）
基本手数料（月間）

お預り証書の場合　　1取引につき
年　間
バー1個につき

当行制定の用紙
監査法人用
その他

当行制定の
用紙以外

1回につき

通帳1冊、証書1枚につき

1枚あたり

基本手数料（月間）
紀陽FAX振込サービス
登録給与振込
登録総合振込
登録集金
フロッピーディスク給与振込

口座振替
〃
〃

総合振込

1,050円
1,575円
1,575円
1,575円
1,575円
1,575円
1,575円

基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
基本手数料（月間）
金地金の場合　　バー1個につき

取引履歴検索手数料
3,150円基本手数料（1件につき）個人情報開示手数料

金地金
（取扱店舗:本店営業部のみ）

売買手数料
保護預り手数料
引出し手数料

＊

＊
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店舗一覧（平成２5年６月３０日現在）

本店営業部
和歌山市役所支店
和歌山中央支店
水道路支店
太田出張所
東和歌山支店
宮北支店
神前支店
橋向支店
国体道路支店
屋形支店
県庁支店
湊支店
西浜出張所
堀止支店
松ヶ丘支店
高松中央支店
和歌浦支店
紀三井寺支店
内原出張所
紀の川支店
延時支店
松江支店
西脇支店
六十谷支店
山口出張所

紀泉台出張所
岩出支店

貴志川支店
桃山出張所
打田支店
粉河支店
名手支店

笠田支店
妙寺支店
九度山支店
高野山支店

高野口支店
橋本支店
橋本林間支店
橋本彩の台支店

海南支店
海南駅前支店
海南東支店
加茂郷支店

野上支店

箕島支店

金屋支店
吉備支店
湯浅支店

由良支店
印南出張所
南部支店

和歌山市本町1丁目35番地
和歌山市七番丁23番地
和歌山市七番丁24番地
和歌山市中之島274番地の9
和歌山市太田1丁目13番5号
和歌山市友田町4丁目123番地
和歌山市黒田185番地の3
和歌山市神前138番地の19
和歌山市田中町2丁目50番地
和歌山市美園町5丁目4番地の20
和歌山市屋形町5丁目1番地
和歌山市小松原通り1丁目1番地1
和歌山市湊3005番地
和歌山市今福5丁目6番57号
和歌山市吹上4丁目1番40号
和歌山市松ヶ丘2丁目6番14号
和歌山市東高松2丁目9番39号
和歌山市和歌浦中2丁目10番4号
和歌山市紀三井寺1113番地
和歌山市内原876番地の4
和歌山市市小路174番地の3
和歌山市次郎丸91番地の3
和歌山市松江北2丁目1番7号
和歌山市西庄349番地の1
和歌山市六十谷226番地の30
和歌山市里54番地の1

岩出市西安上99番地の6
岩出市清水374番地の1

紀の川市貴志川町神戸437番地の1
紀の川市桃山町元285番地の9
紀の川市上野34番地の1
紀の川市粉河1560番地の8
紀の川市名手市場58番地の10

伊都郡かつらぎ町大字笠田東72番地の3
伊都郡かつらぎ町妙寺466番地の2
伊都郡九度山町大字九度山1608番地
伊都郡高野町高野山778番地

橋本市高野口町名倉95番地
橋本市橋本2丁目1番4号
橋本市三石台1丁目3番11号
橋本市隅田町垂井130番地の1

海南市黒江657番地の2
海南市名高533番地の1
海南市阪井1741番地の1
海南市下津町黒田47番地の17

海草郡紀美野町下佐々562番地

有田市箕島431番地

有田郡有田川町金屋615番地6
有田郡有田川町下津野452番地の1
有田郡湯浅町大字湯浅1600番地の1

日高郡由良町大字里276番地の1
日高郡印南町印南2255－14
日高郡みなべ町芝445番地の1

073(423)9111
073(432)2090
073(431)7388
073(472)1101
073(471)1021
073(431)1311
073(471)2222
073(473)1151
073(424)1391
073(424)8175
073(424)4325
073(431)9176
073(423)9361
073(426)3636
073(422)8163
073(445)3751
073(422)7788
073(444)0177
073(444)0147
073(447)2001
073(453)0222
073(453)1134
073(455)3161
073(454)1515
073(461)1313
073(461)2351

0736(61)1530
0736(62)2112

0736(64)2115
0736(66)0200
0736(77)5011
0736(73)3221
0736(75)3221

0736(22)2215
0736(22)2200
0736(54)2851
0736(56)2531

0736(42)3101
0736(32)1105
0736(37)5110
0736(33)3200

073(482)3111
073(482)3145
073(487)1028
073(492)1341

073(489)2008

0737(83)2131

0737(32)3131
0737(52)6111
0737(63)1234

0738(65)1101
0738(42)1717
0739(72)2510

和歌山市

岩出市

紀の川市

伊都郡

橋本市

海南市

200
234
238
312
313
314
315
316
317
320
321
323
324
326
327
329
333
334
337
338
361
365
371
372
376
377

410
411

387
412
413
414
417

421
424
431
437

427
434
435
438

511
514
517
527

521

534

537
538
541

611
617
621

海草郡

有田郡

日高郡

有田市

和歌山県

67店舗
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御坊支店
御坊駅前支店

田辺支店
田辺駅前支店
本宮支店

朝来支店
白浜支店
日置支店
周参見支店

串本支店
古座支店
太地支店
勝浦支店

新宮支店

岬支店
熊取支店

箱作支店
尾崎支店

泉南支店

羽倉崎支店
鶴原支店
日根野支店

水間支店
東貝塚支店

東岸和田支店
岸和田支店
久米田支店

和泉寺田支店
和泉中央支店

泉大津支店

泉北支店

河内長野支店

狭山支店

泉ヶ丘支店
北野田支店
深井支店
鳳支店
堺支店
中もず支店
北花田支店

東大阪支店
鴻池新田支店

御坊市薗378番地の3
御坊市湯川町小松原369番地の5

田辺市高雄1丁目16番20号　
田辺市湊字塔之内967番地の6
田辺市本宮町本宮223－5

西牟婁郡上富田町朝来801番1
西牟婁郡白浜町890番地の2
西牟婁郡白浜町日置2058番地の11
西牟婁郡すさみ町周参見4037番地の1

東牟婁郡串本町串本909番地
東牟婁郡串本町中湊484番地
東牟婁郡太地町大字太地3372番地の1
東牟婁郡那智勝浦町大字築地1丁目1番地の1

新宮市大橋通2丁目3番地の1

泉南郡岬町淡輪1167番地2
泉南郡熊取町大久保中2丁目24番1号

阪南市箱作1533番地の1
阪南市黒田591番地の1

泉南市信達牧野918番地の1

泉佐野市羽倉崎1丁目1番25号
泉佐野市鶴原1丁目1番23号
泉佐野市日根野4075番地の1

貝塚市水間257番地の1
貝塚市半田78番地の3

岸和田市土生町5丁目2番7号
岸和田市上野町東8番17号
岸和田市下池田町1丁目25番22号

和泉市寺田町1丁目5番33号
和泉市いぶき野5丁目1番11号

泉大津市旭町22-45

高石市綾園7丁目8番30号

河内長野市野作町3番53号

大阪狭山市狭山5丁目782番

堺市中区福田544番地
堺市東区西野461番地6
堺市中区深井清水町3106番地
堺市西区鳳東町7丁733番地
堺市堺区市之町東1丁1番10号
堺市北区中百舌鳥町6丁900番地
堺市北区北花田町2丁182番地

東大阪市旭町3番7号
東大阪市鴻池元町8番8号

0738(23)1211
0738(23)3131

0739(22)6000
0739(22)1555
0735(42)1875

0739(47)0501
0739(42)3229
0739(52)2005
0739(55)2005

0735(62)0666
0735(72)0003
0735(59)2013
0735(52)0888

0735(22)5161

072(494)3050
072(452)4141

072(476)2011
072(471)5011

072(484)1441

072(466)2111
072(464)6811
072(469)4121

072(446)3181
072(432)6411

072(428)5133
072(439)0181
072(443)5381

0725(45)1771
0725(57)3371

0725(33)8101

072(263)7101

0721(55)0911

072(367)4556

072(237)5501
072(234)5022
072(277)2811
072(273)2201
072(221)1212
072(259)8821
072(253)1300

072(984)6221
06(6744)1851

御坊市

田辺市

西牟婁郡

東牟婁郡

泉南郡

阪南市

泉南市

泉佐野市

貝塚市

和泉市

614
618

624
627
730

634
637
641
644

711
714
717
721

727

811
817

813
814

815

818
819
896

820
821

822
824
827

829
830

833

831

838

835

841
842
843
844
851
857
858

864
867

泉大津市

堺市

高石市

河内長野市

大阪狭山市

新宮市

岸和田市

東大阪市

店舗一覧（平成２5年６月３０日現在）

大阪府

36店舗

和歌山県
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店舗一覧

インターネット支店 

外貨両替所

インストアブランチ

コンサルティングデスク

ビジネスサポートセンター

住宅ローンセンター（9ヵ所）

  

（平成２5年６月３０日現在）

八尾南支店

平野支店
住吉支店
大阪東支店
大阪北支店
大阪中央支店
新大阪支店
大阪支店

八尾市若林町1丁目87番地

大阪市平野区瓜破2丁目1番13号
大阪市住吉区清水丘2丁目16番9号
大阪市東成区東中本１丁目14番12号
大阪市北区本庄東1丁目1番10号
大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
大阪市淀川区西中島6丁目1番1号
大阪市北区堂島2丁目1番43号

072(948)5114

06(6708)3300
06(6673)6661
06(6972)0711
06(6359)0620
06(6245)2555
06(6305)4666
06(6343)1122

878

877
881
882
883
885
886
887

五条支店
高田支店

五條市須恵1丁目3番2号
大和高田市北片塩町12番23号

0747(22)4062
0745(52)5691

911
914

八尾市

大阪市

奈良県

東京支店 千代田区神田小川町2丁目5番地 03(3291)1871981東京都

紀陽住宅ローンセンター
紀陽東岸和田住宅ローンセンター
紀陽和泉中央住宅ローンセンター
紀陽狭山住宅ローンセンター
紀陽堺住宅ローンセンター
紀陽藤井寺住宅ローンセンター
紀陽大阪中央住宅ローンセンター
紀陽堂島住宅ローンセンター
紀陽大和高田住宅ローンセンター

紀陽ビジネスサポートセンター

和歌山県和歌山市本町1丁目35番地（本店南館１階）
大阪府岸和田市土生町5丁目2番7号（新川第3ビル3階）
大阪府和泉市いぶき野5-1-14（エコール・いずみ東館1階）
大阪府大阪狭山市狭山5-782（狭山支店2階）
大阪府堺市堺区市之町東1-1-10（紀陽堺ビル3階）
大阪府藤井寺市藤井寺1-5-27（藤井寺フコク生命ビル5階）
大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-6-6（御堂筋センタービル1階）
大阪府大阪市北区堂島2-1-43（紀陽大阪ビル2階）
奈良県大和高田市片塩町16番12号（岡本ビル3階）

和歌山県和歌山市本町1丁目35番地（本店自動サービスコーナー2階）

073(426)7155
072(428)0540
0725(56)0221
072(368)7200
072(222)9322
072(937)5601
06(6245)6100
06(6343)1251
0745(53)3541

073(426)7117

紀陽お城の前の相談室 和歌山県和歌山市七番丁24番地（紀陽和歌山中央ビル4階） 073(428)7010

ｉプラザ イズミヤ和歌山店出張所 和歌山県和歌山市新生町7-20（イズミヤ和歌山店1階） 073(427)5510

関西国際空港出張所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地　旅客ターミナルビル4階 072(456)7026

インターネット支店 0120(548)210アドレス http://www.kiyobank.co.jp/net/

奈良県

2店舗
東京都

1店舗

大阪府
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サービスステーション一覧〈店舗外ＡＴＭ〉   （平成２5年６月３０日現在）

　印は土曜日　　印は日曜日・祝日もご利用いただけます

日赤和歌山医療センター
ノーリツ鋼機（※）
島精機製作所（※）
花王和歌山事業場（※）
アバローム紀の国
オークワ本社中島店
マツゲン元寺店
南海和歌山市駅
南海和歌山市駅改札口前
ガーデンパーク和歌山
和歌山市役所共同
四箇郷
和佐
ビッグ愛
和歌山ターミナルビル
中之島ロータリー
オークワ和歌山中之島店
マツゲン吉礼駅前店  
プライスカット神前店
イズミヤ和歌山店
iプラザイズミヤ和歌山店
スーパーヒラマツ鳴神店
田中口（スーパーヒラマツ太田店）
宮前
和歌山県庁共同
中央通り
スーパーヒラマツ塩屋店
メッサオークワ高松店
スーパーヒラマツ城東店
ダイエー和歌山店
オークワ紀三井寺店
県立医科大学
県立医科大学附属病院
和歌山大学前駅
和歌山大学（※）
オーストリート和歌山北バイパス
パームシティ
マツゲン栄谷店
スーパーウジタ延時店
スーパーウジタ古屋店
マツゲン木ノ本店
マツゲン西庄店
和歌山ろうさい病院
住友金属工業（※）　
加太
マツゲン和歌山インター店
プラザ川永
紀伊
オークワ六十谷店
イズミヤ紀伊川辺店
琴の浦リハビリテーションセンター

コープ岩出中央店
プライスカット岩出北店
岩出市役所
岩出北
スーパーネゴロ
マツゲン岩出中黒店
メッサオークワ岩出西店

オークワ貴志川店
近畿大学（※）
公立那賀病院
TSUTAYA WAY 打田店
紀の川市役所
オークワ粉河店

岬公園
熊取五門(マツゲン熊取五門店)
熊取ニュータウン

鳥取の荘
尾崎公団前
ワクワクＣＩＴＹ尾崎店
石田(スーパーウジタさつき台店)

新家駅
スカイシティ泉南店
イオンモールりんくう泉南

泉佐野駅前
イオンモール日根野
イズミヤ泉佐野店前
りんくうプレジャータウンシークル
マツゲン泉佐野店
ショッパーズモール泉佐野

東貝塚駅前

トークタウン
東岸和田駅前
オークワ岸和田八田店
岸和田駅前
岸和田カンカンベイサイドモール
ラパーク岸和田
マツゲン岸和田西之内店

オークワ和泉小田店
エコール・いずみアムゼモール
オークワ和泉納花店

イズミヤ和泉府中店

オークワ高石羽衣店

オークワ河内長野店

七道駅前
南海堺駅
南海堺東駅
ベルマージュ堺
鳳駅
深井駅
西友堺福田店
中もず駅前
イオンモール堺北花田
オークワ堺美原店

高島屋大阪店
天王寺ミオ
我孫子町駅

オークワ五条店

マル井マート

東牟婁郡

新宮市

泉南郡

阪南市

泉南市

泉佐野市

貝塚市

岸和田市

和泉市

高石市

河内長野市

堺市

大阪市

五條市

南牟婁郡

橋本市

海南市

有田市

有田郡

御坊市

日高郡

田辺市

西牟婁郡

和
歌
山
県

和
歌
山
県

岩出市

紀の川市

伊都郡 大
阪
府

九度山町役場
高野町役場

オークワ高野口店
マツゲン高野口店
マツゲン伏原店
橋本市役所前
橋本市民病院
マツゲン橋本店
オークワ橋本店
オークワ橋本林間店
オーストリート橋本彩の台店

海南市役所
ＪＲ海南駅共同
オークワ海南店
オークワ海南幡川店
下津
マツゲン下津店
海南市下津行政局共同

マツゲン箕島店
プライスカット有田店
オークワ箕島店
宮原

有田川町役場共同
オークワ有田川店
マツゲン吉備店
オークワ湯浅店
スーパーエバグリーン湯浅店
マツゲン湯浅店
広川町役場

御坊市役所
国保日高総合病院前
ロマンシティ御坊店
マツゲン御坊店

みなべ町役場

田辺市役所
南和歌山医療センター
パビリオンシティ田辺店
オーシティ田辺店
田辺ショッピングセンター
グルメシティ東陽店
グルメシティ万呂店

朝来駅前
白浜町役場
オークワ白浜堅田店

オークワ串本店
那智勝浦町役場
那智勝浦町立温泉病院

オークワ新宮仲之町店
新宮市役所
新宮市立医療センター
イオン新宮店
新宮駅
オークワ南紀店

オークワ岬店
深日港駅前

奈
良
県
三
重
県

（※）印のＡＴＭについては、設置場所の関係者の方以外は
ご利用いただけません。

全国のローソンＡＴＭ、セブン－イレブン等に設置されているセブン銀行のＡＴＭもご利用いただけます。
平成25年6月末現在

セブン銀行ATM
ローソンATM

18,424台
9,824台
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紀陽ホールディングスの歩み
株式会社紀陽貯蓄銀行設立（資本金5万円）
和歌山市米屋町６番地で営業開始
本店を現在地（和歌山市本町１丁目３５番地）に移転
本店新築、落成
普通銀行に転換、商号を「株式会社紀陽銀行」に改称
「紀伊貯蓄銀行」を新設、貯蓄業務を譲渡
紀伊貯蓄銀行を合併
新宮支店を開設し、和歌山県内全域に営業網を拡大
県外店舗第一号として五条支店開設
本店新築、落成
東京事務所開設
和歌山県金庫の事務取扱開始
外国為替業務取扱開始
東京支店開設
事務センター竣工
大阪紀陽ビル竣工
第１次オンライン（普通預金）スタート
東京、大阪両証券取引所第二部に上場
東京、大阪両証券取引所第一部に昇格
全店総合オンラインシステム完成
第２次総合オンラインシステム稼働
新事務センター竣工
海外コルレス業務開始
公共債の窓口販売開始
債券ディーリング業務開始
紀陽東京ビル竣工
担保附社債信託法に基づく担保附社債受託業務開始
第１回国内無担保転換社債100億円発行
第３次総合オンラインシステム稼働
ＶＩ（ビジュアル・アイデンティティー）導入
新総合オンラインシステム稼働
信託代理店業務開始
紀陽堺ビル竣工
創立100周年を迎える
財団法人紀陽文化財団設立
「紀陽住宅ローンセンター」オープン
投資信託窓口販売業務を開始
和歌山県商工信用組合の事業譲り受け
第１回優先株式344億円発行
ＩＳＯ１４００１の認証（本店）を取得
損害保険の窓口販売業務を開始
第三者割当増資による普通株式238億円発行
生命保険の窓口販売業務を開始
紀陽東和歌山ビル竣工
和歌山銀行と「経営統合に関する基本合意書」を締結
証券仲介業務を開始
和歌山銀行の公的資金優先株式120億円を買い取り
東京・大阪両証券取引所における上場の廃止
和歌山銀行と共同株式移転方式により、持株会社「株式
会社紀陽ホールディングス」を設立、その子会社となる
第三者割当増資による第２回優先株式80億円発行
和歌山銀行と合併
第三者割当増資による第二種優先株式315億円発行
新基幹系システム（Bank-Vision）稼働　

持株会社「株式会社紀陽ホールディングス」設立
紀陽フィナンシャルグループ発足
紀陽ホールディングスの普通株式を東京・大阪両証
券取引所第一部に新規上場
第三者割当増資による第２回第一種優先株式182
億円、第３回第一種優先株式70億円発行
子銀行の紀陽銀行と和歌山銀行が「合併契約」を
締結
第１次中期経営計画「ハート＆ブレイン・アクション
プラン」スタート
子銀行の紀陽銀行と和歌山銀行が存続会社を紀陽
銀行として合併
第４回第一種優先株式（公的資金優先株式）315
億円発行
第２次中期経営計画「～Ｍｏｒｅ＆Ｓｔｅａｄｙ～たゆまぬ
前進」スタート
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入
大阪証券取引所の上場廃止
第3次中期経営計画スタート

紀陽銀行の歩み
明
治

大
正

昭
和

平
成

平
成
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連結財務諸表
連結貸借対照表
資産の部

負債及び純資産の部

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　　目 前連結会計年度末　平成24年3月31日 当連結会計年度末　平成25年3月31日

現金預け金 84,887 188,043
コールローン及び買入手形 61,239 110,000
買入金銭債権 2,830 941
商品有価証券 2,010 1,415
有価証券 1,069,148 984,649
貸出金 2,539,253 2,575,933
外国為替 1,865 2,103
その他資産 43,589 28,738
有形固定資産 33,539 33,045
　建物 10,562 10,233
　土地 18,609 18,779
　リース資産 156 145
　建設仮勘定 ― 39
　その他の有形固定資産 4,211 3,847
無形固定資産 13,459 10,940
　ソフトウェア 6,537 5,221
　のれん 6,439 4,759
　リース資産 21 5
　その他の無形固定資産 461 953
繰延税金資産 17,053 5,592
支払承諾見返 15,389 13,467
貸倒引当金 △　29,424 △　27,401

資産の部合計 3,854,842 3,927,469
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 前連結会計年度末　平成24年3月31日 当連結会計年度末　平成25年3月31日

預金 3,440,024 3,532,474
譲渡性預金 55,988 48,042
債券貸借取引受入担保金 84,206 73,918
借用金 30,100 24,891
外国為替 14 11
社債 13,000 10,000
その他負債 31,994 32,900
退職給付引当金 29 31
役員退職慰労引当金 32 32
睡眠預金払戻損失引当金 700 732
偶発損失引当金 327 362
支払承諾 15,389 13,467

負債の部合計 3,671,808 3,736,865
資本金 58,350 58,350
資本剰余金 64,605 47,947
利益剰余金 45,748 61,165
自己株式 △　847 △　1,657

株主資本合計 167,856 165,805
その他有価証券評価差額金 12,802 22,514
繰延ヘッジ損益 125 △　134
その他の包括利益累計額合計 12,928 22,379

少数株主持分 2,249 2,418
純資産の部合計 183,034 190,604

負債及び純資産の部合計 3,854,842 3,927,469
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結包括利益計算書

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

経　常　収　益 84,327 87,206
資金運用収益 59,305 56,316
貸出金利息 45,561 43,677
有価証券利息配当金 13,438 12,308
コールローン利息及び買入手形利息 133 138
預け金利息 7 36
その他の受入利息 164 154
役務取引等収益 11,336 11,307
その他業務収益 10,517 16,274
その他経常収益 3,167 3,308
貸倒引当金戻入益 ― 201
償却債権取立益 1,699 1,629
その他の経常収益 1,468 1,477

経　常　費　用 69,661 59,963
資金調達費用 7,020 5,513
預金利息 5,678 4,243
譲渡性預金利息 74 52
債券貸借取引支払利息 240 299
借用金利息 607 616
社債利息 404 248
その他の支払利息 15 52
役務取引等費用 3,901 3,988
その他業務費用 8,035 5,688
営業経費 41,442 40,117
その他経常費用 9,260 4,655
貸倒引当金繰入額 1,160 ―
その他の経常費用 8,100 4,655

経　常　利　益 14,666 27,242
特　別　利　益 1,496 2
固定資産処分益 20 2
退職給付制度改定益 1,476 ―
特　別　損　失 108 93
固定資産処分損 70 61
減損損失 37 32
税金等調整前当期純利益 16,054 27,152
法人税、住民税及び事業税 458 1,683
法人税等調整額 7,866 7,189
法人税等合計 8,325 8,873
少数株主損益調整前当期純利益 7,729 18,279
少数株主利益 127 153
当期純利益 7,602 18,125

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

少数株主損益調整前当期純利益 7,729 18,279
その他の包括利益 11,892 9,471
その他有価証券評価差額金 11,986 9,732
繰延ヘッジ損益 △　93 △　260
包括利益 19,622 27,750
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 19,480 27,576
少数株主に係る包括利益 141 173

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結財務諸表
連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）（単位：百万円）

科　　目
前連結会計年度 当連結会計年度

（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで （ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

株主資本

資本金

当期首残高 58,350 58,350

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 58,350 58,350

資本剰余金

当期首残高 64,609 64,605

当期変動額

自己株式の処分 △  4 2

自己株式の消却 ― △  16,659

当期変動額合計 △  4 △  16,657

当期末残高 64,605 47,947

利益剰余金

当期首残高 40,921 45,748

当期変動額

剰余金の配当 △  2,775 △  2,708

当期純利益 7,602 18,125

当期変動額合計 4,827 15,416

当期末残高 45,748 61,165

自己株式

当期首残高 △  1,089 △  847

当期変動額

自己株式の取得 △  21 △  17,737

自己株式の処分 263 267

自己株式の消却 ― 16,659

当期変動額合計 242 △  810

当期末残高 △  847 △  1,657

株主資本合計

当期首残高 162,791 167,856

当期変動額

剰余金の配当 △  2,775 △  2,708

当期純利益 7,602 18,125

自己株式の取得 △  21 △  17,737

自己株式の処分 259 269

自己株式の消却 ― ―

当期変動額合計 5,065 △  2,050

当期末残高 167,856 165,805
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
前連結会計年度 当連結会計年度

（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで （ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 830 12,802

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 11,971 9,711

当期変動額合計 11,971 9,711

当期末残高 12,802 22,514

繰延ヘッジ損益

当期首残高 219 125

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △  93 △  260

当期変動額合計 △  93 △  260

当期末残高 125 △  134

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 1,050 12,928

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 11,878 9,451

当期変動額合計 11,878 9,451

当期末残高 12,928 22,379

少数株主持分

当期首残高 2,153 2,249

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 96 169

当期変動額合計 96 169

当期末残高 2,249 2,418

純資産合計

当期首残高 165,994 183,034

当期変動額

剰余金の配当 △  2,775 △  2,708

当期純利益 7,602 18,125

自己株式の取得 △  21 △  17,737

自己株式の処分 259 269

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 11,974 9,620

当期変動額合計 17,039 7,569

当期末残高 183,034 190,604
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 16,054 27,152

減価償却費 4,233 4,106

減損損失 37 32

のれん償却額 1,681 1,679

貸倒引当金の増減（△） △　1,514 △　2,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 2

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 63 32

偶発損失引当金の増減（△） △　56 34

資金運用収益 △　59,305 △　56,316

資金調達費用 7,020 5,513

有価証券関係損益（△） 1,865 △　8,799

為替差損益（△は益） 94 △　14,945

固定資産処分損益（△は益） 50 58

商品有価証券の純増（△）減 2,108 595

貸出金の純増（△）減 △　40,688 △　36,680

預金の純増減（△） 81,334 92,450

譲渡性預金の純増減（△） △　27,783 △　7,945

預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 ― △　70,000

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 4,644 △　5,208

コールローン等の純増（△）減 112,399 △　46,865

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 32,038 △　10,287

外国為替（資産）の純増（△）減 △　6 △　237

外国為替（負債）の純増減（△） △　23 △　3

資金運用による収入 58,419 56,577

資金調達による支出 △　9,351 △　9,927

その他 △　8,860 1,243

小　計 174,457 △　79,763

法人税等の支払額 △　590 △　492

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,867 △　80,255

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結財務諸表

（単位：百万円）

（連結キャッシュ・フロー計算書の続き）

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △　602,540 △　383,575

有価証券の売却による収入 248,229 377,877

有価証券の償還による収入 155,798 145,171

有形固定資産の取得による支出 △　1,356 △　1,545

有形固定資産の売却による収入 53 16

無形固定資産の取得による支出 △　847 △　1,405

資産除去債務の履行による支出 △　5 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △　200,668 136,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入れによる収入 3,000 ―

劣後特約付借入金の返済による支出 △　3,000 ―

劣後特約付社債の発行による収入 3,000 ―

劣後特約付社債の償還による支出 △　5,000 △　3,000

配当金の支払額 △　2,775 △　2,708

少数株主への配当金の支払額 △　4 △　4

自己株式の取得による支出 △　21 △　17,737

自己株式の売却による収入 259 269

財務活動によるキャッシュ・フロー △　4,542 △　23,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △　6 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △　31,349 33,156

現金及び現金同等物の期首残高 116,236 84,887

現金及び現金同等物の期末残高 84,887 118,043

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

51



注記事項（当連結会計年度）

紀
陽
銀
行

資
料
編

紀
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

資
料
編

第
3
の
柱
に
基
づ
く
開
示
事
項

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ

経
営
概
況

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
1．連結の範囲に関する事項
 （1）連結子会社　　　　　　　　　7社
  株式会社紀陽銀行
  紀陽情報システム株式会社
  紀陽ビジネスサービス株式会社
  阪和信用保証株式会社
  紀陽リース・キャピタル株式会社
  株式会社紀陽カード
  株式会社紀陽カードディーシー
 （2）非連結子会社　　　　　　　　0社
2．持分法の適用に関する事項
 （1）持分法適用の非連結子会社　　0社
 （2）持分法適用の関連会社　　　　0社
 （3）持分法非適用の非連結子会社　0社
 （4）持分法非適用の関連会社　　　0社
3．連結子会社の事業年度等に関する事項
 （1）連結子会社の決算日は次のとおりであります。
   　3月末日　　7社
4．会計処理基準に関する事項
 （1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
   　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）

により行っております。
 （2）有価証券の評価基準及び評価方法
   　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法によ

る償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則として連結
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ
いては移動平均法による原価法により行っております。

   　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法に
より処理しております。

 （3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
   　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
 （4）固定資産の減価償却の方法
  ①有形固定資産（リース資産を除く）
    当社及び銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、定率法（ただ

し、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）
については定額法）を採用しております。

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。
   　建　物：8年～50年
   　その他：5年～20年
    その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年

数に基づき、主として定率法により償却しております。
   （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
    当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改
正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

    なお、これによる当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響は軽微であります。

  ②無形固定資産（リース資産を除く）
    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用

のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能
期間（5年）に基づいて償却しております。

  ③リース資産
    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及

び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法により償却しております。また、所有権
移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース
資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
を採用しております。

 （5）貸倒引当金の計上基準
   　銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引

当基準に則り、次のとおり計上しております。
   　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以

下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務
者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のな
お書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）
に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力
を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

   　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から

算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
   　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資

産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監
査しております。

   　その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸
倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権
については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ
計上しております。

   　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について
は、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は44,828百万円であります。

 （6）退職給付引当金の計上基準
   　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を
計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。

  過去勤務債務　　　発生時に全額を損益処理
  数理計算上の差異　 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（9年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か
ら損益処理

 （7）役員退職慰労引当金の計上基準
   　銀行業を営む連結子会社は、役員退職慰労金について、平成16年6

月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時における内規
に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。

 （8）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
   　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預

金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する
損失を見積り必要と認める額を計上しております。

 （9）偶発損失引当金の計上基準
   　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるた

め、将来の負担金支払見込額を計上しております。
（10）外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準
   　銀行業を営む連結子会社の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替

相場による円換算額を付しております。
（11）リース取引の処理方法
  （借手側）
   　連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する
ものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま
す。

  （貸手側）
   　リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に

属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、「リ
ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16
号平成19年3月30日）第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前
連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額
控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しております。

（12）収益及び費用の計上基準
   　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
   　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっておりま

す。
（13）重要なヘッジ会計の方法
 （イ） 金利リスク・ヘッジ
   　銀行業を営む連結子会社保有の国債から生じる金利リスクに対する

ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ有効性
評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ
対象となる国債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し評価し
ております。

 （ロ） 為替変動リスク・ヘッジ
   　銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変

動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引
等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替
スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権
債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを
確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

 （ハ） 株価変動リスク・ヘッジ
   　銀行業を営む連結子会社保有の株式から生じる株価変動リスクに対

するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しており
ます。なお、繰延ヘッジについては、ヘッジ手法に高い有効性が見込
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まれることから、有効性の判定は省略しており、時価ヘッジについて
は有効性の評価をしております。

（14）のれんの償却方法及び償却期間
   　のれんの償却については、主として10年間の均等償却を行ってお

ります。
（15）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
   　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対

照表上の「現金預け金」のうち、手許現金、日本銀行への預け金及び
随時引き出し可能な預け金であります。

（16）消費税等の会計処理
   　当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主とし

て税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象
外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

（未適用の会計基準等）
　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年5月17日）
及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25
号平成24年5月17日）
 （1）概要
   　当該会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏

まえ、主に①未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理
方法を変更し、開示項目を拡充するほか、②退職給付債務及び勤務費
用の計算方法を改正するものであります。

 （2）適用予定日
   　当社は①については、平成25年4月1日に開始する連結会計年度の

年度末に係る連結財務諸表から適用し、②については、平成26年4月
1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。

 （3）当該会計基準等の適用による影響
   　当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。

（連結貸借対照表関係）
1． 無担保の消費貸借契約により受け入れている有価証券のうち、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のと
おりであります。

  当該処分をせずに
  所有している有価証券 130百万円
2． 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
  破綻先債権額 1,981百万円
  延滞債権額 82,542百万円
　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

3． 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
  3カ月以上延滞債権額 34百万円
　　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の
翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

4． 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
  貸出条件緩和債権額 9,392百万円
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5． 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債
権額の合計額は次のとおりであります。

  合計額 93,950百万円
　　なお、上記2. から5. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ
ります。

6． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）
に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手
形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

    31,466百万円
7． 担保に供している資産は次のとおりであります。
  担保に供している資産
   有価証券 186,444百万円
   その他資産 293百万円
   計 186,737百万円

  担保資産に対応する債務
   預金 14,500百万円
   債券貸借取引受入担保金 73,918百万円
   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用
として、次のものを差し入れております。
  有価証券 29,343百万円
   また、その他資産には、保証金敷金が含まれておりますが、その金額は
次のとおりであります。
  保証金敷金 1,291百万円
8． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反
がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
  融資未実行残高 325,692百万円
  　うち原契約期間が1年以内のもの
  　（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
    314,240百万円
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会
社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが
できる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め
ている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
9． 有形固定資産の減価償却累計額
  減価償却累計額 44,409百万円
10. 有形固定資産の圧縮記帳額
  圧縮記帳額 4,317百万円
  （当連結会計年度の圧縮記帳額 22百万円）
11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付さ
れた劣後特約付借入金が含まれております。
  劣後特約付借入金 24,000百万円
12. 社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された
劣後特約付社債であります。
13. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3
項）による社債に対する保証債務の額
    14,192百万円

（連結損益計算書関係）
1． その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
　　　貸出金償却 3,003百万円
　　　株式等償却 236百万円
　　　貸出債権譲渡損 238百万円
2． 銀行業を営む連結子会社は、以下の資産について、割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま
す。
　　　地域 主な用途 種類 減損損失
　　　和歌山県内 遊休資産3か所 土地 32百万円
　　　合計   32百万円
 　銀行業を営む連結子会社は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最
小単位である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている営業店グル
ープは当該グループ単位）でグルーピングを行っており、遊休資産につい
ては各資産単位でグルーピングをしております。また、本部、事務センタ
ー、社宅・寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さない
ことから共用資産としております。
 　その他の連結子会社については、主として各社を一つの単位としてグル
ーピングを行っております。
 　なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、
主として「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額
を控除して算定しております。
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（連結包括利益計算書関係）
その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
　その他有価証券評価差額金： 
　　当期発生額 24,353百万円
　　組替調整額 △10,200百万円
　　　税効果調整前 14,153百万円
　　　税効果額 △4,421百万円
　　　その他有価証券評価差額金 9,732百万円
　繰延ヘッジ損益： 
　　当期発生額 △1,134百万円
　　組替調整額 724百万円
　　　税効果調整前 △410百万円
　　　税効果額 149百万円
　　　繰延ヘッジ損益 △260百万円
　　　　その他の包括利益合計 9,471百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）
1． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数 摘要

発行済株式
　普通株式 745,017 ― ― 745,017 ─
　第4回第一種優先株式 45,000 ― 22,000 23,000 （注）1

合計 790,017 ― 22,000 768,017 ─
自己株式
　普通株式 7,132 9,835 2,317 14,650 （注）2
　第4回第一種優先株式 ― 22,000 22,000 ― （注）3

合計 7,132 31,835 24,317 14,650 ─

（注）1． 発行済株式における第4回第一種優先株式数の減少は、消却によ
るものであります。

2． 自己株式における普通株式数の増加は、取締役会決議による自
己株式の取得によるもの（9,800千株）及び単元未満株式の買取に
よるもの（35千株）であり、減少は従業員持株会専用信託が売却
した当社株式によるもの（2,316千株）及び単元未満株式の買増し
請求によるもの（1千株）であります。

3． 自己株式における第4回第一種優先株式数の増加は、平成24年6
月28日の当社定時株主総会において決議された自己株式取得枠の
範囲内で実施した取得による増加であり、減少は取得した自己株式
の消却によるものであります。

2． 配当に関する事項
 （1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成24年
6月28日
定時
株主総会

普通株式 2,231 3.00 平成24年3月31日 平成24年6月29日

第4回第一種優先株式 495 11.00 平成24年3月31日 平成24年6月29日

 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当
連結会計年度の末日後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

平成25年
6月27日
定時
株主総会

普通株式 2,202 利益剰余金 3.00 平成25年3月31日 平成25年6月28日

第4回第一種優先株式 253 利益剰余金 11.00 平成25年3月31日 平成25年6月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係
　　　現金預け金勘定 188,043百万円
　　　定期預け金 △70,000百万円
　　　現金及び現金同等物 118,043百万円

（リース取引関係）
1． ファイナンス・リース取引
 （1） 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移

転外ファイナンス・リース取引
（借手側）
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定資産 2,080百万円 1,772百万円 307百万円
無形固定資産 ─百万円 ─百万円 ─百万円

合計 2,080百万円 1,772百万円 307百万円
（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によってお
ります。

②未経過リース料期末残高相当額
1年内 251百万円
1年超 56百万円
合計 307百万円
（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利
子込み法によっております。

③支払リース料及び減価償却費相当額
支払リース料 261百万円
減価償却費相当額 261百万円

④減価償却費相当額の算定方法
　 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却し
ております。

2．オペレーティング・リース取引
（借手側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リ
ース料
1年内 6百万円
1年超 4百万円
合計 10百万円

（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
 （1）金融商品に対する取組方針
   　当社グループは、預金業務、貸出業務等の銀行業務を中心に、電子

計算機関連業務、リース業務、クレジットカード業務等の金融サービ
スに係る事業を行っております。主たる業務である預金業務、貸出業
務ならびに有価証券運用等において、金利の変動リスクを有している
ことから、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行うとともに、そ
の一環として、デリバティブ取引を行っております。

 （2）金融商品の内容及びそのリスク
   　当社グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対

する貸出金であり、お取引先の債務不履行による信用リスク及び金利
の変動リスクに晒されております。また、有価証券は、主として債券、
株式、投資信託等であり、満期保有目的、純投資目的、政策投資目的
及び売買目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用
リスク及び金利の変動リスク、価格の変動リスクに晒されております。

   　主な金融負債である預金については、流動性リスクが存在するとと
もに、金融資産と同様に金利の変動リスクに晒されております。

   　デリバティブ取引に内在する主要なリスクは、金利、為替、株価等
の市況変動に係る市場リスクと、取引相手先の契約不履行などに係る
信用リスクです。当社グループが利用しているデリバティブ取引は、
大部分がリスクヘッジを目的としており、デリバティブ取引の市場リ
スクは、ヘッジ対象取引の市場リスクとほぼ相殺されています。なお、
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段は、金利スワップ、通貨スワップ、
先渡取引等であり、ヘッジ対象は有価証券等であります。

 （3）金融商品に係るリスク管理体制
  ①信用リスクの管理
    　「信用リスク管理規程」等各種規程類を制定し、信用リスク管理

の基本方針や管理体制を定め、適切な信用リスク管理を行うための
態勢整備を行っております。具体的には、審査部門が与信先の財務
状況、資金使途、返済財源等を的確に把握し、与信案件のリスク特
性に応じた適切な審査を行っております。また、与信管理部門は、
信用格付制度の整備・運用のほか、与信の集中リスク回避を目的と
した自主限度の設定・管理、信用リスクの定量的把握を行い、計測
した信用リスク量については、統合的リスク管理の枠組みの中で、
取締役会やリスク管理委員会にて報告・協議を行っております。
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  ②市場リスクの管理
    　「市場リスク管理規程」等各種規程類を制定し、市場リスク管理

の基本方針や管理体制を定め、適切な市場リスク管理を行うための
態勢整備を行っております。

 　 ⅰ金利リスクの管理
 　　 　金利リスク管理については、定期的に有価証券及び預貸金等

の資産・負債全体についての金利リスク量を計測するととも
に、金利ギャップ分析や金利感応度分析等を行い、ALM戦略
委員会及びリスク管理委員会において報告・協議する体制とし
ております。また、金利リスクを適切にコントロールするため、
金利リスク量に限度額を設定し、管理しております。

 　 ⅱ価格変動リスクの管理
 　　 　価格変動リスク管理については、金利リスク管理同様、リス

ク量の計測を行い、そのリスク量に対する限度額を設定し、
日々取得リスク量を管理しております。特に、純投資目的の有
価証券については、リスク量管理に加え、取引限度額及び損失
限度額を設定し、管理しております。また、政策投資目的の株
式については、残高削減やヘッジ取引等によるリスク量の軽減
に努めております。

 　 ⅲ為替リスクの管理
 　　 　外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを把握し、予め

定めた限度額の範囲に収まるよう管理するとともに、通貨スワ
ップ等を利用し、リスクの軽減を図っております。

 　 ⅳデリバティブ取引
 　　 　デリバティブ取引については、ヘッジ目的での使用を基本と

しておりますが、限定的な範囲でディーリング取引も行ってお
ります。なお、取引の執行、ヘッジの有効性評価、事務管理に
関する部門については、それぞれ分離し、内部牽制を確立して
おります。

 　 ⅴ市場リスクに係る定量的情報
 　　 　当社グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスク

の影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「コールローン」、
「買入金銭債権」、「有価証券」のうち債券及び投資信託等、「貸
出金」、「預金」、「債券貸借取引受入担保金」、「借用金」及び「社
債」などが該当します。また、価格変動リスクの影響を受ける
金融商品は、「有価証券」のうち株式及び投資信託等が該当し
ます。

 　　 　当社グループでは、銀行業を営む連結子会社において、これ
らの金融資産及び金融負債につき、金利及び価格の変動による
損益又は経済価値への影響額を把握するために、バリュー・ア
ット・リスク（VaR）を算定し、内部管理に利用しております。
VaRの算定は、分散共分散法（保有期間：リスク特性により3
ヶ月から6ヶ月、信頼区間：99％、観測期間：リスク特性によ
り1年から5年）により行っており、当連結会計年度末の金額
は、金利リスクが271百万円、価格変動リスクが16,302百万
円となっております。

 　　 　なお、算定したVaRと実際の損益変動を比較するなどバック
テスティングを実施しており、使用する計測モデルが十分に市
場リスクを捕捉しているかについて確認を行っております。

 　　 　また、金利リスクのVaRの算定については、流動性預金のう
ちコア預金（明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によっ
て随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間
滞留することが見込まれる預金）について、調整を行っており
ます。当該VaRは、過去の相場変動をベースに統計的に算出し
た一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では
考えられないほど市場環境が激変する状況下のリスクは捕捉で
きない可能性があります。

  ③流動性リスクの管理
    　「流動性リスク管理規程」等各種規程類を制定し、流動性リスク

管理の基本方針や管理体制を定め、適切な流動性リスク管理を行う
ための態勢整備を行っております。当社グループでは、安定した資
金繰り管理と、高い流動性準備の確保、及び流動性リスクが顕在化
した場合に備えての予兆管理の徹底に努めております。

 （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
   　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項
　　平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの
差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
また、重要性の乏しいものについては、記載を省略しております。

 （単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時　価 差　額

⑴　現金預け金 188,043 188,043 ―
⑵　コールローン及び買入手形 110,000 110,000 ―
⑶　有価証券
　　満期保有目的の債券 155,247 154,026 △1,221
　　その他有価証券 826,628 826,628 ―
⑷　貸出金 2,575,933
　　貸倒引当金（＊1） △27,087

2,548,845 2,562,999 14,153
資産計 3,828,765 3,841,697 12,931
⑴　預金 3,532,474 3,533,047 572
⑵　譲渡性預金 48,042 48,042 ―
⑶　債券貸借取引受入担保金 73,918 73,918 ―
⑷　借用金 24,891 25,296 405
⑸　社債 10,000 10,368 368
負債計 3,689,328 3,690,674 1,346
デリバティブ取引（＊2）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 250 250 ―
　ヘッジ会計が適用されているもの （418） （418） ―
デリバティブ取引計 （167） （167） ―

（＊1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しており
ます。

（＊2） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し
ております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して
おり、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示してお
ります。

（注1）金融商品の時価の算定方法
資　産
 （1）現金預け金
   　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金につい
ては、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 （2）コールローン及び買入手形
   　コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間（1年以

内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

 （3）有価証券
   　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価

格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信
託は、取引所の価格、公表されている基準価格又は取引金融機関から
提示された価格によっております。非公募私募債については、（4）
貸出金の時価算定方法と同様の方法によっております。

   　一部の変動利付国債の時価については、市場価格を時価とみなせな
い状態にあると判断し、合理的に算定された価額をもって時価として
おります。

   　変動利付国債の合理的に算定された価額は、当該変動利付国債から
発生する将来キャッシュ・フローの算定上、コンベクシティ調整及び
ブラック・ショールズ型のオプションモデルで計算したゼロフロアオ
プションの価値を考慮したうえで、割引現在価値とした価額でありま
す。なお、算定に用いる主な変数は、国債スポットレートや円スワッ
プションボラティリティであります。当社では、当該価額を情報ベン
ダーより入手し、その適切性を検証のうえ利用しております。

 （4）貸出金
   　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映す

るため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基
づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間
が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。

   　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等について
は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による
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回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結
決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上
額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

   　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性によ
り、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金
利条件等から、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当
該帳簿価額を時価としております。

負　債
 （1）預金、及び（2）譲渡性預金
   　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金については、一
定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現
在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（1年
以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

 （3）債券貸借取引受入担保金
   　債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（1年以内）

であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。

 （4）借用金、及び（5）社債
   　借用金及び社債については、将来のキャッシュ・フローを同様の借

入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価額
を時価としております。なお、短期市場金利に連動する変動金利によ
るものは、当社及び連結子会社の信用状態が実行後大きく異なってい
ないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当
該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（通貨
先物、通貨オプション、通貨スワップ等）であり、取引所の価格、割引現在
価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。

（注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対
照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（3）
その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区　　分 連結貸借対照表計上額
①　非上場株式（＊1）（＊2） 2,297
②　組合出資金（＊3） 475

合　　計 2,773
（＊1） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 当連結会計年度において、非上場株式について、9百万円減損処理を

行っております。
（＊3） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが

極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価
開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

1年以内 1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内 10年超

現金預け金 188,043 ― ― ― ― ―
コールローン及び買入手形 110,000 ― ― ― ― ―
有価証券
　満期保有目的の債券 21,073 1,446 60,427 504 71,794 ―
　　うち国債 ― 506 60,427 504 71,794 ―
　　　　地方債 14,392 ― ― ― ― ―
　　　　社債 6,680 ― ― ― ― ―
　　　　その他 ― 940 ― ― ― ―
　　　　　外国債券 ― 940 ― ― ― ―
　その他有価証券のうち
　満期があるもの 113,929 111,953 222,436 78,170 177,366 64,730

　　うち国債 77,915 8,409 48,471 ― 125,344 ―
　　　　地方債 3,858 20,365 42,891 54,793 6,555 10,255
　　　　社債 5,828 50,700 55,108 796 5,165 47,481
　　　　その他 26,326 32,477 75,965 22,581 40,301 6,992
　　　　　外国債券 26,326 32,477 75,965 22,581 40,301 6,992
貸出金（＊） 673,443 467,356 330,934 201,848 234,475 549,974

合　計 1,106,490 580,756 613,798 280,524 483,636 614,704

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償
還予定額が見込めない84,568百万円、期間の定めのないもの33,332
百万円は含めておりません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

1年以内 1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内 10年超

預金（＊） 3,102,646 346,170 83,658 ― ― ―
譲渡性預金 48,042 ― ― ― ― ―
債券貸借取引受入担保金 73,918 ― ― ― ― ―
借用金 184 1,628 78 15,000 8,000 ―
社債 ― ― ― ― 10,000 ―

合　計 3,224,792 347,799 83,736 15,000 18,000 ―

（＊）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しており
ます。

（退職給付関係）
1． 採用している退職給付制度の概要
　　株式会社紀陽銀行は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び
退職一時金制度を設けております。また、株式会社紀陽銀行は、退職給付
信託を設定しております。

　　連結子会社1社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、総合
設立型の厚生年金基金制度に加入しております。

　　また、その他の連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。
2． 退職給付債務に関する事項
　　　退職給付債務 （Ａ） △26,747百万円
　　　年金資産 （Ｂ） 35,401百万円
　　　未積立退職給付債務 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 8,653百万円
　　　未認識数理計算上の差異 （Ｄ） △2,895百万円
　　　連結貸借対照表計上額純額 （Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） 5,758百万円
　　　前払年金費用 （Ｆ） 5,789百万円
　　　退職給付引当金 （Ｅ）－（Ｆ） △31百万円
（注）1．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採

用しております。
 2．複数の事業主により設立された企業年金制度を採用している場合

の当該年金制度の直近の積立状況等については、重要性が乏しいた
め記載しておりません。

3． 退職給付費用に関する事項
　　　勤務費用 854百万円
　　　利息費用 497百万円
　　　期待運用収益 △446百万円
　　　数理計算上の差異の費用処理額 △938百万円
　　　その他（臨時に支払った割増退職金等）（注）2 41百万円
　　　退職給付費用 8百万円
（注）1．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用及び総合設立型

の厚生年金基金への要拠出額は、一括して「勤務費用」に含めて計
上しております。
 2．確定拠出年金への掛金支払額（当連結会計年度19百万円）を含
めております。

4． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
 （1）割引率 1.4％
 （2）期待運用収益率 2.0％
 （3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
 （4）過去勤務債務の額の処理年数 ―
 （5）数理計算上の差異の処理年数  9年（各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の
年数による定額法により按分した額
を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとしておりま
す。）

（ストック・オプション等関係）
　該当ありません。
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連結財務諸表

（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金 22,294百万円
　　　有価証券償却 6,845百万円
　　　退職給付引当金 5,813百万円
　　　繰越欠損金 506百万円
　　　その他 5,674百万円
　　繰延税金資産小計 41,133百万円
　　評価性引当額 △22,940百万円
　　繰延税金資産合計 18,193百万円
　　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金 △10,771百万円
　　　退職給付信託関係損益 △670百万円
　　　その他 △1,159百万円
　　繰延税金負債合計 △12,601百万円
　　繰延税金資産の純額 5,592百万円

2． 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項
目別の内訳
　　法定実効税率 37.7％
　　　（調整） 
　　　評価性引当額の増減 △7.0％
　　　のれんの償却 2.3％
　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7％
　　　その他 0.4％
　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.7％

（企業結合等関係）
　該当ありません。

（関連当事者情報）
１. 関連当事者との取引
 （1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
　　該当ありません。
 （2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
  （ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
　　　該当ありません。
  （イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
　　　該当ありません。
  （ウ）  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
　　　該当ありません。
  （エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員及びその近親者 西　洋
（注）2 ― ― 不動産

賃貸業
被所有直接
0.01 資金貸借 資金の貸付

（注）1 ― 貸出金 33

重要な子会社の役員及びその近親者 上野　真弘
（注）3、5、7 ― ― 会社員 ― 資金貸借 資金の貸付

（注）1 ― 貸出金 17

役員及びその近親者が議決権の過半
数を所有している会社等

明楽ダンボール
工業株式会社
（注）4、6、8

和歌山県
和歌山市 10 段ボール箱

製造業
被所有直接
0.05 資金貸借

資金の貸付
（注）1 15 貸出金 56

貸付金の
返済 43

私募債の
引受

（注）1
― 有価証券 50

　取引条件及び取引条件の決定方針等
　　（注）1.　取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引先と同様であります。

2.　当社社外監査役増尾穰の近親者であります。
3.　当社の連結子会社（株式会社紀陽銀行）前取締役上野隆司氏の近親者であります。
4.　 当社の連結子会社（株式会社紀陽銀行）執行役員明樂泰彦の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。
5.　貸出金の担保として不動産に抵当権を設定しております。
6.　貸出金の担保として不動産に根抵当権を設定しております。
7.　 上野隆司氏は、平成24年6月28日付で当社の連結子会社（株式会社紀陽銀行）取締役を退任しておりますので、上野真弘氏の期末残高につ
いては同日現在の残高を記載しております。

8.　 当社の連結子会社（株式会社紀陽銀行）執行役員明樂泰彦は、平成24年6月28日付で当社の連結子会社（株式会社紀陽銀行）執行役員に就任し、
関連当事者に該当することとなったため、明楽ダンボール工業株式会社の取引金額については、関連当事者である期間について記載しており
ます。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
　　該当ありません。
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（1株当たり情報）
　　1株当たり純資産額 235.27円
　　1株当たり当期純利益金額 24.31円
　　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 19.49円
（注）1．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額 190,604百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 18,771百万円
　うち少数株主持分 2,418百万円
　うち優先株式発行金額 16,100百万円
　うち定時株主総会決議による優先配当額 253百万円
普通株式に係る期末の純資産額 171,832百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数 730,366千株

 2．1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
1株当たり当期純利益金額 
　当期純利益 18,125百万円
　普通株主に帰属しない金額 253百万円
　　うち定時株主総会決議による優先配当額 253百万円
　普通株式に係る当期純利益 17,872百万円
　普通株式の期中平均株式数 735,333千株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 
　当期純利益調整額 253百万円
　　うち定時株主総会決議による優先配当額 253百万円
　普通株式増加数 194,681千株
　　うち優先株式 194,681千株
 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり当期純利益金額の算定に含め
なかった潜在株式の概要 ―

（重要な後発事象）
（資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替えることについて）
　当社は、平成25年5月13日開催の取締役会において、平成25年6月27日
開催の定時株主総会に資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替えるこ
とを付議することを決議し、同定時株主総会にて承認可決されました。
1． 資本準備金の振り替えの目的
　　会社法第448条第1項の規定に基づき、公的資金に係る優先株式の取得
を目的として行うものであります。

　　なお、当社は、平成25年5月13日開催の取締役会において、公的資金
に係る第4回第一種優先株式を株式会社整理回収機構から取得することを
目的とする自己株式（優先株式）の取得枠の設定について、平成25年6月
27日開催の定時株主総会に議案を付議することを決議し、同定時株主総
会にて承認可決されました。

2． 取り崩す資本準備金の額
　　資本準備金の額47,044,600,841円のうち、19,320,000,000円を取
り崩して、27,724,600,841円とします。

3． 資本準備金の振り替えの方法
　　会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を一部取り崩し、そ
の全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。

4. 日程
 （1） 取締役会決議日　　　　　　　　　平成25年5月13日（月）
 （2） 株主総会決議日　　　　　　　　　平成25年6月27日（木）
 （3） 債権者異議申述最終期日（予定）　平成25年7月29日（月）
 （4） 効力発生日（予定）　　　　　　　平成25年7月30日（火）

（当社連結子会社株式会社紀陽銀行との合併契約締結について）
　当社と当社連結子会社である株式会社紀陽銀行は、平成25年5月13日開
催のそれぞれの取締役会において、定時株主総会及び種類株主総会の承認並
びに監督官庁の認可等を前提として、株式会社紀陽銀行を存続会社として合
併することを承認決議し、合併契約を締結いたしました。
　なお、当該合併についての株主総会決議は、当社及び株式会社紀陽銀行の
定時株主総会及び種類株主総会において、平成25年6月27日に承認可決さ
れました。
　また、当該合併は共通支配下の取引等であり、その概要は次のとおりであ
ります。
1.  各結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形
式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要
 （1） 結合当事企業の名称及びその事業の内容
  ①結合企業
   　名称　　　　株式会社紀陽銀行
   　事業の内容　銀行業
  ②被結合企業
   　名称　　　　株式会社紀陽ホールディングス
   　事業の内容　銀行持株会社

 （2） 企業結合日
   　平成25年10月1日（予定）
 （3） 企業結合の法的形式
   　株式会社紀陽銀行を存続会社とする吸収合併
 （4） 結合後企業の名称
   　株式会社紀陽銀行
 （5） 取引の目的を含む取引の概要
　　　 　当社は、平成18年2月に、株式会社紀陽銀行と株式会社和歌山銀行

の経営統合をスムーズに進めていくことを目的に、両行の持株会社と
して設立されました。以降、平成18年10月の両行の合併をはじめと
する経営統合の推進や統合効果の早期実現に取組んでまいりました
が、合併以降6年以上が経過した現在において、当社設立時の目的は
ほぼ達成されたものと考えております。

　　　 　一方、この間の当社を取巻く経営環境は大きく変化しており、今
後、経営判断のさらなるスピード化やより一層のガバナンスの強化な
どが求められることが予測されます。

　　　 　これらを踏まえ当社では、意思決定の迅速化や業務の効率化を図
り、より健全かつ強固な財務基盤を確立し、円滑な金融機能の発揮に
よって地域経済の活性化に引き続き貢献していくため、このたび純粋
持株会社制を廃止し、事業子会社である株式会社紀陽銀行を中心とし
た、よりシンプルなグループ体制への再編を図ることとしたもので
す。

2． 実施する会計処理の概要
　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成20年12月26
日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づき、共通支配下
の取引として会計処理を行う予定です。

前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財務諸表は、金融商品取引法第
193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受
けております。
また、当社は、会社法第444条第3項の規定により作成した書類について、
会社法第396条第1項による有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりま
す。
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連結情報
事業の内容

当社関係会社の概要

会　社　名 所　在　地 主要な事業の内容 設立年月日 資本金
（百万円）

当社議決権比率
（％）

子会社等議決権比率
（％）

株式会社紀陽銀行 和歌山市本町
一丁目35番地 銀行業務 明治28年

5月2日 80,096 100.0 ―

紀陽情報システム株式会社 和歌山市中之島
2240番地 電子計算機関連業務 昭和60年

2月1日 80 58.2 ―

紀陽ビジネスサービス株式会社 和歌山市中之島
2240番地

事務代行業務、
労働者派遣業務

平成15年
9月30日 60 ― 100.0

阪和信用保証株式会社 和歌山市中之島
2240番地 信用保証業務 昭和54年

7月11日 480 ― 100.0

紀陽リース・キャピタル株式会社 和歌山市七番丁
24番地

リース業務、
ベンチャーキャピタル業務

平成8年
1月9日 150 ― 66.7

株式会社紀陽カード 和歌山市本町
四丁目45番地 クレジットカード業務 平成2年

9月5日 60 ― 55.0

株式会社紀陽カードディーシー 和歌山市本町
四丁目45番地 クレジットカード業務 平成2年

9月5日 90 ― 88.2

（平成25年3月31日現在）

　当社グループは、連結子会社7社で構成され、銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。

（銀行業）
　当社及び株式会社紀陽銀行の本店並びに支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務及び外国為替業務等の銀行業を
行っております。
（その他）
　当社のその他の関係会社においては、銀行業以外の金融サービスに係る事業を行っております。
　紀陽情報システム株式会社においては電子計算機関連業務、阪和信用保証株式会社においては信用保証業務、紀陽ビジネスサー
ビス株式会社においては事務代行業務・労働者派遣業務、紀陽リース・キャピタル株式会社においてはリース業務・ベンチャーキ
ャピタル業務、株式会社紀陽カード及び株式会社紀陽カードディーシーにおいてはクレジットカード業務を行っております。

（☆は当社の連結子会社）

本店及び支店　100
出張所　7

（銀行業）

（その他）

株式会社紀陽ホールディングス

☆株式会社紀陽銀行

（信用保証業務）
☆阪和信用保証株式会社

（事務代行、労働者派遣業務）
☆紀陽ビジネスサービス株式会社

（リース、ベンチャーキャピタル業務）
☆紀陽リース・キャピタル株式会社

（クレジットカード業務）
☆株式会社紀陽カード

（クレジットカード業務）
☆株式会社紀陽カードディーシー

（電子計算機関連業務）
☆紀陽情報システム株式会社

（平成25年3月期末）
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営業の概況

主要な経営指標等の推移
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○業績
　当社グループは、平成24年4月より第3次中期経営計画をスタートさせ、お客さまから選ばれ続ける銀行を目指す方針のもと、
お客さまの利便性向上に努めるとともに、より充実した金融商品、金融サービスの提供に注力し、業績の向上と経営体質の強化に
取り組んでまいりました。
　これらの取り組みの結果、当連結会計年度の連結ベースの業績は、次のとおりとなりました。
　業容面では、貸出金につきましては、営業体制の強化を進めるとともに、地元企業の事業再生や地域金融の円滑化に積極的に取
り組んだこと等により、期中366億円増加し、当連結会計年度末残高は2兆5,759億円となりました。預金等（譲渡性預金を含む）
につきましては、個人預金や法人預金を中心に安定的な資金調達を推し進めたことから、期中845億円増加し、当連結会計年度末
残高は3兆5,805億円となりました。また、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするために、金融商品のラインナップを充
実させ、投資信託や終身保険等の販売にも注力してまいりました。有価証券につきましては、国債が減少したこと等により、期中
844億円減少し、当連結会計年度末残高は9,846億円となりました。
　損益面では、資金利益につきましては、市場金利の低下に伴い、貸出金利息や有価証券利息等が減少したこと等から、前連結会
計年度比14億82百万円減少し508億2百万円となりました。また、役務取引等利益につきましては、住宅ローン支払保険料が増加
したこと等から、前連結会計年度比1億16百万円減少し73億18百万円となりました。その他業務利益は、債券関係損益が増加し
たこと等から、前連結会計年度比81億4百万円増加の105億85百万円となりました。以上により、連結粗利益（※）は前連結会計
年度比65億6百万円増加し687億7百万円となりました。営業経費につきましては、引き続き経費削減に注力したことや預金保険
料の返戻等により、前連結会計年度比13億25百万円減少し401億17百万円となりました。また、不良債権処理額につきましては、
貸倒引当金が取崩しとなったこと等により、前連結会計年度比43億83百万円減少し35億63百万円となりました。さらに、株式等
関係損益につきましては、株高の進行等により、前連結会計年度比24億42百万円改善し、△5億30百万円となりました。以上に
より、経常利益は前連結会計年度比125億76百万円増加の272億42百万円となりました。特別損益につきましては、前連結会計
年度比14億78百万円減少し△90百万円となり、また法人税、住民税及び事業税につきましては、前連結会計年度比12億25百万
円増加し16億83百万円となったこと等から、当期純利益につきましては、前連結会計年度比105億23百万円増加し181億25百万
円となりました。
　セグメントの業績につきましては、当社グループの中心である銀行業セグメントは、上記の要因等により、経常収益は796億82
百万円、経常費用は537億83百万円、経常利益は258億98百万円となりました。また、その他セグメントにつきましては、経常
収益は108億44百万円、経常費用は94億68百万円、経常利益は13億75百万円となりました。
　当連結会計年度末の連結自己資本比率（第二基準）は、当期純利益を着実に計上したものの、当連結会計年度に取得した自己株
式の消却による資本剰余金の減少等により、自己資本額が前連結会計年度末比50億円減少したことや貸出金の増加等により、リス
クアセット等が前連結会計年度末比338億円増加したことから、前連結会計年度末比0.49％低下し、11.14％となりました。
※連結粗利益＝資金利益（資金運用収益－資金調達費用）＋役務取引等利益（役務取引等収益－役務取引等費用）

＋その他業務利益（その他業務収益－その他業務費用）

○キャッシュ・フロー
　当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比331億56百万円増加し1,180億43百万円
となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、市場運用の増加を主因に△802億55百万円（前連結会計年度比△2,541億22百万円）
となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入を主因に1,365億39百万円（前連結会計年度比＋3,372億
7百万円）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出を主因に△231億80百万円（前連結会計年度比△186億
38百万円）となりました。

（単位：百万円）
項　　目

平成20年度
平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

平成21年度
平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度
平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

平成23年度
平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

平成24年度
平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

連　結　経　常　収　益 87,764 86,213 87,220 84,327 87,206
連結経常利益又は連結経常損失（△） △　8,514 　6,626 11,249 14,666 27,242
連 結 当 期 純 利 益 1,439 5,836 6,637 7,602 18,125
連 結 包 括 利 益 ― ― 9,727 19,622 27,750
連　結　純　資　産　額 125,335 158,900 165,994 183,034 190,604
連　結　総　資　産　額 3,437,616 3,673,074 3,771,269 3,854,842 3,927,469
連 結 自 己 資 本 比 率
（　第　二　基　準　） 10.96％ 10.90％ 11.49％ 11.63％ 11.14％

（注）連結自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づく平成18年金融庁告示第20号に定められた算式に基づき算出しております。当社は、第二基準（国内基準）を適用し
ております。

（単位：百万円）

（当連結会計年度：平成24年4月1日～平成25年3月31日）

60



連結情報
セグメント情報

連結リスク管理債権

事業の種類別セグメント情報　

【当連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）】 （単位：百万円）

銀行業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 79,350 7,856 87,206 ― 87,206
（2）セグメント間の内部経常収益 332 2,987 3,320 （3,320） ―

計 79,682 10,844 90,526 （3,320） 87,206
　経常費用 53,783 9,468 63,252 （3,288） 59,963
　経常利益 25,898 1,375 27,274 （31） 27,242
Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
　資産 3,925,955 26,433 3,952,388 （24,918） 3,927,469
　減価償却費 3,851 254 4,106 ― 4,106
　減損損失 32 ― 32 ― 32
　資本的支出 2,477 428 2,906 ― 2,906

（注） 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
  （1）銀行業…銀行業務　
  （2）その他の事業…信用保証業務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務、電子計算機関連業務

【前連結会計年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）】 （単位：百万円）

銀行業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 75,939 8,387 84,327 ― 84,327
（2）セグメント間の内部経常収益 434 2,697 3,132 （3,132） ―

計 76,374 11,085 87,459 （3,132） 84,327
　経常費用 63,116 9,733 72,850 （3,188） 69,661
　経常利益 13,257 1,352 14,609 （△56） 14,666
Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
　資産 3,854,001 26,246 3,880,248 （25,405） 3,854,842
　減価償却費 4,017 215 4,233 ― 4,233
　減損損失 37 ― 37 ― 37
　資本的支出 1,605 680 2,286 ― 2,286

（注） 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
  （1）銀行業…銀行業務　
  （2）その他の事業…信用保証業務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務、電子計算機関連業務

（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日
破綻先債権額 2,732 1,981
延滞債権額 82,361 82,542
3カ月以上延滞債権額 ― 34
貸出条件緩和債権額 10,707 9,392
合　計 95,801 93,950

（注） 1. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を
計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第
3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

 2. 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であ
ります。

 3. 3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
 4. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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役員・組織
取締役および監査役
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取締役社長（代表取締役） 片　山　博　臣
専務取締役 泉　　　清　映
常務取締役（グループ管理部長） 成　田　幸　夫
常務取締役（グループ企画部長） 鈴　木　教　秀
取締役 阪　本　彰　央
取締役（非常勤） 水　野　八　朗

監査役（常勤） 樋　口　勝　二
監査役（常勤） 北　山　隆　一
監査役（非常勤） 松　川　雅　典
監査役（非常勤） 増　尾　　　穰
監査役（非常勤） 大　平　勝　之

（注） 1. 取締役　水野八朗は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
 2. 監査役　松川雅典、増尾穰、大平勝之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
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（平成25年6月30日現在）

（平成25年6月30日現在）
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株式の状況
発行済株式総数、資本金等の推移

所有者別状況

年月日 発行済株式総数増減数
(千株)

発行済株式総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増減額
(百万円)

資本準備金残高
(百万円)

平成20年4月 1日～
平成21年3月31日　

（注）1

普通株式 416 普通株式 739,841

― 58,350 ― 47,044

第一種 第一種
優先株式 △43 優先株式 223
第二種 第二種
優先株式 △274 優先株式 4,553
第4回第一種 第4回第一種
優先株式 ― 優先株式 45,000

平成21年4月 1日～
平成22年3月31日　

（注）2

普通株式 1,287 普通株式 741,129

― 58,350 ― 47,044

第一種 第一種
優先株式 △223 優先株式 ―
第二種 第二種
優先株式 △514 優先株式 4,039
第4回第一種 第4回第一種
優先株式 ― 優先株式 45,000

平成22年4月 1日～
平成23年3月31日　

（注）3

普通株式 86 普通株式 741,215

― 58,350 ― 47,044
第二種 第二種
優先株式 △90 優先株式 3,949
第4回第一種 第4回第一種
優先株式 ― 優先株式 45,000

平成23年4月 1日～
平成24年3月31日　

（注）4

普通株式 3,801 普通株式 745,017

― 58,350 ― 47,044
第二種 第二種
優先株式 △3,949 優先株式 ―
第4回第一種 第4回第一種
優先株式 ― 優先株式 45,000

平成24年4月 1日～
平成25年3月31日　

（注）5

普通株式 ― 普通株式 745,017
― 58,350 ― 47,044第4回第一種 第4回第一種

優先株式 △22,000 優先株式 23,000
（注） 1. 第4期中に、優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第一種優先株式43千株、第二種優先株式274千株減少し、当該優先株式に係る取得請求権の行使に伴

い、普通株式416千株増加いたしました。
 2. 第5期中に、優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第一種優先株式223千株、第二種優先株式514千株減少し、当該優先株式に係る取得請求権の行使に伴

い、普通株式1,287千株増加いたしました。
 3. 第6期中に、優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第二種優先株式が90千株減少し、当該優先株式に係る取得請求権の行使に伴い、普通株式が86千株増

加いたしました。
 4. 第7期中に、優先株式の取得及び消却を実施したことに伴い、第二種優先株式が3,949千株減少し、当該優先株式に係る取得請求権の行使及び一斉取得に伴い、普通

株式が3,801千株増加いたしました。
 5. 第8期中に、第4回第一種優先株式22,000千株の取得及び消却を実施いたしました。

普通株式 （平成25年3月31日現在）

区　　分
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 単 元 未 満

株式の状況
（株）

政 府 及 び 金 融 機 関 金 融 商 品 そ の 他 の 外国法人等 個 　 　 人 計
地方公共団体 取 引 業 者 法 人 個 人 以 外 個 　 　 人 そ の 他

株主数（人） 0 57 33 1,510 115 4 17,346 19,065 ―
所有株式数（単元） 0 171,825 6,857 291,542 51,903 19 220,570 742,716 2,301,053
所有株式数の割合（％） 0.00 23.13 0.92 39.25 6.98 0.00 29.69 100.00 ―

（注） 1．自己株式10,999,748株は「個人その他」に10,999単元、「単元未満株式の状況」に748株含まれております。
 2．「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。

第4回第一種優先株式 （平成25年3月31日現在）

区　　分
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 単 元 未 満

株式の状況
（株）

政 府 及 び 金 融 機 関 金 融 商 品 そ の 他 の 外国法人等 個 　 　 人 計
地方公共団体 取 引 業 者 法 人 個 人 以 外 個 　 　 人 そ の 他

株主数（人） ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
所有株式数（単元） ― ― ― 23,000 ― ― ― 23,000 ―
所有株式数の割合（％） ― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
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所有株式数別 （平成25年3月31日現在）

氏名又は名称 住　所 所有株式数（千株） 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8－11 23,580 3.07
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4－2 23,000 2.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2丁目11－3 17,012 2.21
紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会 和歌山市本町1丁目35 16,019 2.08
株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7－1 12,000 1.56
株式会社湊組 和歌山市湊2丁目12－24 10,394 1.35
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 東京都中央区晴海1丁目8－11 8,440 1.09
株式会社島精機製作所 和歌山市坂田85 8,396 1.09
南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波5丁目1－60 7,114 0.92
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15－2 7,059 0.91

計 ― 133,015 17.31
（注） 1．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 32,020千株
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社 17,012千株
 2 ．株式会社整理回収機構の全株式は議決権を有しない第4回第一種優先株式であります。
 3 ．当社は平成25年3月31日現在、自己株式を10,999千株保有しており、上記大株主からは除外しております。
 4 ．平成19年1月18日付にて提出された、りそな信託銀行株式会社、預金保険機構及び株式会社整理回収機構を共同保有者とする大量保有報告書により、平成19年1

月15日現在で、それぞれが以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けております。そのなかで、共同保有者として記載されている株式会社整理回収機構の保
有株式数の内容は、当社の当事業年度末の優先株式の株主名簿上の記載内容と一致しておりますので大株主の状況の所有株式数別に記載しておりますが、りそな信
託銀行株式会社、預金保険機構については、当社としては当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりませ
ん。

（大量保有報告書の内容）

氏名又は名称 住　所 保有株券等の数
（千株） 株券等保有割合（％）

預金保険機構 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 6,800 0.92
りそな信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町1丁目1番2号 3,364 0.46

（注） 上記保有株券等の数及び株券等保有割合は大量保有報告書に記載されているものを転記しております。

所有議決権数別 （平成25年3月31日現在）

氏名又は名称 住　所 所有議決権数（個） 総株主の議決権に対する
所有議決権数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8－11 23,580 3.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2丁目11－3 17,012 2.32
紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会 和歌山市本町1丁目35 16,019 2.18
株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7－1 12,000 1.63
株式会社湊組 和歌山市湊2丁目12－24 10,394 1.42
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 東京都中央区晴海1丁目8－11 8,440 1.15
株式会社島精機製作所 和歌山市坂田85 8,396 1.14
南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波5丁目1－60 7,114 0.97
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15－2 7,059 0.96
株式会社損害保険ジャパン 東京都中央区晴海1丁目8－12 7,019 0.95

計 ― 117,033 15.99
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連結財務諸表
連結貸借対照表
資産の部

負債及び純資産の部

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科　　目 前連結会計年度末　平成24年3月31日 当連結会計年度末　平成25年3月31日
現金預け金 84,849 187,899
コールローン及び買入手形 61,239 110,000
買入金銭債権 2,830 941
商品有価証券 2,010 1,415
有価証券 1,069,123 984,622
貸出金 2,539,253 2,575,933
外国為替 1,865 2,103
その他資産 41,953 27,285
有形固定資産 33,689 33,202
　建物 10,554 10,226
　土地 18,849 19,019
　リース資産 156 145
　建設仮勘定 ― 39
　その他の有形固定資産 4,129 3,771
無形固定資産 7,167 6,221
　ソフトウェア 6,692 5,286
　リース資産 21 5
　その他の無形固定資産 453 929
繰延税金資産 17,109 5,657
支払承諾見返 15,389 13,467
貸倒引当金 △　29,420 △　27,398

資産の部合計 3,847,061 3,921,351
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 前連結会計年度末　平成24年3月31日 当連結会計年度末　平成25年3月31日

預金 3,443,206 3,536,422
譲渡性預金 61,488 52,042
債券貸借取引受入担保金 84,206 73,918
借用金 29,432 24,505
外国為替 14 11
社債 13,000 10,000
その他負債 30,815 31,880
退職給付引当金 29 31
役員退職慰労引当金 32 32
睡眠預金払戻損失引当金 700 732
偶発損失引当金 327 362
再評価に係る繰延税金負債 178 178
支払承諾 15,389 13,467

負債の部合計 3,678,821 3,743,585
資本金 80,096 80,096
資本剰余金 32,357 15,697
利益剰余金 41,265 57,830

株主資本合計 153,719 153,624
その他有価証券評価差額金 12,625 22,361
繰延ヘッジ損益 125 △　134
土地再評価差額金 326 326
その他の包括利益累計額合計 13,077 22,553

少数株主持分 1,442 1,587
純資産の部合計 168,239 177,766

負債及び純資産の部合計 3,847,061 3,921,351
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（単位：百万円）

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

経　常　収　益 81,574 84,963
資金運用収益 59,273 56,266
貸出金利息 45,561 43,677
有価証券利息配当金 13,406 12,258
コールローン利息及び買入手形利息 133 138
預け金利息 7 36
その他の受入利息 164 154
役務取引等収益 11,348 11,314
その他業務収益 7,733 14,011
その他経常収益 3,218 3,370
貸倒引当金戻入益 ― 199
償却債権取立益 1,699 1,629
その他の経常収益 1,519 1,540

経　常　費　用 65,391 56,082
資金調達費用 7,012 5,508
預金利息 5,678 4,244
譲渡性預金利息 75 52
債券貸借取引支払利息 240 299
借用金利息 597 609
社債利息 404 248
その他の支払利息 15 52
役務取引等費用 3,900 3,986
その他業務費用 6,034 4,049
営業経費 39,188 37,882
その他経常費用 9,255 4,655
貸倒引当金繰入額 1,158 ―
その他の経常費用 8,096 4,655

経　常　利　益 16,182 28,880
特　別　利　益 1,496 2
固定資産処分益 20 2
退職給付制度改定益 1,476 ―
特　別　損　失 107 67
固定資産処分損 69 59
減損損失 37 8
税金等調整前当期純利益 17,572 28,815
法人税、住民税及び事業税 364 1,619
法人税等調整額 7,860 7,164
法人税等合計 8,224 8,784
少数株主損益調整前当期純利益 9,347 20,031
少数株主利益 81 124
当期純利益 9,265 19,906

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

少数株主損益調整前当期純利益 9,347 20,031
その他の包括利益 12,192 9,501
その他有価証券評価差額金 12,260 9,761
繰延ヘッジ損益 △　93 △　260
土地再評価差額金 25 ―
包括利益 21,539 29,532
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 21,440 29,383
少数株主に係る包括利益 99 149

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結財務諸表
連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

科　　目
前連結会計年度 当連結会計年度

（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで （ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

株主資本

資本金

当期首残高 80,096 80,096

当期変動額

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 80,096 80,096

資本剰余金

当期首残高 32,357 32,357

当期変動額

自己株式の消却 ― △  16,659

当期変動額合計 ― △  16,659

当期末残高 32,357 15,697

利益剰余金

当期首残高 35,358 41,265

当期変動額

剰余金の配当 △  3,373 △  3,342

当期純利益 9,265 19,906

土地再評価差額金の取崩 14 ―

当期変動額合計 5,906 16,564

当期末残高 41,265 57,830

自己株式

当期首残高 ― ―

当期変動額

自己株式の取得 ― △  16,659

自己株式の消却 ― 16,659

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 ― ―

株主資本合計

当期首残高 147,812 153,719

当期変動額

剰余金の配当 △  3,373 △  3,342

当期純利益 9,265 19,906

自己株式の取得 ― △  16,659

自己株式の消却 ― ―

土地再評価差額金の取崩 14 ―

当期変動額合計 5,906 △  95

当期末残高 153,719 153,624
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
前連結会計年度 当連結会計年度

（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで （ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高 382 12,625
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,242 9,736

当期変動額合計 12,242 9,736
当期末残高 12,625 22,361

繰延ヘッジ損益
当期首残高 219 125
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △  93 △  260

当期変動額合計 △  93 △  260
当期末残高 125 △  134

土地再評価差額金
当期首残高 316 326
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 10 ―

当期変動額合計 10 ―
当期末残高 326 326

その他の包括利益累計額合計
当期首残高 918 13,077
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,159 9,476

当期変動額合計 12,159 9,476
当期末残高 13,077 22,553

少数株主持分
当期首残高 1,347 1,442
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 95 145

当期変動額合計 95 145
当期末残高 1,442 1,587

純資産合計
当期首残高 150,078 168,239
当期変動額
剰余金の配当 △  3,373 △  3,342
当期純利益 9,265 19,906
自己株式の取得 ― △  16,659
土地再評価差額金の取崩 14 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,254 9,621

当期変動額合計 18,161 9,526
当期末残高 168,239 177,766

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　　目  前連結会計年度　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 当連結会計年度　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 17,572 28,815
減価償却費 4,234 4,114
減損損失 37 8
貸倒引当金の増減（△） △　1,515 △　2,021
退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 63 32
偶発損失引当金の増減（△） △　56 34
資金運用収益 △　59,273 △　56,266
資金調達費用 7,012 5,508
有価証券関係損益（△） 2,038 △　8,799
為替差損益（△は益） 94 △　14,945
固定資産処分損益（△は益） 48 56
商品有価証券の純増（△）減 2,108 595
貸出金の純増（△）減 △　40,688 △　36,680
預金の純増減（△） 81,556 93,215
譲渡性預金の純増減（△） △　27,783 △　9,445
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 ― △　70,000
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 4,918 △　4,926
コールローン等の純増（△）減 112,399 △　46,865
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 32,038 △　10,287
外国為替（資産）の純増（△）減 △　6 △　237
外国為替（負債）の純増減（△） △　23 △　3
資金運用による収入 58,415 56,574
資金調達による支出 △　9,342 △　9,921
その他 △　8,628 1,153

小計 175,220 △　80,290
法人税等の支払額 △　573 △　363
営業活動によるキャッシュ・フロー 174,646 △　80,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △　590,043 △　364,577
有価証券の売却による収入 248,229 377,877
有価証券の償還による収入 143,301 126,173
有形固定資産の取得による支出 △　1,308 △　1,496
有形固定資産の売却による収入 53 16
無形固定資産の取得による支出 △　824 △　1,338
資産除去債務の履行による支出 △　5 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △　200,597 136,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入 3,000 ―
劣後特約付借入金の返済による支出 △　3,000 ―
劣後特約付社債の発行による収入 3,000 ―
劣後特約付社債の償還による支出 △　5,000 △　3,000
配当金の支払額 △　3,373 △　3,342
少数株主への配当金の支払額 △　4 △　4
自己株式の取得による支出 ― △　16,659
財務活動によるキャッシュ・フロー △　5,378 △　23,006
現金及び現金同等物に係る換算差額 △　6 54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △　31,335 33,049
現金及び現金同等物の期首残高 116,185 84,849
現金及び現金同等物の期末残高 84,849 117,899

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結財務諸表
注記事項（当連結会計年度）
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
1．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社　　5社

紀陽ビジネスサービス株式会社
阪和信用保証株式会社
紀陽リース・キャピタル株式会社
株式会社紀陽カード
株式会社紀陽カードディーシー

（2）非連結子会社　0社
2．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社　　0社
（2）持分法適用の関連会社　　　　0社
（3）持分法非適用の非連結子会社　0社
（4）持分法非適用の関連会社　　　0社
3．連結子会社の事業年度等に関する事項
（1）連結子会社の決算日は次のとおりであります。

　3月末日　　5社
4．会計処理基準に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）
により行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法によ
る償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則として連結
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ
いては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法に
より処理しております。

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に
取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用
しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物：8年～50年
　その他：5年～20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づ
き、定率法により償却しております。
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
当行及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ
り、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改
正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
なお、これによる当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期
純利益に与える影響は軽微であります。

②無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能
期間（5年）に基づいて償却しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及
び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法により償却しております。また、所有権
移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース
資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
を採用しております。

（5）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の
とおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以
下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務
者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のな
お書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）
に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力
を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から
算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資
産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監
査しております。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率
等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権について
は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上して
おります。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について
は、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は44,828百万円であります。

（6）退職給付引当金の計上基準
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を
計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。
　過去勤務債務　　　　発生時に全額を損益処理
　数理計算上の差異　　 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（9年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌連
結会計年度から損益処理

（7）役員退職慰労引当金の計上基準
　当行は、役員退職慰労金について、平成16年6月29日をもって役
員退職慰労金制度を廃止し、廃止時における内規に基づく要支給額を
役員退職慰労引当金として計上しております。

（8）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預
金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する
損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（9）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるた
め、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（10）外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額
を付しております。

（11）リース取引の処理方法
（借手側）
　当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度
に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ
ております。
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（貸手側）
　リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に
属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、「リ
ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16
号平成19年3月30日）第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前
連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額
控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しております。

（12）収益及び費用の計上基準
　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

（13）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

　当行保有の国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法
は、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ有効性評価の方法につい
ては、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる国債と
ヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し評価しております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘ
ッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有
効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク
を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘ
ッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッ
ジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。

（ハ）株価変動リスク・ヘッジ
　当行保有の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方
法は、繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。なお、繰延ヘ
ッジについては、ヘッジ手法に高い有効性が見込まれることから、有
効性の判定は省略しており、時価ヘッジについては有効性の評価をし
ております。

（14）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対
照表上の「現金預け金」のうち、手許現金、日本銀行への預け金及び
随時引き出し可能な預け金であります。

（15）消費税等の会計処理
　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主とし
て税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象
外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

（未適用の会計基準等）
　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年5月17日）
及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25
号平成24年5月17日）
（1）概要

　当該会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏
まえ、主に①未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理
方法を変更し、開示項目を拡充するほか、②退職給付債務及び勤務費
用の計算方法を改正するものであります。　

（2）適用予定日
　当行は①については、平成25年4月1日に開始する連結会計年度の
年度末に係る連結財務諸表から適用し、②については、平成26年4月
1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。　

（3）当該会計基準等の適用による影響　
　当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。

（連結貸借対照表関係）
1． 無担保の消費貸借契約により受け入れている有価証券のうち、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のと
おりであります。

 　当該処分をせずに所有
 　している有価証券 130百万円
2． 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
 　破綻先債権額 1,981百万円
 　延滞債権額 82,542百万円
  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

3． 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
 　3カ月以上延滞債権額 34百万円
  なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の
翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

4． 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
 　貸出条件緩和債権額 9,392百万円
  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5． 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債
権額の合計額は次のとおりであります。

 　合計額 93,950百万円
  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額で
あります。

6． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）
に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手
形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 　　 31,466百万円
7． 担保に供している資産は次のとおりであります。
 　担保に供している資産
 　　有価証券 186,444百万円
 　　その他資産 293百万円
 　　計 186,737百万円
 　担保資産に対応する債務
 　　預金 14,500百万円
 　　債券貸借取引受入担保金 73,918百万円
 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用
として、次のものを差し入れております。

 　有価証券 29,343百万円
 また、その他資産には、保証金敷金が含まれておりますが、その金額は
次のとおりであります。

 　保証金敷金 1,225百万円
8． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反
がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
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 なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、
主として「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額
を控除して算定しております。

（連結包括利益計算書関係）
その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
 その他有価証券評価差額金：
 　当期発生額 24,352百万円
 　組替調整額 △10,153百万円
 　　税効果調整前 14,199百万円
 　　税効果額 △4,437百万円
 　　その他有価証券評価差額金 9,761百万円
 繰延ヘッジ損益：
 　当期発生額 △1,134百万円
 　組替調整額 724百万円
 　　税効果調整前 △410百万円
 　　税効果額 149百万円
 　　繰延ヘッジ損益 △260百万円
 　　　その他の包括利益合計 9,501百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）
1．  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事

項
（単位：千株）

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数 摘要

発行済株式
　普通株式 669,595 ─ ─ 669,595 ─
　第2回優先株式 8,000 ─ ─ 8,000 ─
　第二種優先株式 31,500 ─ 15,400 16,100 （注）1

合　計 709,095 ─ 15,400 693,695 ─
自己株式
　第二種優先株式 ─ 15,400 15,400 ─ （注）2

合　計 ─ 15,400 15,400 ─ ─

（注）1． 発行済株式における第二種優先株式数の減少は、消却によるも
のであります。
2． 自己株式における第二種優先株式数の増加は、平成24年6月28
日の当行定時株主総会において決議された自己株式取得枠の範囲内
で実施した取得による増加であり、減少は取得した自己株式の消却
によるものであります。

2． 配当に関する事項
 （1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成24年
6月28日
定時

株主総会

普通株式 2,678 4.00 平成24年3月31日 平成24年6月29日
第2回優先株式 160 20.00 平成24年3月31日 平成24年6月29日
第二種優先株式 504 16.00 平成24年3月31日 平成24年6月29日

 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が
当連結会計年度の末日後となるもの

（決議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

平成25年
6月27日
定時

株主総会

普通株式 2,678 利益剰余金 4.00 平成25年3月31日 平成25年6月28日
第2回優先株式 160 利益剰余金 20.00 平成25年3月31日 平成25年6月28日
第二種優先株式 257 利益剰余金 16.00 平成25年3月31日 平成25年6月28日

 　融資未実行残高 325,692百万円
 　　うち原契約期間が1年以内のもの
 　　（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
   314,240百万円
 　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャ
ッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多く
には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、
当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の
減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時に
おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も
定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、
必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9． 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価
に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、再評価を
行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

 　再評価を行った年月日 平成11年3月31日
 　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
 　 　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第

119号）第2条第4号に定める「地価税法」に基づいて、（奥行価格補正、
時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時
価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

△311百万円
10．有形固定資産の減価償却累計額
 　減価償却累計額 44,230百万円
11 ．有形固定資産の圧縮記帳額
 　圧縮記帳額 4,317百万円
   （当連結会計年度の圧縮記帳額 22百万円）
12 ．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付
された劣後特約付借入金が含まれております。

 　劣後特約付借入金 24,000百万円
13 ．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付され
た劣後特約付社債であります。

14 ．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3
項）による社債に対する保証債務の額

 　 14,192百万円

（連結損益計算書関係）
1． その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
 　貸出金償却 3,003百万円
 　株式等償却 236百万円
 　貸出債権譲渡損 238百万円
2． 当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が
帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

  　地　域 主な用途 　種　類 減損損失（百万円）
  和歌山県内 遊休資産3か所 　土地 8
  　合　計    8
 当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店
単位（ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ
単位）でグルーピングを行っており、遊休資産については各資産単位でグ
ルーピングをしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等につ
いては、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産と
しております。
 連結子会社については、主として各社を一つの単位としてグルーピング
を行っております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係
 　現金預け金勘定 187,899百万円
 　定期預け金 △70,000百万円
 　現金及び現金同等物 117,899百万円

（リース取引関係）
1． ファイナンス・リース取引
（1）通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移

転外ファイナンス・リース取引
（借手側）
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定資産 2,080百万円 1,772百万円 307百万円
無形固定資産 ─百万円 ─百万円 ─百万円

合計 2,080百万円 1,772百万円 307百万円

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の
期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によってお
ります。

②未経過リース料期末残高相当額
1年内 251百万円
1年超 56百万円
合計 307百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利
子込み法によっております。

③支払リース料及び減価償却費相当額
支払リース料 261百万円
減価償却費相当額 261百万円

④減価償却費相当額の算定方法
　 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却し
ております。

2． オペレーティング・リース取引
（借手側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リ
ース料
1年内 6百万円
1年超 4百万円
合計 10百万円

（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当行グループは、預金業務、貸出業務等の銀行業務を中心に、リー
ス業務、クレジットカード業務等の金融サービスに係る事業を行って
おります。主たる業務である預金業務、貸出業務ならびに有価証券運
用等において、金利の変動リスクを有していることから、資産及び負
債の総合的管理（ALM）を行うとともに、その一環として、デリバ
ティブ取引を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当行グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対
する貸出金であり、お取引先の債務不履行による信用リスク及び金利
の変動リスクに晒されております。また、有価証券は、主として債券、
株式、投資信託等であり、満期保有目的、純投資目的、政策投資目的
及び売買目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用
リスク及び金利の変動リスク、価格の変動リスクに晒されております。

　主な金融負債である預金については、流動性リスクが存在するとと
もに、金融資産と同様に金利の変動リスクに晒されております。
　デリバティブ取引に内在する主要なリスクは、金利、為替、株価等
の市況変動に係る市場リスクと、取引相手先の契約不履行などに係る
信用リスクです。当行グループが利用しているデリバティブ取引は、
大部分がリスクヘッジを目的としており、デリバティブ取引の市場リ
スクは、ヘッジ対象取引の市場リスクとほぼ相殺されています。なお、
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段は、金利スワップ、通貨スワップ、
先渡取引等であり、ヘッジ対象は有価証券等であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
「信用リスク管理規程」等各種規程類を制定し、信用リスク管理
の基本方針や管理体制を定め、適切な信用リスク管理を行うための
態勢整備を行っております。具体的には、審査部門が与信先の財務
状況、資金使途、返済財源等を的確に把握し、与信案件のリスク特
性に応じた適切な審査を行っております。また、与信管理部門は、
信用格付制度の整備・運用のほか、与信の集中リスク回避を目的と
した自主限度の設定・管理、信用リスクの定量的把握を行い、計測
した信用リスク量については、統合的リスク管理の枠組みの中で、
取締役会やリスク管理委員会にて報告・協議を行っております。

②市場リスクの管理
「市場リスク管理規程」等各種規程類を制定し、市場リスク管理
の基本方針や管理体制を定め、適切な市場リスク管理を行うための
態勢整備を行っております。
　ⅰ金利リスクの管理
　　 　金利リスク管理については、定期的に有価証券及び預貸金等

の資産・負債全体についての金利リスク量を計測するととも
に、金利ギャップ分析や金利感応度分析等を行い、ALM戦略
委員会及びリスク管理委員会において報告・協議する体制とし
ております。また、金利リスクを適切にコントロールするため、
金利リスク量に限度額を設定し、管理しております。

　ⅱ価格変動リスクの管理
　　 　価格変動リスク管理については、金利リスク管理同様、リス

ク量の計測を行い、そのリスク量に対する限度額を設定し、
日々取得リスク量を管理しております。特に、純投資目的の有
価証券については、リスク量管理に加え、取引限度額及び損失
限度額を経営会議にて設定し、管理しております。また、政策
投資目的の株式については、残高削減やヘッジ取引等によるリ
スク量の軽減に努めております。

　ⅲ為替リスクの管理
　　 　外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを把握し、経営

会議にて定めた限度額の範囲に収まるように管理するととも
に、通貨スワップ等を利用し、リスクの軽減を図っておりま
す。

　ⅳデリバティブ取引
　　 　デリバティブ取引については、ヘッジ目的での使用を基本と

しておりますが、限定的な範囲でディーリング取引も行ってお
ります。なお、取引の執行、ヘッジの有効性評価、事務管理に
関する部門については、それぞれ分離し、内部牽制を確立して
おります。

　ⅴ市場リスクに係る定量的情報
　　 　当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスク

の影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「コールローン」、
「買入金銭債権」、「有価証券」のうち債券及び投資信託等、「貸
出金」、「預金」、「債券貸借取引受入担保金」、「借用金」及び「社
債」などが該当します。また、価格変動リスクの影響を受ける
金融商品は、「有価証券」のうち株式及び投資信託等が該当し
ます。

　　 　当行では、これらの金融資産及び金融負債につき、金利及び

74



連結財務諸表

価格の変動による損益又は経済価値への影響額を把握するため
に、バリュー・アット・リスク（VaR）を算定し、内部管理に
利用しております。VaRの算定は、分散共分散法（保有期間：
リスク特性により3ヶ月から6ヶ月、信頼区間：99％、観測期
間：リスク特性により1年から5年）により行っており、当連
結会計年度末の金額は、金利リスクが271百万円、価格変動リ
スクが16,302百万円となっております。

　　 　なお、算定したVaRと実際の損益変動を比較するなどバック
テスティングを実施しており、使用する計測モデルが十分に市
場リスクを捕捉しているかについて確認を行っております。

　　 　また、金利リスクのVaRの算定については、流動性預金のう
ちコア預金（明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によっ
て随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間
滞留することが見込まれる預金）について、調整を行っており
ます。当該VaRは、過去の相場変動をベースに統計的に算出し
た一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では
考えられないほど市場環境が激変する状況下のリスクは捕捉で
きない可能性があります。

③流動性リスクの管理
「流動性リスク管理規程」等各種規程類を制定し、流動性リスク
管理の基本方針や管理体制を定め、適切な流動性リスク管理を行う
ための態勢整備を行っております。当行グループでは、安定した資
金繰り管理と、高い流動性準備の確保、及び流動性リスクが顕在化
した場合に備えての予兆管理の徹底に努めております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項
　　平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの
差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
また、重要性の乏しいものについては、記載を省略しております。

 （単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時　価 差　額

⑴　現金預け金 187,899 187,899 ―
⑵　コールローン及び買入手形 110,000 110,000 ―
⑶　有価証券
　　満期保有目的の債券 155,247 154,026 △1,221
　　その他有価証券 826,623 826,623 ―
⑷　貸出金 2,575,933
　　　貸倒引当金（＊1） △27,087

2,548,845 2,562,999 14,153
資産計 3,828,615 3,841,547 12,931
⑴　預金 3,536,422 3,536,995 572
⑵　譲渡性預金 52,042 52,042 ―
⑶　債券貸借取引受入担保金 73,918 73,918 ―
⑷　借用金 24,505 24,910 405
⑸　社債 10,000 10,368 368
負債計 3,696,889 3,698,236 1,346
デリバティブ取引（＊2）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 250 250 ―
　ヘッジ会計が適用されているもの （418） （418） ―
デリバティブ取引計 （167） （167） ―

（＊1） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しており
ます。

（＊2） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し
ております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して
おり、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示してお
ります。

（注1）金融商品の時価の算定方法
資　産
（1）現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金につい
ては、預入期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2）コールローン及び買入手形
　コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間（1年以
内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

（3）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価
格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信
託は、取引所の価格、公表されている基準価格又は取引金融機関から
提示された価格によっております。自行保証付私募債については、（4）
貸出金の時価算定方法と同様の方法によっております。
　一部の変動利付国債の時価については、市場価格を時価とみなせな
い状態にあると判断し、合理的に算定された価額をもって時価として
おります。
　変動利付国債の合理的に算定された価額は、当該変動利付国債から
発生する将来キャッシュ・フローの算定上、コンベクシティ調整及び
ブラック・ショールズ型のオプションモデルで計算したゼロフロアオ
プションの価値を考慮したうえで、割引現在価値とした価額でありま
す。なお、算定に用いる主な変数は、国債スポットレートや円スワッ
プションボラティリティであります。当行では、当該価額を情報ベン
ダーより入手し、その適切性を検証のうえ利用しております。

（4）貸出金
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映す
るため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基
づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間
が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等について
は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による
回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結
決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上
額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性によ
り、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金
利条件等から、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当
該帳簿価額を時価としております。

負　債
（1）預金、及び（2） 譲渡性預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳
簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金については、一
定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現
在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる
際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（1年
以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

（3）債券貸借取引受入担保金
　債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（1年以内）
であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。
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（4）借用金、及び（5）社債
　借用金及び社債については、将来のキャッシュ・フローを同様の借
入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価額
を時価としております。なお、短期市場金利に連動する変動金利によ
るものは、当行及び連結子会社の信用状態が実行後大きく異なってい
ないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当
該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（通
貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）であり、取引所の価格、割引
現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっており
ます。

（注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対
照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（3）
その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区　　分 連結貸借対照表計上額
①　非上場株式（＊1）（＊2） 2,276
②　組合出資金（＊3） 475

合　　計 2,751
（＊1） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊2） 当連結会計年度において、非上場株式について、9百万円減損処理を

行っております。
（＊3） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが

極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価
開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
 （単位：百万円）

1年以内 1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内 10年超

現金預け金 187,899 ― ― ― ― ―
コールローン及び買入手形 110,000 ― ― ― ― ―
有価証券
　満期保有目的の債券 21,073 1,446 60,427 504 71,794 ―
　　うち国債 ― 506 60,427 504 71,794 ―
　　　　地方債 14,392 ― ― ― ― ―
　　　　社債 6,680 ― ― ― ― ―
　　　　その他 ― 940 ― ― ― ―
　　　　　外国債券 ― 940 ― ― ― ―
　その他有価証券のうち
　満期があるもの 113,929 111,953 222,436 78,170 177,366 64,730

　　うち国債 77,915 8,409 48,471 ― 125,344 ―
　　　　地方債 3,858 20,365 42,891 54,793 6,555 10,255
　　　　社債 5,828 50,700 55,108 796 5,165 47,481
　　　　その他 26,326 32,477 75,965 22,581 40,301 6,992
　　　　　外国債券 26,326 32,477 75,965 22,581 40,301 6,992
貸出金（＊） 673,443 467,356 330,934 201,848 234,475 549,974

合　計 1,106,345 580,756 613,798 280,524 483,636 614,704

（＊）  貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償
還予定額が見込めない84,568百万円、期間の定めのないもの33,332
百万円は含めておりません。

（注4）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
 （単位：百万円）

1年以内 1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内 10年超

預金（＊） 3,106,594 346,170 83,658 ― ― ―
譲渡性預金 52,042 ― ― ― ― ―
債券貸借取引受入担保金 73,918 ― ― ― ― ―
借用金 184 1,242 78 15,000 8,000 ―
社債 ― ― ― ― 10,000 ―

合　計 3,232,740 347,412 83,736 15,000 18,000 ―

（＊）  預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しており
ます。

（退職給付関係）
1． 採用している退職給付制度の概要
　当行は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制
度を設けております。
　なお、当行は、退職給付信託を設定しております。
　連結子会社では、退職一時金制度を設けております。

2． 退職給付債務に関する事項
　　　退職給付債務 （Ａ） △26,747百万円
　　　年金資産 （Ｂ） 35,401百万円
　　　未積立退職給付債務 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 8,653百万円
　　　未認識数理計算上の差異 （Ｄ） △2,895百万円
　　　連結貸借対照表計上額純額 （Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） 5,758百万円
　　　前払年金費用 （Ｆ） 5,789百万円
　　　退職給付引当金 （Ｅ）－（Ｆ） △31百万円
（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してお

ります。
3． 退職給付費用に関する事項
　　　勤務費用  821百万円
　　　利息費用  497百万円
　　　期待運用収益  △446百万円
　　　数理計算上の差異の費用処理額 △938百万円
　　　その他（臨時に支払った割増退職金等） 22百万円
　　　退職給付費用  △43百万円
（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤

務費用」に含めて計上しております。
4． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
（1）割引率 1.4％
（2）期待運用収益率 2.0％
（3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
（4）過去勤務債務の額の処理年数 ―
（5）数理計算上の差異の処理年数  9年（各連結会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の
年数による定額法により按分した額
を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとしておりま
す。）

（ストック・オプション等関係）
　該当ありません。
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（税効果会計関係）
1． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　　貸倒引当金 22,294百万円
　　有価証券償却 6,843百万円
　　退職給付引当金 5,813百万円
　　繰越欠損金 167百万円
　　その他 5,482百万円
　繰延税金資産小計 40,601百万円
　評価性引当額 △22,516百万円
　繰延税金資産合計 18,085百万円
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額金 △10,695百万円
　　退職給付信託関係損益 △670百万円
　　その他 △1,061百万円
　繰延税金負債合計 △12,427百万円
　繰延税金資産の純額 5,657百万円

2． 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項
目別の内訳

　　法定実効税率 37.7％
　　　（調整） 
　　　評価性引当額の増減 △6.8％
　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7％
　　　その他 0.3％
　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.5％

（企業結合等関係）
　該当ありません。

（関連当事者情報）
1． 関連当事者との取引
 （1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
 （ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
 　　該当ありません。
 （イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
 　　該当ありません。
 （ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
 　　該当ありません。
 （エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員及びその近親者 上野  真弘
(注)２、５、７ ― ― 会社員 ̶ 資金貸借 資金の貸付

(注)１ ― 貸出金 17

役員及びその近親者 西　洋
(注)３ ― ― 不動産

賃貸業 ̶ 資金貸借 資金の貸付
(注)１ ― 貸出金 33

役員及びその近親者が議決権の過半
数を所有している会社等

明楽ダンボール
工業株式会社
(注)４、６、８

和歌山県
和歌山市 10 段ボール箱

製造業 ̶ 資金貸借

資金の貸付
(注)１ 15 貸出金 56

貸付金の
返済 43

私募債の
引受
(注)１

― 有価証券 50

　 取引条件及び取引条件の決定方針等
　　（注）1.　取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引先と同様であります。

2.　当行前取締役上野隆司氏の近親者であります。
3.　当行社外監査役増尾穰の近親者であります。
4.　 当行執行役員明樂泰彦の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。
5.　連結財務諸表提出会社（当行）の連結子会社が貸出金の担保として不動産に抵当権を設定しております。
6.　貸出金の担保として不動産に根抵当権を設定しております。
7.　 上野隆司氏は、平成24年６月28日付で当行取締役を退任しておりますので、上野真弘氏の期末残高については同日現在の残高を記載してお
ります。

8.　 当行執行役員明樂泰彦は、平成24年６月28日付で当行執行役員に就任し、関連当事者に該当することとなったため、明楽ダンボール工業株
式会社の取引金額については、関連当事者である期間について記載しております。

 （2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
 　　該当ありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
 （1）親会社情報
 　　株式会社紀陽ホールディングス（東京証券取引所に上場）
 （2）重要な関連会社の要約財務情報
 　　該当ありません。
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（1株当たり情報）
　　1株当たり純資産額 226.50円
　　1株当たり当期純利益金額 29.11円
　　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 ̶円
（注）1.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額 177,766百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 26,105百万円
　うち少数株主持分 1,587百万円
　うち優先株式発行金額 24,100百万円
　うち定時株主総会決議による優先配当額 417百万円
普通株式に係る期末の純資産額 151,660百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数 669,595千株

 　　2.  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりでありま
す。
1株当たり当期純利益金額
　当期純利益 19,906百万円
　普通株主に帰属しない金額 417百万円
　　うち定時株主総会決議による優先配当額 417百万円
　普通株式に係る当期純利益 19,489百万円
　普通株式の期中平均株式数 669,595千株

 　　3.  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在
株式がないので記載しておりません。

（重要な後発事象）
（当行親会社株式会社紀陽ホールディングスとの合併契約締結について）
　当行と当行親会社である株式会社紀陽ホールディングスは、平成25年5月
13日開催のそれぞれの取締役会において、定時株主総会及び種類株主総会
の承認並びに監督官庁の認可等を前提として、当行を存続会社として合併す
ることを承認決議し、合併契約を締結いたしました。
　なお、当該合併についての株主総会決議は、当行及び株式会社紀陽ホール
ディングスの定時株主総会及び種類株主総会において、平成25年6月27日
に承認可決されました。
　また、当該合併は、共通支配下の取引等であり、その概要は次のとおりで
あります。
1 ．各結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形
式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要
（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

①結合企業
名称　　　　株式会社紀陽銀行
事業の内容　銀行業

②被結合企業
名称　　　　株式会社紀陽ホールディングス
事業の内容　銀行持株会社

（2）企業結合日
　平成25年10月1日（予定）

（3）企業結合の法的形式
　当行を存続会社とする吸収合併

（4） 結合後企業の名称
　株式会社紀陽銀行

（5） 取引の目的を含む取引の概要
　株式会社紀陽ホールディングスは、平成18年2月に、当行と株式会
社和歌山銀行の経営統合をスムーズに進めていくことを目的に、両行
の持株会社として設立されました。以降、平成18年10月の両行の合
併をはじめとする経営統合の推進や統合効果の早期実現に取組んでま
いりましたが、合併以降6年以上が経過した現在において、株式会社
紀陽ホールディングス設立時の目的はほぼ達成されたものと考えてお
ります。
　一方、この間の当行を取巻く経営環境は大きく変化しており、今

後、経営判断のさらなるスピード化やより一層のガバナンスの強化な
どが求められることが予測されます。
　これらを踏まえ当行では、意思決定の迅速化や業務の効率化を図
り、より健全かつ強固な財務基盤を確立し、円滑な金融機能の発揮に
よって地域経済の活性化に引き続き貢献していくため、このたび純粋
持株会社制を廃止し、当行を中心とした、よりシンプルなグループ体
制への再編を図ることとしたものです。

２．実施する会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成20年12月26
日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）に基づき、共通支配下
の取引として会計処理を行う予定です。

前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財務諸表は、金融商品取引法第
193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受
けております。
また、当行は、会社法第444条第3項の規定により作成した書類について、
会社法第396条第1項による有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており
ます。
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連結情報
事業の内容

子会社の概要

当行グループ（当行及び当行の関係会社）は、親会社である株式会社紀陽ホールディングスのもと、当行及び連結子会社5社で構
成され、銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。

当行グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

（銀行業）
当行の本店及び支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務及び外国為替業務等を行っております。

（その他）
　当行の関係会社においては、銀行業以外の金融サービスに係る事業を行っております。
　阪和信用保証株式会社においては信用保証業務、紀陽ビジネスサービス株式会社においては事務代行業務・労働者派遣業務、紀
陽リース・キャピタル株式会社においてはリース業務・ベンチャーキャピタル業務、株式会社紀陽カード及び株式会社紀陽カード
ディーシーにおいてはクレジットカード業務を行っております。

（☆は当行の連結子会社）

本店及び支店　100
出張所　7

（銀行業）

（その他）

株式会社紀陽ホールディングス

株式会社紀陽銀行

（信用保証業務）
☆阪和信用保証株式会社

（事務代行、労働者派遣業務）
☆紀陽ビジネスサービス株式会社

（リース、ベンチャーキャピタル業務）
☆紀陽リース・キャピタル株式会社

（クレジットカード業務）
☆株式会社紀陽カード

（クレジットカード業務）
☆株式会社紀陽カードディーシー

（平成25年3月31日現在）

会　社　名 所　在　地 主要な事業の内容 設立年月日 資本金
（百万円）

当行議決権比率
（％）

子会社等議決権比率
（％）

紀陽ビジネスサービス株式会社 和歌山市中之島
2240番地 事務代行業務、労働者派遣業務 平成15年

9月30日 60 100.0 ―

阪和信用保証株式会社 和歌山市中之島
2240番地 信用保証業務 昭和54年

7月11日 480 100.0 ―

紀陽リース・キャピタル株式会社 和歌山市七番丁
24番地

リース業務、
ベンチャーキャピタル業務

平成8年
1月9日 150 26.7 40.0

株式会社紀陽カード 和歌山市本町
四丁目45番地 クレジットカード業務 平成2年

9月5日 60 5.0 50.0

株式会社紀陽カードディーシー 和歌山市本町
四丁目45番地 クレジットカード業務 平成2年

9月5日 90 75.5 12.6

（平成25年3月期末）
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営業の概況

主要な経営指標等の推移
（単位：百万円）

項　　目
平成20年度

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

平成21年度
平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

平成22年度
平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

平成23年度
平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

平成24年度
平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

連 結 経 常 収 益 85,428 83,731 84,384 81,574 84,963
連 結 経 常 利 益 又 は
連結経常損失（△） △　6,855 8,219 12,975 16,182 28,880

連 結 当 期 純 利 益 3,312 7,600 8,438 9,265 19,906
連 結 包 括 利 益 ― ― 11,584 21,539 29,532
連 結 純 資 産 額 105,370 141,934 150,078 168,239 177,766
連 結 総 資 産 額 3,424,255 3,662,093 3,761,867 3,847,061 3,921,351
連 結 自 己 資 本 比 率
（ 国 内 基 準 ） 10.52％ 10.50％ 11.05％ 11.15％ 10.68％

（注） 連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
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○業績
　業容面では、貸出金につきましては、営業体制の強化を進めるとともに、地元企業の事業再生や地域金融の円滑化に積極的に取
り組んだこと等により、期中366億円増加し、当連結会計年度末残高は2兆5,759億円となりました。預金等（譲渡性預金を含む）
につきましては、個人預金や法人預金を中心に安定的な資金調達を推し進めたことから、期中837億円増加し、当連結会計年度末
残高は3兆5,884億円となりました。また、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするために、金融商品のラインナップを充
実させ、投資信託や終身保険等の販売にも注力してまいりました。有価証券につきましては、国債が減少したこと等により、期中
845億円減少し、当連結会計年度末残高は9,846億円となりました。
　損益面では、資金利益につきましては、市場金利の低下に伴い、貸出金利息や有価証券利息等が減少したこと等から、前連結会
計年度比15億3百万円減少し507億58百万円となりました。また、役務取引等利益につきましては、住宅ローン支払保険料が増加
したこと等から、前連結会計年度比1億19百万円減少し73億28百万円となりました。その他業務利益は、債券関係損益が増加し
たこと等から、前連結会計年度比82億63百万円増加の99億61百万円となりました。以上により、連結粗利益（※）は前連結会計
年度比66億41百万円増加し680億48百万円となりました。営業経費につきましては、引き続き経費削減に注力したことや預金保
険料の返戻等により、前連結会計年度比13億6百万円減少し378億82百万円となりました。また、不良債権処理額につきましては、
貸倒引当金が取崩しとなったこと等により、前連結会計年度比43億83百万円減少し35億63百万円となりました。さらに、株式等
関係損益につきましては、株高の進行等により、前連結会計年度比24億42百万円改善し、△5億30百万円となりました。以上に
より、経常利益は前連結会計年度比126億98百万円増加の288億80百万円となりました。特別損益につきましては、前連結会計
年度比14億53百万円減少し△64百万円となり、また法人税、住民税及び事業税につきましては、前連結会計年度比12億55百万
円増加し16億19百万円となったこと等から、当期純利益につきましては、前連結会計年度比106億41百万円増加し199億6百万
円となりました。
　セグメントの業績につきましては、当行グループの中心である銀行業セグメントは、上記の要因等により、経常収益は796億27
百万円、経常費用は518億72百万円、経常利益は277億54百万円となりました。また、その他セグメントにつきましては、経常
収益は76億61百万円、経常費用は64億52百万円、経常利益は12億9百万円となりました。
　当連結会計年度末の連結自己資本比率（国内基準）は、当期純利益を着実に計上したものの、当連結会計年度に取得した自己株
式の消却による資本剰余金の減少等により、自己資本額が前連結会計年度末比48億円減少したことや貸出金の増加等により、リス
クアセット等が前連結会計年度末比334億円増加したことから、前連結会計年度末比0.47％低下し、10.68％となりました。

※連結粗利益＝資金利益（資金運用収益－資金調達費用）＋役務取引等利益（役務取引等収益－役務取引等費用）
＋その他業務利益（その他業務収益－その他業務費用）

○キャッシュ・フロー
　当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比330億50百万円増加し1,178億99百万円
となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、市場運用の増加を主因に△806億54百万円（前連結会計年度比△2,553億円）となり
ました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入を主因に1,366億55百万円（前連結会計年度比＋3,372億
52百万円）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出を主因に△230億6百万円（前連結会計年度比△176億28
百万円）となりました。

（当連結会計年度：平成24年4月1日～平成25年3月31日）
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連結情報
セグメント情報

連結リスク管理債権

事業の種類別セグメント情報

（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日
破綻先債権額 2,732 1,981
延滞債権額 82,361 82,542
3カ月以上延滞債権額 ― 34
貸出条件緩和債権額 10,707 9,392
合　計 95,801 93,950

（注） 1. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を
計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項
第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

 2. 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であ
ります。

 3. 3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
 4. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

【前連結会計期間（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）】
銀行業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 75,948 5,625 81,574 ― 81,574
（2）セグメント間の内部経常利益 362 1,977 2,339 （2,339） ―

計 76,311 7,602 83,914 （2,339） 81,574
　経常費用 61,277 6,446 67,723 （2,332） 65,391
　経常利益 15,033 1,156 16,190 （7） 16,182
Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
　資産 3,846,403 22,419 3,868,823 （21,761） 3,847,061
　減価償却費 4,084 149 4,234 ― 4,234
　減損損失 37 ― 37 ― 37
　資本的支出 1,603 611 2,215 ― 2,215

（注） 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
  （1）銀行業…銀行業務　
  （2）その他の事業…信用保証業務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務

【当連結会計期間（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）】
銀行業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ経常収益
（1）外部顧客に対する経常収益 79,365 5,597 84,963 ― 84,963
（2）セグメント間の内部経常利益 262 2,063 2,325 （2,325） ―

計 79,627 7,661 87,289 （2,325） 84,963
　経常費用 51,872 6,452 58,325 （2,242） 56,082
　経常利益 27,754 1,209 28,963 （83） 28,880
Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
　資産 3,919,790 22,683 3,942,474 （21,123） 3,921,351
　減価償却費 3,916 198 4,114 ― 4,114
　減損損失 8 ― 8 ― 8
　資本的支出 2,469 320 2,790 ― 2,790

（注） 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 2. 各事業の主な内容は次のとおりであります。
  （1）銀行業…銀行業務　
  （2）その他の事業…信用保証業務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（前連結会計期間及び当連結会計期間）
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負債及び純資産の部 （単位：百万円）

科　　目 平成24年3月期末
 平成24年3月31日

平成25年3月期末
 平成25年3月31日

預金 3,447,037 3,540,089
当座預金 162,904 187,739
普通預金 1,322,440 1,392,439
貯蓄預金 27,489 26,990
通知預金 9,077 11,577
定期預金 1,841,056 1,829,762
その他の預金 84,069 91,580

譲渡性預金 68,488 59,042
債券貸借取引受入担保金 84,206 73,918
借用金 29,432 24,505
借入金 29,432 24,505

外国為替 14 11
売渡外国為替 2 2
未払外国為替 12 8

社債 13,000 10,000
その他負債 23,111 24,216
未払法人税等 271 1,487
未払費用 11,229 6,802
前受収益 608 574
金融派生商品 1,290 1,371
リース債務 1,298 1,259
資産除去債務 402 409
その他の負債 8,011 12,310

役員退職慰労引当金 32 32
睡眠預金払戻損失引当金 700 732
偶発損失引当金 327 362
再評価に係る繰延税金負債 178 178
支払承諾 15,387 13,466

負債の部合計 3,681,917 3,746,556
資本金 80,096 80,096
資本剰余金 32,357 15,697
資本準備金 259 259
その他資本剰余金 32,097 15,437

利益剰余金 39,509 55,460
利益準備金 2,373 3,041
その他利益剰余金 37,136 52,418
繰越利益剰余金 37,136 52,418
株主資本合計 151,963 151,254

その他有価証券評価差額金 12,587 22,305
繰延ヘッジ損益 125 △　134
土地再評価差額金 326 326
評価・換算差額等合計 13,040 22,497
純資産の部合計 165,003 173,751

負債及び純資産の部合計 3,846,921 3,920,308
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表
資産の部 （単位：百万円）

科　　目 平成24年3月期末
 平成24年3月31日

平成25年3月期末
 平成25年3月31日

現金預け金 84,840 187,885
現金 34,623 38,369
預け金 50,216 149,516
コールローン 61,239 110,000
買入金銭債権 2,830 941
商品有価証券 2,010 1,415
商品国債 1,247 615
商品地方債 763 799
有価証券 1,070,999 986,431
国債 452,822 393,375
地方債 194,927 153,112
社債 128,926 171,761
株式 37,074 41,669
その他の証券 257,248 226,512
貸出金 2,546,202 2,582,839
割引手形 32,190 31,017
手形貸付 134,737 130,564
証書貸付 2,128,914 2,154,074
当座貸越 250,360 267,184
外国為替 1,865 2,103
外国他店預け 739 677
買入外国為替 268 449
取立外国為替 858 976
その他資産 30,766 15,533
前払費用 120 115
未収収益 3,875 3,557
金融派生商品 1,301 1,078
その他の資産 25,469 10,781
有形固定資産 33,945 33,516
建物 10,536 10,208
土地 18,849 19,019
リース資産 1,343 1,323
建設仮勘定 ― 39
その他の有形固定資産 3,216 2,925
無形固定資産 7,101 6,083
ソフトウェア 6,653 5,159
その他の無形固定資産 447 924
繰延税金資産 15,394 4,167
支払承諾見返 15,387 13,466
貸倒引当金 △　25,664 △　24,076

資産の部合計 3,846,921 3,920,308
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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財務諸表（単体）
損益計算書

（単位：百万円）

科　　目  平成24年3月期　平成23年4月 1日から 平成24年3月31日まで
 平成25年3月期　平成24年4月 1日から 平成25年3月31日まで

経常収益 76,311 79,627
資金運用収益 59,170 56,201
貸出金利息 45,463 43,616
有価証券利息配当金 13,402 12,256
コールローン利息 133 138
預け金利息 7 35
その他の受入利息 164 154
役務取引等収益 9,146 9,125
受入為替手数料 2,870 2,836
その他の役務収益 6,275 6,288
その他業務収益 5,317 11,726
外国為替売買益 272 234
商品有価証券売買益 ― 2
国債等債券売却益 4,966 11,408
金融派生商品収益 18 39
その他の業務収益 60 40
その他経常収益 2,677 2,573
貸倒引当金戻入益 ― 78
償却債権取立益 1,137 966
株式等売却益 49 107
その他の経常収益 1,490 1,420

経常費用 61,275 51,875
資金調達費用 7,012 5,508
預金利息 5,679 4,244
譲渡性預金利息 76 54
債券貸借取引支払利息 240 299
借用金利息 597 609
社債利息 404 248
金利スワップ支払利息 11 49
その他の支払利息 2 1
役務取引等費用 4,652 4,798
支払為替手数料 578 572
その他の役務費用 4,073 4,225
その他業務費用 4,040 2,135
商品有価証券売買損 8 ―
国債等債券売却損 3,256 1,776
国債等債券償却 774 302
その他の業務費用 ― 57
営業経費 37,612 36,241
その他経常費用 7,958 3,191
貸倒引当金繰入額 1,115 ―
貸出金償却 2,848 1,776
株式等売却損 720 400
株式等償却 2,301 236
その他の経常費用 972 777

経常利益 15,036 27,751
特別利益 1,496 2
固定資産処分益 20 2
退職給付制度改定益 1,476 －
特別損失 101 65
固定資産処分損 64 57
減損損失 37 8
税引前当期純利益 16,430 27,688
法人税、住民税及び事業税 61 1,431
法人税等調整額 7,711 6,964
法人税等合計 7,772 8,395
当期純利益 8,658 19,293

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

科　　目
平成24年3月期
（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで

平成25年3月期
（ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

株主資本
資本金
当期首残高 80,096 80,096
当期変動額
当期変動額合計 ― ―
当期末残高 80,096 80,096
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 259 259
当期変動額
当期変動額合計 ― ―
当期末残高 259 259
その他資本剰余金
当期首残高 32,097 32,097
当期変動額
自己株式の消却 ― △  16,659
当期変動額合計 ― △  16,659
当期末残高 32,097 15,437
資本剰余金合計
当期首残高 32,357 32,357
当期変動額
自己株式の消却 ― △  16,659
当期変動額合計 ― △  16,659
当期末残高 32,357 15,697

利益剰余金
利益準備金
当期首残高 1,698 2,373
当期変動額
剰余金の配当 674 668
当期変動額合計 674 668
当期末残高 2,373 3,041
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 32,511 37,136
当期変動額
剰余金の配当 △  4,048 △  4,010
当期純利益 8,658 19,293
土地再評価差額金の取崩 14 ―
当期変動額合計 4,624 15,282
当期末残高 37,136 52,418

利益剰余金合計
当期首残高 34,209 39,509
当期変動額
剰余金の配当 △  3,373 △  3,342
当期純利益 8,658 19,293
土地再評価差額金の取崩 14 ―
当期変動額合計 5,299 15,951
当期末残高 39,509 55,460

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

科　　目
平成24年3月期
（ 平成23年4月　1日から ）平成24年3月31日まで

平成25年3月期
（ 平成24年4月　1日から ）平成25年3月31日まで

自己株式
当期首残高 ― ―
当期変動額
自己株式の取得 ― △  16,659
自己株式の消却 ― 16,659
当期変動額合計 ― ―

当期末残高 ― ―
株主資本合計
当期首残高 146,663 151,963
当期変動額
剰余金の配当 △  3,373 △  3,342
当期純利益 8,658 19,293
自己株式の取得 ― △  16,659
自己株式の消却 ― ―
土地再評価差額金の取崩 14 ―
当期変動額合計 5,299 △  708
当期末残高 151,963 151,254

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 355 12,587
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,231 9,717

当期変動額合計 12,231 9,717
当期末残高 12,587 22,305

繰延ヘッジ損益
当期首残高 219 125
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △  93 △  260

当期変動額合計 △  93 △  260
当期末残高 125 △  134

土地再評価差額金
当期首残高 316 326
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 10 ―

当期変動額合計 10 ―
当期末残高 326 326

評価・換算差額等合計
当期首残高 891 13,040
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,148 9,457

当期変動額合計 12,148 9,457
当期末残高 13,040 22,497

純資産合計
当期首残高 147,555 165,003
当期変動額
剰余金の配当 △  3,373 △  3,342
当期純利益 8,658 19,293
自己株式の取得 ― △  16,659
土地再評価差額金の取崩 14 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 12,148 9,457

当期変動額合計 17,448 8,748
当期末残高 165,003 173,751

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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財務諸表（単体）
注記事項（平成25年3月期）
（重要な会計方針）
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）
により行っております。

2．有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、子会社株式については移動平均法による原価法、
その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価
法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により
行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法によ

り処理しております。
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得し
た建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しており
ます。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物：8年～50年
　その他：5年～20年
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　当行は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1
日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づ
く減価償却の方法に変更しております。
　なお、これによる当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益に与
える影響は軽微であります。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（5年）に基
づいて償却しております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中
のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法により償却しております。また、所有権移転ファイナンス・リー
ス取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資
産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しており

ます。
6．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以
下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務
者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のな
お書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め
る額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から
算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資
産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監
査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について
は、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は42,577百万円であります。

（2）退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末
における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上
しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理
方法は次のとおりであります。
　過去勤務債務　　　　発生時に全額を損益処理
　数理計算上の差異　　 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（9年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損
益処理

（3）役員退職慰労引当金
　役員退職慰労金について、平成16年6月29日をもって役員退職慰
労金制度を廃止し、廃止時における内規に基づく要支給額を役員退職
慰労引当金として計上しております。

（4）睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預
金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する
損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（5）偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるた
め、将来の負担金支払見込額を計上しております。

7．リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常
の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

8．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

　国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッ
ジを適用しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変
動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる国債とヘッジ手段で
ある金利スワップ取引を特定し評価しております。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会
計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計
上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告
第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評
価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺
する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手
段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段
の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジ
の有効性を評価しております。

（3）株価変動リスク・ヘッジ
　株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延
ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。なお、繰延ヘッジについ
ては、ヘッジ手法に高い有効性が見込まれることから、有効性の判定
は省略しており、時価ヘッジについては有効性の評価をしておりま
す。

9．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税

抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費
税等は当事業年度の費用に計上しております。
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（貸借対照表関係）
1． 関係会社の株式の総額
　株式 2,138百万円

2． 無担保の消費貸借契約により受け入れている有価証券のうち、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のと
おりであります。
　当該処分をせずに所有
　している有価証券 130百万円

3． 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
　破綻先債権額 2,051百万円
　延滞債権額 82,695百万円
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

4． 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
　3カ月以上延滞債権額 34百万円
　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の
翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

5． 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
　貸出条件緩和債権額 6,655百万円
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

6． 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債
権額の合計額は次のとおりであります。
　合計額 91,437百万円
　なお、上記3．から6．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額で
あります。

7． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び
監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に
基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる
権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
　 31,466百万円

8． 担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　有価証券 186,444百万円
　　その他の資産 293百万円
　　計 186,737百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 14,500百万円
　　債券貸借取引受入担保金 73,918百万円
　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用
として、次のものを差し入れております。
　有価証券 29,343百万円
　また、その他の資産には、保証金敷金が含まれておりますが、その金額
は次のとおりであります。
　保証金敷金 1,219百万円

9． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反

がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
　融資未実行残高 305,636百万円
　　うち原契約期間が1年以内のもの
　　（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）
　 294,185百万円
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フロー
に影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢
の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し
込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条
項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有
価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。

10． 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評
価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価
に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価を行った年月日 平成11年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　　 　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第

119号）第2条第4号に定める「地価税法」に基づいて、（奥行価格補正、
時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出。

　　 同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時
価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

△311百万円
11．有形固定資産の減価償却累計額
　減価償却累計額 43,872百万円

12．有形固定資産の圧縮記帳額
　圧縮記帳額 4,317百万円

   （当事業年度の圧縮記帳額 22百万円）
13．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付
された劣後特約付借入金が含まれております。
　劣後特約付借入金 24,000百万円

14．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付され
た劣後特約付社債であります。

15．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3
項）による社債に対する保証債務の額
　 14,192百万円

16．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
　　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び
準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余
金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。

　　当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は次のとおりであります。
　 668百万円

　　また、当行の定款等の定めるところにより、優先株主に対しては、次に
定める各種優先株式の優先配当金を超えて配当することはありません。

 　　　第2回優先株式 1株につき20円00銭
　　　　第二種優先株式 1株につき16円00銭
　　　 （第二種優先株式の優先配当金は、定款等に定められた算式により計

算される配当年率に基づき算出しております。）

（損益計算書関係）
1 ． その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
　貸出債権譲渡損 14百万円

2 ． 当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が
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財務諸表（単体）

帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

  　地　域 主な用途 　種　類 減損損失（百万円）
  和歌山県内 遊休資産3か所 　土地 8
  　合　計    8
　当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店
単位（ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ
単位）でグルーピングを行っており、遊休資産については各資産単位でグ
ルーピングをしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等につ
いては、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産と
しております。
　なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、
主として「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額
を控除して算定しております。

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘要

 自己株式
　第二種優先株式 ─ 15,400 15,400 ─ （注）

合計 ─ 15,400 15,400 ─ ─

（注）　第二種優先株式数の増加は、平成24年6月28日の当行定時株主総
会において決議された自己株式取得枠の範囲内で実施した取得による
増加であり、減少は取得した自己株式の消却によるものであります。

（リース取引関係）
1． ファイナンス・リース取引
 （1） 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移

転外ファイナンス・リース取引
（借手側）
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額
相当額

減価償却累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定資産 2,080百万円 1,772百万円 307百万円
無形固定資産 ―百万円 ―百万円 ―百万円

合計 2,080百万円 1,772百万円 307百万円

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産
の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっ
ております。

②未経過リース料期末残高相当額
1年内 251百万円
1年超 56百万円
合計 307百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利
子込み法によっております。

③支払リース料及び減価償却費相当額
支払リース料 261百万円
減価償却費相当額 261百万円

④減価償却費相当額の算定方法
　 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却
しております。

2． オペレーティング・リース取引
（借手側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リ
ース料
1年内 6百万円
1年超 4百万円
合計 10百万円

（税効果会計関係）
1． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　　貸倒引当金 20,413百万円
　　有価証券償却 7,184百万円
　　退職給付引当金 5,801百万円
　　その他 5,025百万円
　繰延税金資産小計 38,425百万円
　評価性引当額 △21,980百万円
　繰延税金資産合計 16,444百万円
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額金 △10,617百万円
　　退職給付信託関係損益 △670百万円
　　その他 △989百万円
　繰延税金負債合計 △12,277百万円
　繰延税金資産の純額 4,167百万円
2 ． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差
異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率 37.7％
　　　（調整） 
　　　評価性引当額の増減 △7.1％
　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7％
　　　その他 0.4％
　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.3％

（企業結合等関係）
　該当ありません。
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（1株当たり情報）
　　1株当たり純資産額 222.87円
　　1株当たり当期純利益金額 28.19円
　　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 ̶円
（注）1.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額 173,751百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 24,517百万円
　うち優先株式発行金額 24,100百万円
　うち定時株主総会決議による優先配当額 417百万円
普通株式に係る期末の純資産額 149,234百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数 669,595千株

 2.  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりでありま
す。
1株当たり当期純利益金額 
　当期純利益 19,293百万円
　普通株主に帰属しない金額 417百万円
　　うち定時株主総会決議による優先配当額 417百万円
　普通株式に係る当期純利益 18,875百万円
　普通株式の期中平均株式数 669,595千株

 3.  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在
株式がないので記載しておりません。

（重要な後発事象）
　「連結財務諸表」の「重要な後発事象」に記載のとおりであります。

　前事業年度及び当事業年度の財務諸表は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。また、当行は、会社法
第435条第2項の規定により作成した書類について、会社法第396条第1項による有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
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損益の状況（単体）
業務粗利益

（単位：百万円）

種　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

資金運用収益
平成24年3月期

487
55,800 3,857 59,170

平成25年3月期
288

52,600 3,889 56,201

資金調達費用
平成24年3月期

487
6,817 682 7,012

平成25年3月期
288

5,250 546 5,508

資金運用収支
平成24年3月期 48,982 3,175 52,157
平成25年3月期 47,350 3,343 50,693

役務取引等収益
平成24年3月期 9,032 114 9,146
平成25年3月期 9,015 110 9,125

役務取引等費用
平成24年3月期 4,593 58 4,652
平成25年3月期 4,741 56 4,798

役務取引等収支
平成24年3月期 4,439 55 4,494
平成25年3月期 4,273 53 4,327

その他業務収益
平成24年3月期 3,483 1,833 5,317
平成25年3月期 8,751 2,974 11,726

その他業務費用
平成24年3月期 2,991 1,048 4,040
平成25年3月期 2,116 19 2,135

その他業務収支
平成24年3月期 491 785 1,276
平成25年3月期 6,635 2,954 9,590

業務粗利益
平成24年3月期 53,913 4,015 57,929
平成25年3月期 58,259 6,351 64,611

業務粗利益率
平成24年3月期 1.50 ％ 1.68 ％ 1.58 ％
平成25年3月期 1.60 ％ 2.89 ％ 1.74 ％

（注）1. 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。
  ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
 2. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
  　　　　　　　　　　　業務粗利益 3. 業務粗利益率＝̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶×100  　　　　　　　資金運用勘定平均残高
 4. 特定取引収支については、該当ございません。

業務純益
（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月期 平成25年3月期

業務純益 21,997 27,452
（注）業務純益＝業務粗利益－経費（除く臨時処理分）－一般貸倒引当金繰入額
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資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り
（単位：百万円）国内業務部門

種　類 期　別 平均残高 利　息 利回り

資金運用勘定
平成24年3月期 （168,260） （487） ％

3,574,100 55,792 1.56

平成25年3月期 （132,826） （288） ％
3,621,271 52,599 1.45

うち　貸出金 平成24年3月期 2,480,162 45,463 1.83
平成25年3月期 2,503,414 43,616 1.74

うち　商品有価証券 平成24年3月期 3,236 27 0.85
平成25年3月期 1,739 10 0.58

うち　有価証券 平成24年3月期 796,992 9,557 1.19
平成25年3月期 832,543 8,396 1.00

うち　コールローン 平成24年3月期 122,131 129 0.10
平成25年3月期 128,117 137 0.10

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 68 0 0.01
平成25年3月期 19,982 34 0.17

資金調達勘定 平成24年3月期 3,503,484 6,817 0.19
平成25年3月期 3,549,509 5,250 0.14

うち　預金 平成24年3月期 3,395,017 5,666 0.16
平成25年3月期 3,468,905 4,237 0.12

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 63,769 76 0.12
平成25年3月期 39,730 54 0.13

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 6,505 77 1.18
平成25年3月期 4,721 51 1.08

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 21,739 590 2.71
平成25年3月期 24,502 609 2.48

（注） 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成24年3月期23,610百万円、平成25年3月期20,918百万円）及び当座預け金利息（平成24年3月期7百万円、平成25
年3月期1百万円）を控除して表示しております。

 2. （　）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。

（単位：百万円）国際業務部門
種　類 期　別 平均残高 利　息 利回り

資金運用勘定 平成24年3月期 237,707 3,857 1.62 ％
平成25年3月期 219,753 3,889 1.76 ％

うち　貸出金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　商品有価証券 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　有価証券 平成24年3月期 235,302 3,816 1.62
平成25年3月期 217,202 3,849 1.77

うち　コールローン 平成24年3月期 380 3 1.00
平成25年3月期 421 1 0.26

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

資金調達勘定
平成24年3月期 （168,260） （487）

237,890 682 0.28

平成25年3月期 （132,826） （288）
219,465 546 0.24

うち　預金 平成24年3月期 8,595 13 0.15
平成25年3月期 7,884 7 0.09

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 59,896 163 0.27
平成25年3月期 78,669 248 0.31

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 1,104 6 0.61
平成25年3月期 54 0 0.61

（注） 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成24年3月期20百万円、平成25年3月期18百万円）を控除して表示しております。
 2. （　）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。
 3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式（前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。
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損益の状況（単体）
（単位：百万円）合　計

種　類 期　別 平均残高 利　息 利回り

資金運用勘定 平成24年3月期 3,643,548 59,163 1.62 ％
平成25年3月期 3,708,198 56,200 1.51 ％

うち　貸出金 平成24年3月期 2,480,162 45,463 1.83
平成25年3月期 2,503,414 43,616 1.74

うち　商品有価証券 平成24年3月期 3,236 27 0.85
平成25年3月期 1,739 10 0.58

うち　有価証券 平成24年3月期 1,032,294 13,374 1.29
平成25年3月期 1,049,746 12,245 1.16

うち　コールローン 平成24年3月期 122,512 133 0.10
平成25年3月期 128,539 138 0.10

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 68 0 0.01
平成25年3月期 19,982 34 0.17

資金調達勘定 平成24年3月期 3,573,114 7,012 0.19
平成25年3月期 3,636,148 5,508 0.15

うち　預金 平成24年3月期 3,403,613 5,679 0.16
平成25年3月期 3,476,789 4,244 0.12

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 63,769 76 0.12
平成25年3月期 39,730 54 0.13

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 66,401 240 0.36
平成25年3月期 83,391 299 0.35

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 22,844 597 2.61
平成25年3月期 24,556 609 2.48

（注） 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成24年3月期23,630百万円、平成25年3月期20,936百万円）及び当座預け金利息（平成24年3月期7百万円、平成25
年3月期1百万円）を控除して表示しております。

 2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

受取・支払利息の分析

種　類 期　別 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 平成24年3月期 922 △2,611 △1,689
平成25年3月期 728 △3,921 △3,193

うち　貸出金 平成24年3月期 831 △1,117 △286
平成25年3月期 422 △2,269 △1,847

うち　商品有価証券 平成24年3月期 △14 △0 △14
平成25年3月期 △10 △7 △17

うち　有価証券 平成24年3月期 442 △1,573 △1,131
平成25年3月期 411 △1,572 △1,161

うち　コールローン 平成24年3月期 34 △2 32
平成25年3月期 6 2 8

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 △9 ― △9
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 0 △0 △0
平成25年3月期 33 1 34

支払利息 平成24年3月期 124 △2,009 △1,885
平成25年3月期 88 △1,655 △1,567

うち　預金 平成24年3月期 167 △1,874 △1,707
平成25年3月期 120 △1,548 △1,428

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 △52 △88 △140
平成25年3月期 △31 9 △22

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 10 39 49
平成25年3月期 △19 △7 △26

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 △228 13 △215
平成25年3月期 71 △53 18

（注） 1. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
 2. 受取利息は当座預け金利息（平成24年3月期7百万円、平成25年3月期1百万円）を控除して表示しております。

（単位：百万円）国内業務部門
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受取・支払利息の分析

種　類 期　別 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 平成24年3月期 △282 △34 △316
平成25年3月期 △303 335 32

うち　貸出金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　商品有価証券 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　有価証券 平成24年3月期 △276 △42 △318
平成25年3月期 △305 337 32

うち　コールローン 平成24年3月期 △3 3 △0
平成25年3月期 0 △2 △2

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

支払利息 平成24年3月期 △62 △203 △265
平成25年3月期 △50 △85 △135

うち　預金 平成24年3月期 3 △1 2
平成25年3月期 △1 △5 △6

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 65 △35 30
平成25年3月期 56 29 85

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 6 ― 6
平成25年3月期 △6 △0 △6

（注） 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。

（単位：百万円）国際業務部門

（単位：百万円）合　計
種　類 期　別 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 平成24年3月期 1,393 △3,090 △1,697
平成25年3月期 1,035 △3,997 △2,962

うち　貸出金 平成24年3月期 831 △1,117 △286
平成25年3月期 422 △2,269 △1,847

うち　商品有価証券 平成24年3月期 △14 △0 △14
平成25年3月期 △10 △7 △17

うち　有価証券 平成24年3月期 225 △1,675 △1,450
平成25年3月期 222 △1,350 △1,128

うち　コールローン 平成24年3月期 34 △3 31
平成25年3月期 6 △1 5

うち　買現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引支払保証金 平成24年3月期 △9 ― △9
平成25年3月期 ― ― ―

うち　買入手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　預け金 平成24年3月期 0 △0 △0
平成25年3月期 33 1 34

支払利息 平成24年3月期 186 △2,029 △1,843
平成25年3月期 121 △1,624 △1,503

うち　預金 平成24年3月期 172 △1,876 △1,704
平成25年3月期 119 △1,553 △1,434

うち　譲渡性預金 平成24年3月期 △52 △88 △140
平成25年3月期 △31 9 △22

うち　コールマネー 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　売現先勘定 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　債券貸借取引受入担保金 平成24年3月期 85 △5 80
平成25年3月期 61 △3 58

うち　売渡手形 平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

うち　借用金 平成24年3月期 △191 △18 △209
平成25年3月期 43 △31 12

（注） 1. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
 2. 受取利息は当座預け金利息（平成24年3月期7百万円、平成25年3月期1百万円）を控除して表示しております。

92



損益の状況（単体）

営業経費の内訳
（単位：百万円）

その他業務利益の内訳

（単位：百万円）

科　　目 平成24年3月期 平成25年3月期

給料・手当 13,678 13,624
退職給付費用 536 △61
福利厚生費 175 158
減価償却費 4,090 3,976
土地建物機械賃借料 1,438 1,393
営繕費 0 9
消耗品費 509 602
給水光熱費 386 373
旅費 90 97
通信費 1,005 976
広告宣伝費 416 471
租税公課 1,948 1,834
その他 13,334 12,785

計 37,612 36,241
（注）損益計算書中「営業経費」の内訳であります。

役務取引の状況
（単位：百万円）

種　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

役務取引等収益 平成24年3月期 9,032 114 9,146
平成25年3月期 9,015 110 9,125

うち　預金・貸出業務 平成24年3月期 2,479 ― 2,479
平成25年3月期 2,458 ─ 2,458

うち　為替業務 平成24年3月期 2,757 113 2,870
平成25年3月期 2,727 109 2,836

うち　証券関連業務 平成24年3月期 48 ― 48
平成25年3月期 31 ─ 31

うち　代理業務 平成24年3月期 159 ― 159
平成25年3月期 178 ─ 178

うち　保護預り・貸金庫業務 平成24年3月期 204 ― 204
平成25年3月期 201 ─ 201

うち　保証業務 平成24年3月期 92 0 92
平成25年3月期 90 0 91

うち　投資信託・保険販売業務 平成24年3月期 2,621 ― 2,621
平成25年3月期 2,564 ─ 2,564

役務取引等費用 平成24年3月期 4,593 58 4,652
平成25年3月期 4,741 56 4,798

うち　為替業務 平成24年3月期 535 43 578
平成25年3月期 527 45 572

科　　目 平成24年3月期 平成25年3月期

その他業務収益 5,317 11,726
外国為替売買益 272 234
商品有価証券売買益 ― 2
国債等債券売却益 4,966 11,408
金融派生商品収益 18 39
その他の業務収益 60 40
その他業務費用 4,040 2,135
商品有価証券売買損 8 ―
国債等債券売却損 3,256 1,776
国債等債券償却 774 302
その他の業務費用 ― 57

（単位：百万円）
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種　　類 平成24年3月期 平成25年3月期

総資産経常利益率 0.40 0.72
資本経常利益率 12.30 19.86
総資産当期純利益率 0.23 0.50
資本当期純利益率 6.84 13.72
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　経常（当期純）利益（注） 1. 総資産経常（当期純）利益率＝̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶×100  　　　　　　　　　　　　　　総資産（除く支払承諾見返）平均残高
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  経常（当期純）利益－優先株式配当金総額 2. 資本経常（当期純）利益率＝̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶×100  　　　　　　　　　　　　   ｛（期首純資産の部合計－期首発行済優先株式数×発行価額）＋（期末純資産の部合計－期末発行済優先株式数×発行価額）｝／2

利益率
（単位：％）

利　鞘
（単位：％）

種　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

資金運用利回り
平成24年3月期 1.56 1.62 1.62
平成25年3月期 1.45 1.76 1.51

資金調達原価
平成24年3月期 1.25 0.59 1.25
平成25年3月期 1.17 0.59 1.17

総資金利鞘
平成24年3月期 0.31 1.03 0.37
平成25年3月期 0.28 1.17 0.34

貸出金の預金に対する比率
（単位：百万円）

期　別 区　分 貸出金（A） 預　金（B） 預貸率
（A）/（B） 期中平均

 平成24年3月31日
国内業務部門 2,546,202 3,506,852 72.60 ％ 71.70 ％
国際業務部門 ― 8,673 ― ―
合　計 2,546,202 3,515,526 72.42 71.52

 平成25年3月31日
国内業務部門 2,582,839 3,592,023 71.90 71.35
国際業務部門 ― 7,108 ― ―
合　計 2,582,839 3,599,132 71.76 71.19

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。

有価証券の預金に対する比率
（単位：百万円）

期　別 区　分 有価証券（A） 預　金（B） 預証率
（A）/（B） 期中平均

 平成24年3月31日
国内業務部門 829,060 3,506,852 23.64 ％ 23.04 ％
国際業務部門 241,939 8,673 2,789.46 2,737.37
合　計 1,070,999 3,515,526 30.46 29.77

 平成25年3月31日
国内業務部門 780,846 3,592,023 21.73 23.72
国際業務部門 205,585 7,108 2,891.97 2,754.77
合　計 986,431 3,599,132 27.40 29.85

（注）預金には譲渡性預金を含んでおります。
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経営効率等（単体）
従業員1人当たり預金・貸出金

（単位：百万円）

期　別 従業員数 従業員1人当たり預金額 従業員1人当たり貸出金額

平成24年3月31日 2,336 人 1,504 1,089
平成25年3月31日 2,313 人 1,556 1,116

（注）1. 預金額には譲渡性預金を含んでおります。 
 2. 従業員数は期中平均人員を記載しております。なお、従業員数には本部人員を含んでおります。

1店舗当たり預金・貸出金
（単位：百万円）

期　別 営業店舗数 1店舗当たり預金額 1店舗当たり貸出金額

平成24年3月31日 100 店 35,155 25,462
平成25年3月31日 100 店 35,991 25,828

（注）1. 預金額には譲渡性預金を含んでおります。
 2. 店舗数には出張所を含んでおりません。
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定期預金の残存期間別残高
（単位：百万円）

種　類 期　間
期　別 3か月未満 3か月以上

6か月未満
6か月以上
1年未満

1年以上
2年未満

2年以上
3年未満 3年以上 合　計

定期預金
平成24年3月31日 396,308 343,112 656,879 201,493 174,615 68,647 1,841,056
平成25年3月31日 417,530 348,815 627,341 198,661 153,687 83,726 1,829,762

うち固定金利
定期預金

平成24年3月31日 396,288 343,082 656,867 201,472 174,533 68,647 1,840,891
平成25年3月31日 417,524 348,809 627,336 198,587 153,623 83,726 1,829,607

うち変動金利
定期預金

平成24年3月31日 19 30 12 20 81 ― 164
平成25年3月31日 6 5 4 73 64 ― 154

個人・法人等別預金残高（国内）
（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日

個人 2,643,342 2,658,703
法人等 803,694 881,385

合　計 3,447,037 3,540,089
（注）1. 譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
 2. 法人等の預金残高は、一般法人、金融機関、地方公共団体等の合算であります。

預金・譲渡性預金平均残高
（単位：百万円）

種　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

預
　
金

流動性預金
平成24年3月期 1,492,599 ― 1,492,599
平成25年3月期 1,582,443 ― 1,582,443

うち　有利息預金
平成24年3月期 1,105,146 ― 1,105,146
平成25年3月期 1,178,460 ― 1,178,460

定期性預金
平成24年3月期 1,863,485 ― 1,863,485
平成25年3月期 1,850,089 ― 1,850,089

うち　固定金利定期預金
平成24年3月期 1,863,307 1,863,307
平成25年3月期 1,849,933 1,849,933

うち　変動金利定期預金
平成24年3月期 177 177
平成25年3月期 156 156

その他
平成24年3月期 38,933 8,595 47,528
平成25年3月期 36,372 7,884 44,256

合　計
平成24年3月期 3,395,017 8,595 3,403,613
平成25年3月期 3,468,905 7,884 3,476,789

譲渡性預金
平成24年3月期 63,769 ― 63,769
平成25年3月期 39,730 ― 39,730

総　合　計
平成24年3月期 3,458,786 8,595 3,467,382
平成25年3月期 3,508,635 7,884 3,516,520

（注）1. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
 2. 定期性預金＝定期預金＋定期積金
  　固定金利定期預金：預入時に満期日迄の利率が確定する定期預金
  　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金
 3. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。
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貸出業務（単体）
貸出金平均残高

（単位：百万円）

種　　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

貸
　
出
　
金

手形貸付
平成24年3月期 128,229 ― 128,229
平成25年3月期 123,535 ― 123,535

証書貸付
平成24年3月期 2,096,448 ― 2,096,448
平成25年3月期 2,104,813 ― 2,104,813

当座貸越
平成24年3月期 228,990 ― 228,990
平成25年3月期 248,975 ― 248,975

割引手形
平成24年3月期 26,494 ― 26,494
平成25年3月期 26,090 ― 26,090

合　計
平成24年3月期 2,480,162 ― 2,480,162
平成25年3月期 2,503,414 ― 2,503,414

貸出金の担保別内訳
（単位：百万円）

（単位：百万円）

種　　類 平成24年3月31日 平成25年3月31日

有価証券 11,954 13,025
債権 42,719 43,185
商品 ― ―
不動産 385,620 373,604
その他 ― ―

計 440,293 429,815
保証 1,093,247 1,127,887
信用 1,012,661 1,025,137

 合　計 2,546,202 2,582,839

貸出金使途別残高

（単位：百万円）区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日
貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

設備資金 1,114,407 43.77 ％ 1,117,201 43.25 ％
運転資金 1,431,795 56.23 1,465,638 56.75
　　合　計 2,546,202 100.00 2,582,839 100.00

貸出金の残存期間別残高
（単位：百万円）

種　類 期　間
期　別 1年以下 1年超

3年以下
3年超
5年以下

5年超
7年以下 7年超 期間の定め

のないもの 合　計

貸出金
平成24年3月31日 288,694 283,010 316,228 135,075 1,270,319 252,875 2,546,202
平成25年3月31日 275,149 277,903 319,506 169,760 1,270,820 269,699 2,582,839

うち　変動金利
平成24年3月31日 164,111 178,861 77,964 1,026,466 80,689
平成25年3月31日 168,484 176,027 98,070 1,015,158 106,762

うち　固定金利
平成24年3月31日 118,898 137,366 57,110 243,852 172,186
平成25年3月31日 109,418 143,478 71,689 255,662 162,937

（注）残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。
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区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日
消費者ローン 898,830 888,445
うち　住宅ローン 769,945 765,278
うち　その他ローン 128,885 123,167

中小企業等に対する貸出金
（単位：百万円）

消費者ローン残高
（単位：百万円）

業種別貸出状況
（単位：百万円）

貸倒引当金残高
（単位：百万円）

区　　分 期　別 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高目的使用 その他
一般貸倒引当金 平成24年3月期 10,347 8,325 ― 10,347 8,325

平成25年3月期 8,325 6,773 ― 8,325 6,773

個別貸倒引当金 平成24年3月期 16,563 17,338 2,362 14,200 17,338
平成25年3月期 17,338 17,302 1,509 15,828 17,302

特定海外債権引当勘定 平成24年3月期 ― ― ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ― ― ―

合　計 平成24年3月期 26,910 25,664 2,362 24,548 25,664
平成25年3月期 25,664 24,076 1,509 24,154 24,076

期　別 総貸出金残高（A） 中小企業等貸出金残高（B） （B）/（A）
貸出先数 金額 貸出先数 金額 貸出先数 金額

平成24年3月31日 105,250 2,546,202 104,839 1,959,699 99.60 ％ 76.96 ％
平成25年3月31日 105,099 2,582,839 104,684 1,950,079 99.60 ％ 75.50 ％

（注） 1. 貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
 2. 中小企業等とは、資本金３億円（ただし、卸売業は１億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は５千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、

物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

業種別 平成24年3月31日 平成25年3月31日
貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比

国内店分
（除く特別国際金融取引勘定分） 105,250 2,546,202 100.00 ％ 105,099 2,582,839 100.00 ％

製造業 3,199 381,803 14.99 3,114 390,944 15.14 
農業、林業 107 2,966 0.12 103 2,664 0.10 
漁業 17 2,027 0.08 16 1,813 0.07 
鉱業、採石業、砂利採取業 13 5,599 0.22 9 4,277 0.16 
建設業 3,145 111,885 4.39 3,048 106,877 4.14 
電気・ガス・熱供給・水道業 23 12,538 0.49 22 17,460 0.68 
情報通信業 131 9,142 0.36 135 9,732 0.38 
運輸業、郵便業 616 64,917 2.55 608 67,827 2.63 
卸売業、小売業 4,275 289,384 11.37 4,237 297,254 11.51 
金融業、保険業 84 79,128 3.11 80 73,970 2.86 
不動産業、物品賃貸業 2,702 330,172 12.97 2,677 327,789 12.69 
各種サービス業 4,166 193,997 7.62 4,212 204,931 7.93 
地方公共団体 56 250,350 9.83 55 272,757 10.56 
その他 86,716 812,294 31.90 86,783 804,544 31.15 

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ％ ― ― ― ％
政府等 ― ― ― ― ― ―
金融機関 ― ― ― ― ― ―
その他 ― ― ― ― ― ―

合　計 105,250 2,546,202 105,099 2,582,839
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貸出業務（単体）
貸出金償却

（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月期 平成25年3月期

貸出金償却 2,848 1,776

特定海外債権残高

　平成24年3月31日、平成25年3月31日とも該当ありません。

リスク管理債権
（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月31日 平成25年3月31日

破綻先債権額 2,741 2,051
延滞債権額 82,392 82,695
3カ月以上延滞債権額 ― 34
貸出条件緩和債権額 7,056 6,655

合　計 92,189 91,437
（注） 1. 破綻先債権
  破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を

計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項
第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

 2. 延滞債権
  延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であ

ります。
 3. 3カ月以上延滞債権
  3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
 4. 貸出条件緩和債権
  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

資産の査定の額（金融再生法に基づく開示債権）
（単位：百万円）

債権の区分 平成24年3月31日 平成25年3月31日

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 22,775 20,068
危険債権 62,552 64,974
要管理債権 7,056 6,690
正常債権 2,486,533 2,522,633

合　計 2,578,917 2,614,366
（注）  資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がそ

の元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2条第3項に規定する有
価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記すること
とされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎とし
て次のとおり区分するものであります。

 1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ

れらに準ずる債権をいう。
 2. 危険債権
  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性

の高い債権をいう。
 3. 要管理債権
  要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
 4. 正常債権
  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

（ご参考）金融再生法に基づく開示債権の引当・保全状況
（単位：百万円）

平成25年3月31日
破産更生債権及び
これらに準ずる債権 危険債権 要管理債権 合　計

債権額 （A） 20,068 64,974 6,690 91,733
担保・保証等 （B） 18,731 41,835 2,987 63,554
担保・保証等によりカバーされていない部分 （C）＝（A）－（B） 1,337 23,138 3,702 28,178
対象債権に対する貸倒引当金 （D） 1,337 11,784 796 13,917
引当率 （D）/（C） 100.0 ％ 50.9 ％ 21.5 ％ 49.3 ％
カバー率（保全率） （B＋D）/（A） 100.0 ％ 82.5 ％ 56.5 ％ 84.4 ％
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有価証券平均残高 （単位：百万円）

種　　類 期　別 国内業務部門 国際業務部門 合　計

有
　
価
　
証
　
券

国債
平成24年3月期 416,957 ― 416,957
平成25年3月期 445,232 ― 445,232

地方債
平成24年3月期 195,306 ― 195,306
平成25年3月期 179,455 ― 179,455

短期社債
平成24年3月期 ― ― ―
平成25年3月期 ― ― ―

社債
平成24年3月期 126,610 ― 126,610
平成25年3月期 154,032 ― 154,032

株式
平成24年3月期 39,034 ― 39,034
平成25年3月期 35,790 ― 35,790

その他の証券
平成24年3月期 19,082 235,302 254,385
平成25年3月期 18,031 217,202 235,234

うち外国債券
平成24年3月期 235,302 235,302
平成25年3月期 217,202 217,202

うち外国株式
平成24年3月期 0 0
平成25年3月期 0 0

合　計
平成24年3月期 796,992 235,302 1,032,294
平成25年3月期 832,543 217,202 1,049,746

（注）国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。

商品有価証券平均残高

期　別 商品国債 商品地方債 商品政府保証債 その他の商品有価証券 合　計
平成24年3月期 1,946 1,289 ― ― 3,236

平成25年3月期 988 750 ― ― 1,739

（単位：百万円）

商品有価証券売買高

期　別 商品国債 商品地方債 商品政府保証債 合　計
平成24年3月期 8,131 104 ― 8,236

平成25年3月期 13,948 54 ― 14,003

（単位：百万円）

有価証券の残存期間別残高 （単位：百万円）

種　類 期間
期別 1年以下 1年超

3年以下
3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定め

のないもの 合　計

国債
平成24年3月31日 5,004 78,272 105,666 51,407 212,471 ― ― 452,822
平成25年3月31日 77,915 8,915 108,899 504 197,139 ― ― 393,375

地方債
平成24年3月31日 2,023 28,622 25,901 41,705 86,192 10,482 ― 194,927
平成25年3月31日 18,251 20,365 42,891 54,793 6,555 10,255 ― 153,112

短期社債
平成24年3月31日 ― ― ― ― ― ― ― ―
平成25年3月31日 ― ― ― ― ― ― ― ―

社債
平成24年3月31日 5,384 40,152 38,835 706 4,672 39,173 ― 128,926
平成25年3月31日 12,508 50,700 55,108 796 5,165 47,481 ― 171,761

株式
平成24年3月31日 37,074 37,074
平成25年3月31日 41,669 41,669

その他の証券
平成24年3月31日 73,847 26,643 74,462 28,083 36,502 10,970 6,738 257,248
平成25年3月31日 26,326 36,532 78,267 22,581 40,301 9,023 13,480 226,512

うち外国債券
平成24年3月31日 73,250 25,642 72,123 25,202 36,502 9,216 ― 241,938
平成25年3月31日 26,326 33,417 75,965 22,581 40,301 6,992 ― 205,584

うち外国株式
平成24年3月31日 0 0
平成25年3月31日 0 0
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支払承諾（単体）

内国為替業務（単体）

外国為替業務（単体）

国債等公共債の窓口販売

期　別 国　債 地方債・政保債 合　計
平成24年3月期 3,255 100 3,355

平成25年3月期 1,219 100 1,319

（単位：百万円）

公共債の引受

期　別 国　債 地方債・政保債 合　計
平成24年3月期 ― 3,719 3,719

平成25年3月期 ― 4,318 4,318

（単位：百万円）

区　　分 平成24年3月期 平成25年3月期
口　数 金　額 口　数 金　額

送金為替
各地へ向けた分 11,833 13,222,254 11,732 13,701,532
各地より受けた分 12,952 12,876,780 13,042 13,617,558

代金取立
各地へ向けた分 368 362,044 350 355,767
各地より受けた分 343 310,367 325 310,034

内国為替取扱高 （単位：千口、百万円）

外国為替取扱高 （単位：百万米ドル）

区　　分 平成24年3月期 平成25年3月期

仕向為替
売渡為替 672 789
買入為替 85 84

被仕向為替
支払為替 270 257
取立為替 127 96
合　計 1,155 1,227

種　　類 平成24年3月31日 平成25年3月31日

有価証券 365 350
債権 1,633 1,572
商品 ― ―
不動産 7,059 5,997
その他 ― ―

計 9,057 7,919
保証 4,385 4,376
信用 1,944 1,170

合　計 15,387 13,466

支払承諾見返の担保別内訳 （単位：百万円）

101



時価等情報（単体）
有価証券の時価等

紀
陽
銀
行

資
料
編

紀
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

資
料
編

第
3
の
柱
に
基
づ
く
開
示
事
項

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ

経
営
概
況

※ 貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」並びに「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。

■平成25年3月期
1. 売買目的有価証券

種　　類
平成25年3月期末（平成25年3月31日現在）

当期の損益に含まれた評価差額
売買目的有価証券 3 

（単位：百万円）

2. 満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類
平成25年3月期末（平成25年3月31日現在）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

国債 11,082 11,149 67
地方債 14,392 14,466 73
社債 6,680 6,703 23
その他 940 974 33
　外国債券 940 974 33
小計 33,096 33,294 197

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
国債 122,150 120,731 △1,419
小計 122,150 120,731 △1,419

合　計 155,247 154,026 △1,221

4. その他有価証券 （単位：百万円）

種　類
平成25年3月期末（平成25年3月31日現在）

貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 25,213 15,263 9,950
債券 553,081 540,336 12,744
　国債 260,141 256,232 3,909
　地方債 133,902 128,097 5,805
　社債 159,036 156,006 3,029
その他 175,896 166,520 9,376
　外国債券 162,361 155,955 6,406
　その他 13,534 10,564 2,970
小計 754,191 722,119 32,071

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 12,112 13,491 △1,379
債券 10,861 10,874 △13
　地方債 4,816 4,817 △0
　社債 6,044 6,057 △13
その他 50,141 52,338 △2,197
　外国債券 42,282 44,281 △1,998
　その他 7,858 8,057 △198
小計 73,114 76,704 △3,590

合　計 827,305 798,824 28,481
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

（単位：百万円）
区 分 貸借対照表計上額

株式 2,205
その他 475

合 計 2,681
これらについては、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 子会社株式及び関連会社株式
 該当ありません。
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）
貸借対照表計上額

子会社株式 2,138
関連会社株式 ̶

合 計 2,138
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6. 当期中に売却したその他有価証券

種　類
平成25年3月期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 4,001 107 400
債券 305,251 8,709 1,008
　国債 252,044 6,129 1,008
　地方債 44,449 2,513 ―
　社債 8,757 65 ―
その他 57,854 2,699 768
｠ 外国証券　 45,839 2,699 19
｠ その他 12,015 ― 748

合　計 367,107 11,516 2,177

7. 減損処理を行った有価証券
  売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって
貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。当期にお
ける減損処理額は、538百万円（うち株式　236百万円、その他　302百万円）であります。また、時価が「著しく下落した」
と判断するための基準は、時価が取得原価より30％超下落した場合としております。なお、時価が30％超下落した銘柄のう
ち、時価が50％超下落した銘柄についてはすべて、また、30％超50％以下下落した銘柄について、株式等については発行会
社の業績推移、市場価格の推移、市場環境の動向等の内的・外的要因により、また、債券については発行会社の信用状態等に
より、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない銘柄について減損処理することとしております。

5. 当期中に売却した満期保有目的の債券
 該当ありません。

（単位：百万円）

103



紀
陽
銀
行

資
料
編

紀
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

資
料
編

第
3
の
柱
に
基
づ
く
開
示
事
項

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ

経
営
概
況

■平成24年3月期
1. 売買目的有価証券

種　　類
平成24年3月期末（平成24年3月31日現在）

当期の損益に含まれた評価差額
売買目的有価証券 5

（単位：百万円）

2. 満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類
平成24年3月期末（平成24年3月31日現在）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

国債 76,578 77,341 762
地方債 14,385 14,606 220
社債 6,686 6,776 89
その他 821 852 30
　外国債券 821 852 30
小計 98,472 99,575 1,102

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
国債 57,038 56,234 △803
小計 57,038 56,234 △803

合　計 155,510 155,809 299

4. その他有価証券 （単位：百万円）

種　類
平成24年3月期末（平成24年3月31日現在）

貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 14,147 10,584 3,562
債券 601,272 588,960 12,312
　国債 319,206 314,949 4,257
　地方債 168,696 162,322 6,374
　社債 113,369 111,689 1,680
その他 151,101 145,077 6,023
　外国債券 149,217 143,208 6,008
　その他 1,884 1,869 15
小計 766,520 744,622 21,898

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 18,366 20,753 △2,387
債券 20,715 20,759 △44
　地方債 11,844 11,851 △7
　社債 8,870 8,907 △37
その他 106,188 111,985 △5,796
　外国債券 91,899 95,653 △3,753
　その他 14,289 16,332 △2,043
小計 145,270 153,498 △8,228

合　計 911,791 898,121 13,670
（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

（単位：百万円）
区 分 貸借対照表計上額

株式 2,422
その他 239

合 計 2,662
これらについては、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 子会社株式及び関連会社株式
 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、該当ありません。
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金銭の信託の時価等
■平成25年3月期末（平成25年3月31日現在）
1. 運用目的の金銭の信託 該当ありません。
2. 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません。
3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 該当ありません。

■平成24年3月期末（平成24年3月31日現在）
1. 運用目的の金銭の信託 該当ありません。
2. 満期保有目的の金銭の信託 該当ありません。
3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 該当ありません。

6. 当期中に売却したその他有価証券

種　類
平成24年3月期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 3,172 49 720
債券 190,745 3,278 1,104
　国債 146,996 2,208 1,093
　地方債 30,743 871 ―
　社債 13,006 197 10
その他 62,584 1,687 2,152
｠ 外国証券　 40,464 1,532 669
｠ その他 22,119 155 1,483

合　計 256,503 5,015 3,977

7. 減損処理を行った有価証券
  有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。当期における減損処理額は、3,075百万
円（うち株式　2,301百万円、社債　27百万円、外国債券　379百万円、その他　368百万円）であります。また、時価が「著
しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30％超下落した場合としております。なお、時価が30％超下
落した銘柄のうち、時価が50％超下落した銘柄についてはすべて、また、30％超50％以下下落した銘柄について、株式等に
ついては発行会社の業績推移、市場価格の推移、市場環境の動向等の内的・外的要因により、また、債券については発行会社
の信用状態等により、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない銘柄について減損処理することとしておりま
す。

5. 当期中に売却した満期保有目的の債券
 該当ありません。

（単位：百万円）
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（3） 株式関連取引 該当ありません。
（4） 債券関連取引 該当ありません。
（5） 商品関連取引 該当ありません。
（6） クレジットデリバティブ取引 該当ありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契

約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等
については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（1） 金利関連取引 （単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価うち１年超

原則的処理方法

金利スワップ 受取固定・支払変動 － － － －
受取変動・支払固定 その他有価証券（債券） 30,000 30,000 △ 241

金利先物 － － － －
金利オプション － － － －
その他 － － － －
合　計 △ 241

（注）時価の算定　　割引現在価値等により算定しております。

（2） 通貨関連取引 （単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価うち１年超

原則的処理方法
通貨スワップ 外貨建の有価証券 1,207 － △ 176
為替予約 － － － －
その他 － － － －

合　計 △ 176
（注）1. 「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによって

おります。
 2. 時価の算定
  割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引 該当ありません。
（4） 債券関連取引 該当ありません。

■平成25年3月期末（平成25年3月31日現在）
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約におい

て定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等について
は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（1） 金利関連取引
　　該当ありません。
（2） 通貨関連取引 （単位：百万円）

区
分 種　　類 契約額等 時　　価 評価損益うち１年超
金
融
商
品
取
引
所

通　貨 売建 － － － －
先　物 買建 － － － －
通　貨 売建 － － － －
オプション 買建 － － － －

店
　
頭

通貨スワップ 185,557 143,278 197 197
為　替 売建 42,364 － 52 52
予　約 買建 690 － △ 0 △ 0
通　貨 売建 － － － －
オプション 買建 － － － －

その他 売建 － － － －
買建 － － － －

合　計 250 250

(注) 1. 左記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に
計上しております。

 2. 時価の算定
  割引現在価値等により算定しております。

106



時価等情報（単体）

（3） 株式関連取引 該当ありません。
（4） 債券関連取引 該当ありません。
（5） 商品関連取引 該当ありません。
（6） クレジットデリバティブ取引 該当ありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契

約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等
については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（1） 金利関連取引
　　該当ありません。
（2） 通貨関連取引

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価うち１年超

原則的処理方法
通貨スワップ 外貨建の有価証券 1,098 － △ 29
為替予約 － － － －
その他 － － － －

合　計 △ 29

（注）1. 「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき、繰延ヘッジによって
おります。

 2. 時価の算定
  割引現在価値等により算定しております。

（3） 株式関連取引
（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価うち１年超
原則的処理方法 先渡取引 株式 2,673 2,673 201

合　計 201

（注）時価の算定
 東京証券取引所における最終の価格等によっております。

（4） 債券関連取引 該当ありません。

■平成24年3月期末（平成24年3月31日現在）
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約におい

て定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等について
は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

（1） 金利関連取引
　　該当ありません。
（2） 通貨関連取引 （単位：百万円）

区
分 種　　類 契約額等 時　　価 評価損益うち１年超
金
融
商
品
取
引
所

通　貨 売建 － － － －
先　物 買建 － － － －
通　貨 売建 － － － －
オプション 買建 － － － －

店
　
頭

通貨スワップ 209,371 152,635 234 234
為　替 売建 7,997 － △ 260 △ 260
予　約 買建 113 － △ 0 △ 0
通　貨 売建 － － － －
オプション 買建 － － － －

その他
売建 － － － －
買建 － － － －

合　計 △ 25 △ 25

(注) 1. 左記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に
計上しております。

 2. 時価の算定
  割引現在価値等により算定しております。
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主要な経営指標等の推移（単体）
主要な経営指標の推移
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（単位：百万円）

回　　次 第199期 第200期 第201期 第202期 第203期
決算年月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月

経常収益 80,180 78,574 79,496 76,311 79,627
経常利益又は経常損失（△） △　7,246 8,387 12,923 15,036 27,751
当期純利益 2,939 7,560 8,332 8,658 19,293
資本金 80,096 80,096 80,096 80,096 80,096

発行済株式総数
（千株）

普通株式 669,595 普通株式 669,595 普通株式 669,595 普通株式 669,595 普通株式 669,595

第２回優先株式 8,000 第２回優先株式 8,000 第２回優先株式 8,000 第２回優先株式 8,000 第２回優先株式 8,000
第二種優先株式 31,500 第二種優先株式 31,500 第二種優先株式 31,500 第二種優先株式 31,500 第二種優先株式 16,100

純資産額 103,213 139,661 147,555 165,003 173,751
総資産額 3,422,591 3,660,331 3,761,486 3,846,921 3,920,308
預金残高 3,119,313 3,277,472 3,364,810 3,447,037 3,540,089
貸出金残高 2,385,622 2,451,503 2,505,135 2,546,202 2,582,839
有価証券残高 802,756 947,595 878,138 1,070,999 986,431

1株当たり配当額
（内1株当たり中間配当額）

普通株式 3.00円 普通株式 4.00円 普通株式 4.00円 普通株式 4.00円 普通株式 4.00円
第２回優先株式 20.00円 第２回優先株式 20.00円 第２回優先株式 20.00円 第２回優先株式 20.00円 第２回優先株式 20.00円
第二種優先株式 21.00円 第二種優先株式 19.00円 第二種優先株式 17.00円 第二種優先株式 16.00円 第二種優先株式 16.00円
（普通株式 ―）（普通株式 ―）（普通株式 ―）（普通株式 ―）（普通株式 ―）
（第２回優先株式 ―）（第２回優先株式 ―）（第２回優先株式 ―）（第２回優先株式 ―）（第２回優先株式 ―）
（第二種優先株式 ―）（第二種優先株式 ―）（第二種優先株式 ―）（第二種優先株式 ―）（第二種優先株式 ―）

単体自己資本比率（％）
（国内基準） 10.43 10.42 10.92 10.90 10.42

配当性向（％） 94.93 39.37 35.05 33.50 14.18
従業員数（人） 2,061 2,144 2,221 2,265 2,242
※従業員数については、出向者を含んでおりません。
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役員・組織
取締役・監査役および執行役員

組織図

（注） 1. 監査役松川雅典、増尾穰、大平勝之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
 2. 当行は、取締役会機能の強化と業務執行機能の充実をはかり、意思決定及び業務執行の更なる迅速化を目指すため、平成16年6月29日より執

行役員制度を導入しております。
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取締役頭取（代表取締役） 片　山　博　臣
専務取締役（東京本部長兼東京支店長） 泉　　　清　映
専務取締役（人事部・総務部担当） 松　岡　靖　之
常務取締役（融資本部長） 森　川　保　彦
常務取締役（本店営業部長） 成　田　幸　夫
常務取締役（業務監査部担当） 鈴　木　健次郎
常務取締役（経営企画部担当） 鈴　木　教　秀
常務取締役（営業推進本部長兼大阪本部長）島　　　慶　司
取締役（大阪事業部長） 爲　岡　英　喜
取締役（堺支店長） 今　村　裕　一
取締役（リスク統括部・事務システム部担当）竹　中　義　人

監査役（常勤） 樋　口　勝　二
監査役（常勤） 北　山　隆　一
監査役（非常勤） 松　川　雅　典
監査役（非常勤） 増　尾　　　穰
監査役（非常勤） 大　平　勝　之
執行役員（大阪支店長） 日　野　和　彦
執行役員（和歌山事業部長） 堀　切　久　壽
執行役員（融資部長） 明　樂　泰　彦
執行役員（営業統括部長） 安　行　一　浩

（平成25年6月30日現在）

（平成25年6月30日現在）
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株式の状況
所有者別状況

大株主の状況
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所有株式数別 （平成25年3月31日現在）

氏名又は名称 住　所 所有株式数
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

株式会社紀陽ホールディングス 和歌山市本町1丁目35番地 693,695 千株 100.00（％）
計 693,695 千株 100.00（％）

（注） 株式会社紀陽ホールディングスの所有株式のうち、議決権を有しない第2回優先株式8,000千株、第二種優先株式16,100千株を保有しております。

普通株式 （平成25年3月31日現在）

区　　分
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 単元未満

株式の状況
（株）

政 府 及 び 金 融 機 関 金 融 商 品 そ の 他 の 外国法人等 個 　 　 人 計
地方公共団体 取 引 業 者 法 人 個 人 以 外 個 　 　 人 そ の 他

株 主 数（人） ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
所有株式数（単元） ― ― ― 669,595 ― ― ― 669,595 567
所有株式数の割合（％） ― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―

第2回優先株式 （平成25年3月31日現在）

区　　分
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 単元未満

株式の状況
（株）

政 府 及 び 金 融 機 関 金 融 商 品 そ の 他 の 外国法人等 個 　 　 人 計
地方公共団体 取 引 業 者 法 人 個 人 以 外 個 　 　 人 そ の 他

株 主 数（人） ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
所有株式数（単元） ― ― ― 8,000 ― ― ― 8,000 ―
所有株式数の割合（％） ― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―

所有議決権数別 （平成25年3月31日現在）

氏名又は名称 住　所 所有議決権数
総株主の議決権に対する
所有株式数の割合

株式会社紀陽ホールディングス 和歌山市本町1丁目35番地 669,595 個 100.00（％）
計 669,595 個 100.00（％）

第二種優先株式 （平成25年3月31日現在）

区　　分
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 単元未満

株式の状況
（株）

政 府 及 び 金 融 機 関 金 融 商 品 そ の 他 の 外国法人等 個 　 　 人 計
地方公共団体 取 引 業 者 法 人 個 人 以 外 個 　 　 人 そ の 他

株 主 数（人） ― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
所有株式数（単元） ― ― ― 16,100 ― ― ― 16,100 ―
所有株式数の割合（％） ― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
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＜定性的な開示事項＞

＜定量的な開示事項＞

113～118

119～134

135～136

バーゼルⅡ第3の柱に基づく開示事項

報酬等に関する開示事項

「銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別
に定める事項」（平成19年3月23日、金融庁告示第15号）

「銀行法施行規則第19条の2第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営
又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日、
金融庁告示第21号）

※ 当社グループは、自己資本比率算出における信用リスクアセットの算出について、「標準的手法」を採用しております。
　 このため、開示事項のうち「内部格付手法」に関する項目については、記載を省略しております。
　 また、開示事項のうち該当がないものにつきましては、一部記載を省略しております。
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【定性的な開示事項】

株式会社紀陽ホールディングス

〈銀行業務〉

〈信用保証業務〉

〈事務代行・派遣業務〉

〈リース・ベンチャーキャピタル業務〉

〈クレジットカード業務〉

〈クレジットカード業務〉

〈電子計算機関連業務〉

阪和信用保証株式会社

紀陽ビジネスサービス株式会社

紀陽リース・キャピタル株式会社

株式会社紀陽カード

株式会社紀陽カードディーシー

株式会社紀陽銀行

紀陽情報システム株式会社

紀陽ホールディングス連結グループ

紀陽銀行連結グループ
（平成25年3月期末）

（3） 自己資本比率告示第9条又は第32条、もしくは持株会社自己資本比率告示第9条又は第21条が適用される金
融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容

　該当ございません。

（4） 自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまで、もしくは持株会社
自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の
対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

　該当ございません。

（5） 銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの又は同項第12号に掲げる会社で
あって、紀陽銀行連結グループに属していない会社、もしくは銀行法第52条の23第1項第10号に掲げる会
社のうち同号イに掲げる業務を専ら営むもの又は同項第11号に掲げる会社であって、紀陽ホールディングス
連結グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

　該当ございません。

（6） 紀陽ホールディングス連結グループ及び紀陽銀行連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概
要

　資本の移動の制限等はありません。

（1） 銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年3月27日金融庁告示第19号。以下「自己資本比率告示」という。）
第3条又は第26条、又は銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社
の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平
成18年3月27日金融庁告示第20号。以下「持株会社自己資本比率告示」という。）第3条又は第15条に規定
する紀陽ホールディングス及び紀陽銀行の連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「連結
グループ」）に属する会社と連結財務諸表規則に基づく連結の範囲に含まれる会社との相違点

　 連結自己資本比率を算出する対象となる会社集団に属する会社と連結財務諸表規則に基づく連結の範囲に含まれる会社は同一
です。

（2） 連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容
　 紀陽ホールディングスの連結グループに属する連結子会社は7社、紀陽銀行の連結グループに属する連結子会社は5社であり、
詳細は下図のとおりです。

1．連結の範囲に関する事項
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2．自己資本調達手段の概要

〈紀陽ホールディングス　連結〉

〈紀陽銀行　連結、単体〉
自己資本調達手段 概要

普通株式（669百万株） 完全議決権株式。紀陽ホールディングスが100%保有。
非累積的永久優先株式 無議決権株式

第2回優先株式 8,000千株。発行価格1,000円。紀陽ホールディングスが100%保有。
第二種優先株式 16,100千株。発行価格1,000円。紀陽ホールディングスが100%保有。

期限付劣後債務 劣後特約付借入金のうち1,000百万円は期間10年（期限一括返済）。
上記借入金を除く期限付劣後債務は、ステップアップ金利特約付で期間10年（期限一括返
済）、5年目以降等に金融庁の承認を条件に期限前返済可能。

劣後特約付借入金
（24,000百万円）
劣後特約付社債
（10,000百万円）

 平成25年3月末における自己資本調達手段の概要は、以下のとおりです。

自己資本調達手段 概要
普通株式（745百万株） 完全議決権株式
非累積的永久優先株式 無議決権株式

第4回第一種優先株式 23,000千株。発行価格700円。金融機能強化法による公的資金。
期限付劣後債務 劣後特約付借入金のうち、1,000百万円は期間10年（期限一括返済）。

上記借入金を除く期限付劣後債務は、ステップアップ金利特約付で期間10年（期限一括返
済）、5年目以降等に金融庁の承認を条件に期限前返済可能。

劣後特約付借入金
（24,000百万円）
劣後特約付社債
（10,000百万円）

〈紀陽ホールディングス　連結〉

〈紀陽銀行　連結、単体〉
自己資本調達手段 概要

普通株式（669百万株） 完全議決権株式。紀陽ホールディングスが100%保有。
非累積的永久優先株式 無議決権株式

第2回優先株式 8,000千株。発行価格1,000円。紀陽ホールディングスが100%保有。
第二種優先株式 31,500千株。発行価格1,000円。紀陽ホールディングスが100%保有。

期限付劣後債務 劣後特約付借入金のうち1,000百万円は期間10年（期限一括返済）。
劣後特約付社債のうち、3,000百万円は期間8年（期限一括償還）、3年目以降等に金融庁の
承認を条件に期限前償還可能。
上記借入金・社債を除く期限付劣後債務は、ステップアップ金利特約付で期間10年（期限一
括返済）、5年目以降等に金融庁の承認を条件に期限前返済可能。

劣後特約付借入金
（24,000百万円）
劣後特約付社債
（13,000百万円）

 平成24年3月末における自己資本調達手段の概要は、以下のとおりです。

自己資本調達手段 概要
普通株式（745百万株） 完全議決権株式
非累積的永久優先株式 無議決権株式

第4回第一種優先株式 45,000千株。発行価格700円。金融機能強化法による公的資金。
期限付劣後債務 劣後特約付借入金のうち、1,000百万円は期間10年（期限一括返済）。

劣後特約付社債のうち、3,000百万円は期間8年（期限一括償還）、3年目以降等に金融庁の
承認を条件に期限前償還可能。
 上記借入金・社債を除く期限付劣後債務は、ステップアップ金利特約付で期間10年（期限一
括返済）、5年目以降等に金融庁の承認を条件に期限前返済可能。

劣後特約付借入金
（24,000百万円）
劣後特約付社債
（13,000百万円）
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3．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
 当社グループでは、紀陽銀行においてTier１を配賦原資として各リスクカテゴリーにリスク資本を配賦し、各リスク部門のリ

スク量が配賦資本の範囲内に収まっているかについてのモニタリングを通じて、自己資本の充実度を評価する体制としており
ます。

 その他、自己資本の充実度に関する評価基準として、「自己資本比率」「Tier１比率」を採用しております。
 また、信用集中リスクについては、債務者の信用力に応じた自主限度額を設定し、管理しております。

4．信用リスクに関する事項
　リスク管理の方針及び手続の概要
 （信用リスクとは）
 当社グループでは、信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、貸出資産等の価値が減少したり、回収不能とな

り損失を被るリスクであると定義しています。
 （信用リスク管理の基本方針）
 当社グループでは、「信用リスク管理規程」を制定し、信用リスク管理の原則・基本方針や管理体制を定めております。「信用

リスク管理規程」に基づき、適切な信用リスク管理をおこなうために、リスクテイクの中心となる紀陽銀行において信用格付
制度や与信の集中リスクを回避するための自主限度額などを設けるとともに、信用リスクの定量的把握にも取り組んでおりま
す。なお、計測した信用リスク量については、取締役会やリスク管理委員会への報告をおこなっております。

 （貸倒引当金の計上基準）
 当社グループの貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者の債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
 また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者の債権については、債権額か

ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査

定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当をおこなっております。

　標準的手法が適用されるポートフォリオについて
 （1）リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
 　　・株式会社格付投資情報センター（R＆I）
 　　・株式会社日本格付研究所（JCR）
 　　・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody,s）
 　　・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆P）
 （2）エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
 　 当社グループでは、標準的手法が適用されるポートフォリオのリスク・ウエイトの判定においては、内部管理との整合性を

考慮しつつ、格付の客観性を高めるためにも複数の格付機関等を利用することが適切との判断に基づき、全てのエクスポー
ジャー区分について上記の格付機関を採用しています。

5．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
 （信用リスク削減手法とは）
 信用リスク削減手法とは、当社グループが抱える信用リスクを軽減するための措置であり、担保、保証、貸出金等債権と預金

等債務との相殺などが該当します。なお、当社グループは、信用リスク削減手法としてクレジット・デリバティブは用いてお
りません。

 また、ここでいう信用リスク削減手法は、当社グループが自らの自己資本の充実度を評価する際の取り扱いであり、貸出金な
どの与信案件の審査にあたっては担保・保証に過度に依存した取組みはおこなっておりません。

 （自己資本比率算出上の取り扱い）
 自己資本比率の算定においては、「信用リスク削減手法」として「包括的手法」を採用しております。
 （方針及び手続）
 当社グループでは、不動産担保、有価証券担保、預金担保などの主要な担保のうち、有価証券担保、預金担保を「信用リスク

削減手法」として用いており、各種規程や手続を定めて評価及び管理をおこなっております。
 また、貸出金と預金との相殺については、与信先の担保（総合口座を含む）登録のない定期預金を対象としています。
 なお、派生商品取引、レポ形式の取引において、信用リスク削減手法として用いる法的に有効な相対ネッティング契約はござ

いません。
 保証については、格付機関の格付が一定ランク以上の保証人や、地方公共団体の保証など、「信用リスク削減手法」として有

効に認められる保証人について、信用リスクの削減効果を勘案しております。
 保証による「信用リスク削減手法」の適用については、地方公共団体の保証以外では消費者ローンにおける、「金融・保険業者」

による保証が主となっておりますが、いずれも格付機関の格付が一定ランク以上の先等に限定しております。
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6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手の信用リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
 当社グループでは派生商品取引にかかる取引相手の信用リスクに関しては、オンバランス取引と合算しオン・オフ一体で管理し

ております。
 派生商品取引の信用リスク額は、カレント・エクスポージャー方式により与信相当額を算出し管理しております。なお、一定額

以上の信用リスクのある取引相手については、与信限度額の管理のなかでリスク管理委員会に対して定期的に報告をおこなって
おります。

 また、市場取引における派生商品取引については、取引先とISDA契約に加えCSA契約を締結し、取引相手先もしくは派生商品
取引の契約先となる紀陽銀行の信用リスクが一定レベル以下に低下した場合は、双方が一定額の担保を取引相手に提供する内容
の契約としております。

 なお、派生商品取引に係る引当の算定はおこなっていません。

7．証券化エクスポージャーに関する事項
リスク管理の方針及びリスク特性の概要

 （取引の内容）
 当社グループでは、投資家として証券化取引に関与しており、保有している証券化エクスポージャーはいずれも一定以上の外

部格付けを有しております。
 なお、当社グループでは、オリジネーター等での証券化取引への関与はおこなっておりません。
 （取引に関する取組み方針）
 当社グループでは、今後も投資家として証券化取引に関与していく予定であり、当面オリジネーター等による関与の予定はご

ざいません。
 （リスク管理方針）
 証券化エクスポージャーの保有については、証券化エクスポージャー全体としての取組限度額を設定するとともに適格格付機

関の格付に基づく格付別投資限度額を設定し、取組み額の管理をおこなうとともに、取組み後も外部格付機関の格付を日々モ
ニタリングすることで取組限度額等の遵守状況を管理しております。

 （取引に係るリスク特性）
 当社グループが保有する証券化商品は、信用リスクならびに金利リスクを保有しておりますが、これは貸出金や有価証券等の

取引により発生するものと基本的には変わるものではありません。

自己資本比率告示第249条第4項第3号から第6号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要
当社グループでは、保有する証券化エクスポージャーについての包括的なリスク特性やパフォーマンス等に係る情報を適時に
把握する体制を整備し、継続的なモニタリングを実施しております。

信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
当社グループにおいては、信用リスク削減手法として証券化取引を用いておりません。

再証券化取引に関する事項
再証券化に該当する取引はございません。

信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
当社グループでは証券化エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算出には「標準的手法」を使用しております。

証券化取引に関する会計方針
当社グループにおいては、証券化取引による資産の売却あるいは資金の調達等に該当する取引をおこなっておりません。

証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　・株式会社格付投資情報センター（R＆I）
　・株式会社日本格付研究所（JCR）
　・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody,s）
　・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆P） 
なお、証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い分けはおこなっておりません。

8．マーケット・リスクに関する事項
 当社グループは、マーケット・リスク相当額の算定を要しないため、該当ございません。
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9．オペレーショナル・リスクに関する事項
リスク管理の方針及び手続の概要

 （オペレーショナル・リスクとは）
 当社グループでは、オペレーショナル・リスクを①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④有形資産リスク、⑤人

的リスクに区別しております。
 （方針及び手続）
 当社グループでは、「常に預金者や市場から信頼・信認を得られるようにするために、適切な内部統制（体制・システム）を

整備することでオペレーショナル・リスクを適切に管理する。」という方針のもと、オペレーショナル・リスク管理の基本的
事項を定めた「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペレーショナル・リスク全体の一元的な把握・管理を実施
する部署を設置しております。また、管理すべき範囲が多岐にわたることから、オペレーショナル・リスクの各区分に応じた
管理部署を定めるとともに、リスク区分毎に規程・手続等を整備し、適切に管理するプロセスを構築しております。

 具体的には、RCSA（リスクとコントロールの自己評価）を実施し、業務プロセスに内在する潜在的なリスクの特定・評価に
取り組むとともに、事務事故等、顕在化したオペレーショナル・リスク事象が、速やかに報告される体制を整備しており、こ
れらを通じて、業務内容の改善や再発防止策の策定に取り組むなど、オペレーショナル・リスク管理の実効性向上に努めてお
ります。

 また、オペレーショナル・リスクの現状や高度化への取組状況等は、リスク管理委員会に報告され、経営陣がオペレーショナ
ル・リスク管理の有効性・適切性を確認し、その協議内容は取締役会へ報告することとしております。

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当社グループにおいては、自己資本比率規制上のオペレーショナル・リスク相当額の算出については、「粗利益配分手法」を採
用しています。

10．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
（管理区分）
当社グループでは、出資・株式等のエクスポージャーについては、市場部門が運用目的で保有している「純投資」と、預金・
貸出金・業務上の提携などを含めた総合的な取引関係を勘案して継続的に長期保有している「政策投資」という区分に分け、
保有目的に応じた管理を行っております。
（方針及び手続）
純投資株式及び投資信託については「過度なリスクテイクとならないようリスク資本とリスク量のモニタリングを行う」とい
う方針のもと、適切に管理を行っております。
また、政策投資株式については「銘柄毎の保有意義について継続的に見直し、価格変動リスクの抑制に努める」という方針の
もと、管理を行っています。
グループ全体の財務状況に与える影響が大きい紀陽銀行が保有する純投資株式及び投資信託の価格変動リスクに対するリスク
資本は、原則半年に一度、戦略や方針等を勘案し決定され、リスク資本の範囲内で紀陽銀行が効率的に収益を追求できる体制
としています。また、紀陽銀行ではリスク資本の他に投資金額の限度やロスカットルールを定め、損失の拡大を防止する措置
を講じております。
純投資株式や投資信託の価格変動リスクの計測は、バリュー・アット・リスク（以下、VaRという。）により行い、信頼区間
は99％、保有期間は３ヶ月として計測しております。政策投資株式のうち上場株式は、金融商品会計のなかで財務上の影響
が発生することから、価格変動リスクを把握するため、純投資株式・投資信託同様VaRの計測を行っております。
紀陽銀行における組織的な管理態勢としては、投資を実施する部署とは分離独立したリスク統括部が、日次ベースでモニタリ
ングを実施し、リスク管理の有効性を保っております。
これら純投資株式、投資信託、政策投資株式の残高、評価損益、リスク量の状況は定期的にリスク管理委員会へ報告され、経
営陣がリスク管理体制の有効性・適切性を確認し、協議された内容は取締役会へも報告されています。
株式等の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価
のあるものについては市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均
法による原価法又は償却原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
株式等については、会計方針等を変更した場合、変更の理由や影響額を財務諸表の注記に記載しております。
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11．銀行勘定における金利リスクに関する事項
リスク管理の方針及び手続の概要
それぞれに把握したリスクについては、ALM（Asset Liability Management）の一環として、グループ全体の収益力向上に
資するようコントロールを行っており、ALMの方針については、持株会社・子銀行のALM戦略委員会で、それぞれ社長・頭
取が委員長となって、定期的な協議などを行っております。
銀行勘定における金利リスクについても、リスク特性の違いから、市場取引における金利リスクと預金・貸出金取引などの一
般のお客様との取引から発生する金利リスクに区分のうえ、管理しております。

内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要
当社グループにおける銀行勘定の金利リスクの算出方法は、分散・共分散法によるVaR（信頼区間99％、保有期間３カ月）
を用いてリスク管理を行っております。
VaR以外にも、BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）、GPS（グリッド・ポイント・センシティビティ）分析、ギャップ分析、
シナリオ分析、ストレステスト等の手法を用いてリスク管理を実施し、リスクを的確かつ多面的に把握するとともに、計測手
法の高度化・精緻化に努めております。
なお、金利リスク算出上、要求払預金については、内部モデルにより滞留期間を考慮した「コア預金」を推計し、使用してお
ります。
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【定量的な開示事項】

2．自己資本の構成に関する事項

1．自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまで、及び持株会社自
己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第20条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の
対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本額を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総
額（平成24年3月末、平成25年3月末）

 対象となる会社はございません。

〈紀陽ホールディングス　連結自己資本比率（第二基準）〉
（単位：百万円）

項　　　　　目 平成24年3月31日 平成25年3月31日

基本的項目
（Tier1）

資本金 58,350 58,350
うち非累積的永久優先株（注1） ― ―

新株式申込証拠金 ― ―
資本剰余金 64,605 47,947
利益剰余金 45,748 61,165
自己株式（△） 847 1,657
自己株式申込証拠金 ― ―
社外流出予定額（△） 2,731 2,459
その他有価証券の評価差損（△） ― ―
為替換算調整勘定 ― ―
新株予約権 ― ―
連結子法人等の少数株主持分 2,212 2,359
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ― ―

営業権相当額（△） ― ―
のれん相当額（△） 6,439 4,759
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ― ―
　　　　　　　　　　計 （A） 160,898 160,946
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注2） ― ―

補完的項目
（Tier2）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 ― ―
一般貸倒引当金 10,368 8,476
負債性資本調達手段等 36,600 33,400
うち永久劣後債務（注3） ― ―
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注4） 36,600 33,400

　　　　　　　　　　計 46,968 41,876
うち自己資本への算入額 （B） 46,968 41,876

控除項目 控除項目（注5） （C） ― ―
自己資本額 （A）＋（B）－（C） （D） 207,867   202,822

リスク・
アセット等

資産（オン・バランス）項目 1,656,452 1,691,150
オフ・バランス取引等項目 26,332 25,276
信用リスク・アセットの額 （E） 1,682,784 1,716,426
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（G）／8％） （F） 103,371 103,627
（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （G） 8,269 8,290
計（E）＋（F） （H） 1,786,156 1,820,054

連結自己資本比率（第二基準）＝Ｄ／H×100（％） 11.63 11.14
（参考）Tier1比率＝A／H×100（％） 9.00 8.84
（注）  自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
  なお、当社は、第二基準（国内基準）を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配

分手法を採用しております。
 1. 当社の資本金は株式種類毎に区分できないため、資本金のうち非累積的永久優先株の金額は記載しておりません。
 2. 告示第17条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証

券を含む。）であります。
 3. 告示第18条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
  （1） 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
  （2） 一定の場合を除き、償還されないものであること
  （3） 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
  （4） 利払い義務の延期が認められるものであること
 4. 告示第18条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
 5. 告示第20条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額

が含まれております。
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〈紀陽銀行　連結自己資本比率（国内基準）〉
（単位：百万円）

項　　　　　目 平成24年3月31日 平成25年3月31日

基本的項目
（Tier1）

資本金 80,096 80,096
うち非累積的永久優先株 19,750 19,750

新株式申込証拠金 ― ―
資本剰余金 32,357 15,697
利益剰余金 41,265 57,830
自己株式（△） ― ―
自己株式申込証拠金 ― ―
社外流出予定額（△） 3,346 3,100
その他有価証券の評価差損（△） ― ―
為替換算調整勘定 ― ―
新株予約権 ― ―
連結子法人等の少数株主持分 1,396 1,514
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ― ―

営業権相当額（△） ― ―
のれん相当額（△） ― ―
企業結合等により計上される無形固定資産相当額（△） ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ― ―
　　　　　　　　　計 （Ａ） 151,769 152,039
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ― ―

補完的項目
（Tier2）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 227 227
一般貸倒引当金 10,364 8,473
負債性資本調達手段等 36,600 33,400
うち永久劣後債務（注2） ― ―
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） 36,600 33,400

　　　　　　　　　計 47,191 42,100
うち自己資本への算入額 （Ｂ） 47,191 42,100

控除項目 控除項目（注4） （Ｃ） ― ―
自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （Ｄ） 198,961 194,140

リスク・アセット等

資産（オン・バランス）項目 1,655,676 1,689,988
オフ・バランス取引等項目 26,332 25,276
信用リスク・アセットの額 （Ｅ） 1,682,008 1,715,265
オペレーショナル・リスク相当額に係る額((Ｇ)／8％) （Ｆ） 102,068 102,275
（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （Ｇ） 8,165 8,182
計（Ｅ）＋（Ｆ） （Ｈ） 1,784,077 1,817,540

連結自己資本比率（国内基準）＝Ｄ／Ｈ×100（％） 11.15 10.68
（参考）Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100（％） 8.50 8.36
（注）  自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年

金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
  なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用

しております。
 1. 告示第28条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証

券を含む。）であります。
 2. 告示第29条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
  （1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
  （2）一定の場合を除き、償還されないものであること
  （3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
  （4）利払い義務の延期が認められるものであること
 3. 告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
 4. 告示第31条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額

が含まれております。
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〈紀陽銀行　単体自己資本比率（国内基準）〉

項　　　　　目 平成24年3月31日 平成25年3月31日

基本的項目
（Tier1）

資本金 80,096 80,096
うち非累積的永久優先株 19,750 19,750

新株式申込証拠金 ― ―
資本準備金 259 259
その他資本剰余金 32,097 15,437
利益準備金 2,373 3,041
その他利益剰余金 37,136 52,418
その他 ― ―
自己株式（△） ― ―
自己株式申込証拠金 ― ―
社外流出予定額（△） 3,342 3,095
その他有価証券の評価差損（△） ― ―
新株予約権 ― ―
営業権相当額（△） ― ―
のれん相当額（△） ― ―
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△） ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） ― ―
　　　　　　　　　　計 （A） 148,620 148,158
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券（注1） ― ―
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 ― ―

補完的項目
（Tier2）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 227 227
一般貸倒引当金 8,325 6,773
負債性資本調達手段等 36,600 33,400
うち永久劣後債務（注2） ― ―
うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注3） 36,600 33,400

　　　　　　　　　　計 45,153 40,401
うち自己資本への算入額 （B） 45,153 40,401

控除項目 控除項目（注4） （C） ― ―
自己資本額 （A）＋（B）－（C） （D） 193,774 188,559

リスク・アセット等

資産（オン・バランス）項目 1,653,981 1,687,659
オフ・バランス取引等項目 26,332 25,276
信用リスク・アセットの額 （E） 1,680,313 1,712,936
オペレーショナル・リスク相当額に係る額（（Ｇ）／8％） （F） 96,313 96,563
（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （G） 7,705 7,725
計(Ｅ)＋(Ｆ) （H） 1,776,626 1,809,499

単体自己資本比率（国内基準）＝D／H×100（％） 10.90 10.42
（参考）Tier１比率＝Ａ／Ｈ×100（％） 8.36 8.18
（注）  自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年

金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
  なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用

しております。
 1. 告示第40条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証

券を含む。）であります。
 2. 告示第41条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
  （1） 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
  （2） 一定の場合を除き、償還されないものであること
  （3） 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
  （4） 利払い義務の延期が認められるものであること
 3. 告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
 4. 告示第43条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。

（単位：百万円）
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3．自己資本の充実度に関する事項

信用リスクに対する所要自己資本の額

資産（オン・バランス）項目 （単位：百万円）

項　　　　　目 紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

1. 現金 ― ― ―
2. わが国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ―
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 15 15 15 
4. 国際決済銀行等向け ― ― ―
5. わが国の地方公共団体向け ― ― ―
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ―
7. 国際開発銀行向け ― ― ―
8. 地方公共団体金融機構 39 39 39 
9. わが国の政府関係機関向け 321 321 321 
10. 地方三公社向け ― ― ―
11. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 2,014 2,014 2,013 
12. 法人等向け 27,831 27,822 27,913 
13. 中小企業等向け及び個人向け 16,769 16,769 16,559 
14. 抵当権付住宅ローン 4,762 4,762 4,793 
15. 不動産取得等事業向け 9,562 9,562 9,562 
16. 三月以上延滞等 470 470 433 
17. 取立未済手形 ― ― ―
18. 信用保証協会等による保証付 295 295 295 
19. 株式会社企業再生支援機構等による保証付 ― ― ―
20. 出資等 1,174 1,171 1,252 
21. 上記以外 2,725 2,706 2,683 
22. 証券化（オリジネーターの場合） ― ― ―
23. 証券化（オリジネーター以外の場合） 274 274 274 
24. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、

個々の資産の把握が困難な資産 ― ― ―

合　　　　　　　計 66,258 66,227 66,159

■平成24年3月末
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資産（オン・バランス）項目 （単位：百万円）

項　　　　　目 紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

1. 現金 ― ― ―
2. わが国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ―
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 15 15 15 
4. 国際決済銀行等向け ― ― ―
5. わが国の地方公共団体向け ― ― ―
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 100 100 100 
7. 国際開発銀行向け ― ― ―
8. 地方公共団体金融機構 39 39 39 
9. わが国の政府関係機関向け 406 406 406 
10. 地方三公社向け 12 12 12 
11. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 2,311 2,309 2,308 
12. 法人等向け 29,056 29,043 29,103 
13. 中小企業等向け及び個人向け 17,459 17,459 17,248 
14. 抵当権付住宅ローン 4,489 4,489 4,520 
15. 不動産取得等事業向け 9,472 9,472 9,472 
16. 三月以上延滞等 376 376 337 
17. 取立未済手形 ― ― ―
18. 信用保証協会等による保証付 287 287 287 
19. 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ― ―
20. 出資等 1,312 1,308 1,390 
21. 上記以外 2,195 2,167 2,151 
22. 証券化（オリジネーターの場合） ― ― ―
23. 証券化（オリジネーター以外の場合） 110 110 110 
24. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、

個々の資産の把握が困難な資産 ― ― ―
合　　　　　　　計 67,646 67,599 67,506

■平成25年3月末

オフ・バランス項目 （単位：百万円）

項　　　　　目 紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント ― ― ―
2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 62 62 62 
3. 短期の貿易関連偶発債務 7 7 7 
4. 特定の取引に係る偶発債務 2 2 2 
（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） ― ― ―

5. NIF又はRUF ― ― ―
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 162 162 162 
7. 内部格付手法におけるコミットメント ― ― ―
8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 531 531 531 
（うち借入金の保証） 341 341 341 
（うち有価証券の保証） ― ― ―
（うち手形引受） 1 1 1 
（うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約） ― ― ―
（うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供） ― ― ―

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） ― ― ―
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） ― ― ―
控除額（△） ― ― ―

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 ― ― ―
11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 55 55 55 
12. 派生商品取引及び長期決済期間取引 230 230 230 

カレント・エクスポージャー方式 230 230 230 
派生商品取引 230 230 230 
外為関連取引 228 228 228 
金利関連取引 ― ― ―
金関連取引 ― ― ―
株式関連取引 2 2 2 
貴金属（金を除く）関連取引 ― ― ―
その他のコモディティ関連取引 ― ― ―
クレジット・デリバティブ取引（カウンターパーティー・リスク） ― ― ―
一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） ― ― ―
長期決済期間取引 ― ― ―
標準方式 ― ― ―
期待エクスポージャー方式 ― ― ―

13. 未決済取引 ― ― ―
14. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス ― ― ―
15. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー ― ― ―

合　　　　　　　計 1,053 1,053 1,053 
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オフ・バランス項目

（連結）自己資本比率及び（連結）基本的項目比率

項　　　　　目
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

（連結）自己資本比率（第二基準、国内基準） 11.63% 11.15% 10.90% 11.14% 10.68% 10.42%
（連結）基本的項目比率（第二基準、国内基準） 9.00% 8.50% 8.36% 8.84% 8.36% 8.18%

総所要自己資本額 （単位：百万円）

項　　　　　目
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

総所要自己資本額 71,446 71,363 71,065 72,802 72,701 72,379

（単位：百万円）

項　　　　　目 紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント ― ― ―
2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 94 94 94 
3. 短期の貿易関連偶発債務 9 9 9 
4. 特定の取引に係る偶発債務 2 2 2 
（うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） ― ― ―

5. NIF又はRUF ― ― ―
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 205 205 205 
7. 内部格付手法におけるコミットメント ― ― ―
8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 447 447 447 
（うち借入金の保証） 292 292 292 
（うち有価証券の保証） ― ― ―
（うち手形引受） 1 1 1 
（うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約） ― ― ―
（うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供） ― ― ―

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） ― ― ―
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） ― ― ―
控除額（△） ― ― ―

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 ― ― ―
11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 36 36 36 
12. 派生商品取引及び長期決済期間取引 214 214 214 

カレント・エクスポージャー方式 214 214 214 
派生商品取引 214 214 214 
外為関連取引 190 190 190 
金利関連取引 3 3 3
金関連取引 ― ― ―
株式関連取引 20 20 20 
貴金属（金を除く）関連取引 ― ― ―
その他のコモディティ関連取引 ― ― ―
クレジット・デリバティブ取引（カウンターパーティー・リスク） ― ― ―
一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△） ― ― ―
長期決済期間取引 ― ― ―
標準方式 ― ― ―
期待エクスポージャー方式 ― ― ―

13. 未決済取引 ― ― ―
14. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス ― ― ―
15. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー ― ― ―

合　　　　　　　計 1,011 1,011 1,011 

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 （単位：百万円）

項　　　　　目
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本額（粗利益配分手法） 4,134 4,082 3,852 4,145 4,091 3,862
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信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び三月以上延滞エクスポージャーの残高
4．信用リスクに関する次に掲げる事項

〈紀陽ホールディングス　連結（地域別、業種別、残存期間別）〉
■平成24年3月末

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,861,267 2,567,496 834,627 8,045 23,878
国外計 198,459 ― 169,470 1,729 ―

地域別合計 4,059,726 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878
製造業 410,813 385,110 8,795 2,322 1,868
農業、林業 3,439 2,968 ― ― 28
漁業 2,231 2,027 ― ― 0
鉱業、採石業、砂利採取業 5,753 5,752 ― ― ―
建設業 133,083 115,605 2,622 ― 1,433
電気・ガス・熱供給・水道業 14,374 12,555 300 ― ―
情報通信業 9,930 9,206 ― ― 2
運輸業、郵便業 73,613 65,638 7,230 ― 35
卸売業、小売業 308,275 291,865 3,479 2,593 298
金融業、保険業 624,874 80,036 207,890 4,858 142
不動産業、物品賃貸業 302,202 330,504 12,830 ― 15,890
各種サービス業 267,224 195,804 3,969 ― 1,164
地方公共団体 959,852 250,859 707,767 ― ―
その他 944,056 819,559 49,211 ― 3,013

業種別計 4,059,726 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878
1年以下 531,323 301,502 86,408 759 801
1年超3年以下 464,523 286,482 173,198 4,842 1,743
3年超5年以下 554,278 312,571 238,414 3,292 499
5年超7年以下 252,616 136,546 115,189 880 128
7年超10年以下 623,543 290,405 333,137 ― 258
10年超 1,047,083 988,231 57,749 ― 15,874
期間の定めのないもの 586,358 251,756 0 ― 4,572

残存期間別合計 4,059,726 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878
（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。

（単位：百万円）

〈紀陽銀行　連結（地域別、業種別、残存期間別）〉 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,859,882 2,567,496 834,627 8,045 23,878
国外計 198,459 ― 169,470 1,729 ―
地域別合計 4,058,342 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878
製造業 410,813 385,110 8,795 2,322 1,868
農業、林業 3,439 2,968 ― ― 28
漁業 2,231 2,027 ― ― 0
鉱業、採石業、砂利採取業 5,753 5,752 ― ― ―
建設業 133,083 115,605 2,622 ― 1,433
電気・ガス・熱供給・水道業 14,374 12,555 300 ― ―
情報通信業 9,930 9,206 ― ― 2
運輸業、郵便業 73,613 65,638 7,230 ― 35
卸売業、小売業 308,275 291,865 3,479 2,593 298
金融業、保険業 624,808 80,036 207,890 4,858 142
不動産業、物品賃貸業 302,202 330,504 12,830 ― 15,890
各種サービス業 267,224 195,804 3,969 ― 1,164
地方公共団体 959,297 250,859 707,767 ― ―
その他 943,293 819,559 49,211 ― 3,013
業種別計 4,058,342 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878
1年以下 530,509 301,502 86,408 759 801
1年超3年以下 464,523 286,482 173,198 4,842 1,743
3年超5年以下 554,278 312,571 238,414 3,292 499
5年超7年以下 252,616 136,546 115,189 880 128
7年超10年以下 623,543 290,405 333,137 ― 258
10年超 1,047,083 988,231 57,749 ― 15,874
期間の定めのないもの 585,787 251,756 0 ― 4,572
残存期間別合計 4,058,342 2,567,496 1,004,098 9,774 23,878

（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。
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〈紀陽ホールディングス　連結（地域別、業種別、残存期間別）〉
■平成25年3月末

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,983,106 2,604,768 773,577 6,040 20,784
国外計 143,223 ― 134,143 2,632 ―

地域別合計 4,126,329 2,604,768 907,720 8,673 20,784
製造業 423,959 395,504 12,583 1,858 1,406
農業、林業 3,107 2,665 ― ― 22
漁業 1,992 1,813 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 4,586 4,472 ― ― ―
建設業 125,444 109,437 2,252 ― 1,212
電気・ガス・熱供給・水道業 20,268 17,477 1,771 ― ―
情報通信業 10,627 9,783 ― ― ―
運輸業、郵便業 73,945 68,467 5,035 ― 20
卸売業、小売業 316,853 300,173 4,569 2,126 688
金融業、保険業 748,593 74,781 201,250 4,689 43
不動産業、物品賃貸業 303,332 328,222 15,403 ― 13,950
各種サービス業 283,109 207,393 9,047 ― 1,017
地方公共団体 873,560 273,200 599,696 ― ―
その他 936,948 811,373 56,110 ― 2,420

業種別計 4,126,329 2,604,768 907,720 8,673 20,784
1年以下 685,806 291,292 136,116 495 2,284
1年超3年以下 396,319 278,581 112,085 5,652 518
3年超5年以下 598,908 318,121 278,711 2,075 80
5年超7年以下 245,952 171,700 74,252 ― 201
7年超10年以下 537,013 292,190 244,372 450 220
10年超 1,047,105 983,982 62,182 ― 14,620
期間の定めのないもの 615,223 268,900 0 ― 2,858

残存期間別合計 4,126,329 2,604,768 907,720 8,673 20,784
（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。

（単位：百万円）

〈紀陽銀行　単体（地域別、業種別、残存期間別）〉 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,857,480 2,569,594 834,627 8,045 22,952
国外計 198,459 ― 169,470 1,729 ―
地域別合計 4,055,940 2,569,594 1,004,098 9,774 22,952
製造業 410,813 385,110 8,795 2,322 1,868
農業、林業 3,439 2,968 ― ― 28
漁業 2,231 2,027 ― ― 0
鉱業、採石業、砂利採取業 5,753 5,752 ― ― ―
建設業 133,083 115,605 2,622 ― 1,433
電気・ガス・熱供給・水道業 14,374 12,555 300 ― ―
情報通信業 9,930 9,206 ― ― 2
運輸業、郵便業 73,613 65,638 7,230 ― 35
卸売業、小売業 308,275 291,865 3,479 2,593 298
金融業、保険業 632,801 88,137 207,890 4,858 142
不動産業、物品賃貸業 302,202 330,504 12,830 ― 15,890
各種サービス業 267,224 195,804 3,969 ― 1,164
地方公共団体 959,292 250,854 707,767 ― ―
その他 932,903 813,561 49,211 ― 2,088
業種別計 4,055,940 2,569,594 1,004,098 9,774 22,952
1年以下 525,576 296,572 86,408 759 801
1年超3年以下 466,180 288,140 173,198 4,842 1,743
3年超5年以下 558,323 316,616 238,414 3,292 499
5年超7年以下 252,616 136,546 115,189 880 128
7年超10年以下 623,543 290,405 333,137 ― 258
10年超 1,047,083 988,231 57,749 ― 15,874
期間の定めのないもの 582,615 253,082 0 ― 3,647
残存期間別合計 4,055,940 2,569,594 1,004,098 9,774 22,952

（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。
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〈紀陽銀行　単体（地域別、業種別、残存期間別）〉 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,978,804 2,606,612 773,577 6,040 20,050
国外計 143,223 ― 134,143 2,632 ―
地域別合計 4,122,028 2,606,612 907,720 8,673 20,050
製造業 423,959 395,504 12,583 1,858 1,406
農業、林業 3,107 2,665 ― ― 22
漁業 1,992 1,813 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 4,586 4,472 ― ― ―
建設業 125,444 109,437 2,252 ― 1,212
電気・ガス・熱供給・水道業 20,268 17,477 1,771 ― ―
情報通信業 10,627 9,783 ― ― ―
運輸業、郵便業 73,945 68,467 5,035 ― 20
卸売業、小売業 316,853 300,173 4,569 2,126 688
金融業、保険業 755,943 82,379 201,250 4,689 43
不動産業、物品賃貸業 303,332 328,222 15,403 ― 13,950
各種サービス業 283,109 207,393 9,047 ― 1,017
地方公共団体 873,430 273,192 599,696 ― ―
その他 925,425 805,628 56,110 ― 1,686
業種別計 4,122,028 2,606,612 907,720 8,673 20,050
1年以下 679,397 285,416 136,116 495 2,284
1年超3年以下 399,211 281,472 112,085 5,652 518
3年超5年以下 602,202 321,415 278,711 2,075 80
5年超7年以下 245,952 171,700 74,252 ― 201
7年超10年以下 537,013 292,190 244,372 450 220
10年超 1,047,105 983,982 62,182 ― 14,620
期間の定めのないもの 611,144 270,433 0 ― 2,124
残存期間別合計 4,122,028 2,606,612 907,720 8,673 20,050

（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。

〈紀陽銀行　連結（地域別、業種別、残存期間別）〉 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引

国内計 3,981,687 2,604,768 773,577 6,040 20,784
国外計 143,223 ― 134,143 2,632 ―
地域別合計 4,124,910 2,604,768 907,720 8,673 20,784
製造業 423,959 395,504 12,583 1,858 1,406
農業、林業 3,107 2,665 ― ― 22
漁業 1,992 1,813 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 4,586 4,472 ― ― ―
建設業 125,444 109,437 2,252 ― 1,212
電気・ガス・熱供給・水道業 20,268 17,477 1,771 ― ―
情報通信業 10,627 9,783 ― ― ―
運輸業、郵便業 73,945 68,467 5,035 ― 20
卸売業、小売業 316,853 300,173 4,569 2,126 688
金融業、保険業 748,449 74,781 201,250 4,689 43
不動産業、物品賃貸業 303,332 328,222 15,403 ― 13,950
各種サービス業 283,109 207,393 9,047 ― 1,017
地方公共団体 873,481 273,200 599,696 ― ―
その他 935,752 811,373 56,110 ― 2,420
業種別計 4,124,910 2,604,768 907,720 8,673 20,784
1年以下 685,317 291,292 136,116 495 2,284
1年超3年以下 396,319 278,581 112,085 5,652 518
3年超5年以下 598,908 318,121 278,711 2,075 80
5年超7年以下 245,952 171,700 74,252 ― 201
7年超10年以下 537,013 292,190 244,372 450 220
10年超 1,047,105 983,982 62,182 ― 14,620
期間の定めのないもの 614,294 268,900 0 ― 2,858
残存期間別合計 4,124,910 2,604,768 907,720 8,673 20,784

（注） 1. 信用リスクエクスポージャーには、三月以上延滞エクスポージャーも含めて記載しております。
 2. オフ・バランス取引は与信相当額を記載しております。また、原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 3. 債券には、所謂ファンド等に含まれる債券を含めておりません。
 4. 三月以上延滞エクスポージャーとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・ウェイト

が150％であるエクスポージャーを記載しております。
 5. 業種別の「その他」には、個人及び業種別に分類することが困難なエクスポージャーなどを含めて記載しております。
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貸倒引当金残高

〈紀陽ホールディングス　連結〉

〈紀陽ホールディングス　連結〉

（単位：百万円）

（単位：百万円）

〈紀陽銀行　連結〉

〈紀陽銀行　連結〉

（単位：百万円）

（単位：百万円）

〈紀陽銀行　単体〉

〈紀陽銀行　単体〉

（単位：百万円）

（単位：百万円）

■平成25年3月期

■平成24年3月期

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 10,368 8,476 10,368 8,476
個別貸倒引当金 19,055 18,924 19,055 18,924
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 29,424 27,401 29,424 27,401

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 12,728 10,368 12,728 10,368
個別貸倒引当金 18,209 19,055 18,209 19,055
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 30,938 29,424 30,938 29,424

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 10,364 8,473 10,364 8,473
個別貸倒引当金 19,055 18,924 19,055 18,924
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 29,420 27,398 29,420 27,398

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 12,725 10,364 12,725 10,364
個別貸倒引当金 18,209 19,055 18,209 19,055
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 30,935 29,420 30,935 29,420

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 8,325 6,773 8,325 6,773
個別貸倒引当金 17,338 17,302 17,338 17,302
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 25,664 24,076 25,664 24,076

区　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金 10,347 8,325 10,347 8,325
個別貸倒引当金 16,563 17,338 16,563 17,338
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ―

合　　計 26,910 25,664 26,910 25,664
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個別貸倒引当金の業種別内訳
■平成24年3月期

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 2,145 3,699 2,145 3,699
農業、林業 1 4 1 4
漁業 3 3 3 3
鉱業、採石業、砂利採取業 124 358 124 358
建設業 471 440 471 440
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―
情報通信業 37 35 37 35
運輸業、郵便業 466 407 466 407
卸売業、小売業 5,185 4,305 5,185 4,305
金融業、保険業 975 933 975 933
不動産業、物品賃貸業 3,379 3,760 3,379 3,760
各種サービス業 2,856 2,569 2,856 2,569
地方公共団体 ― ― ― ―
その他 2,562 2,536 2,562 2,536

計 18,209 19,055 18,209 19,055

〈紀陽ホールディングス　連結〉 （単位：百万円）

〈紀陽銀行　連結〉 （単位：百万円）

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 2,145 3,699 2,145 3,699
農業、林業 1 4 1 4
漁業 3 3 3 3
鉱業、採石業、砂利採取業 124 358 124 358
建設業 471 440 471 440
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―
情報通信業 37 35 37 35
運輸業、郵便業 466 407 466 407
卸売業、小売業 5,185 4,305 5,185 4,305
金融業、保険業 975 933 975 933
不動産業、物品賃貸業 3,379 3,760 3,379 3,760
各種サービス業 2,856 2,569 2,856 2,569
地方公共団体 ― ― ― ―
その他 2,562 2,536 2,562 2,536

計 18,209 19,055 18,209 19,055

〈紀陽銀行　単体〉 （単位：百万円）

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 2,110 3,665 2,110 3,665
農業、林業 1 4 1 4
漁業 3 3 3 3
鉱業、採石業、砂利採取業 124 358 124 358
建設業 452 420 452 420
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―
情報通信業 37 35 37 35
運輸業、郵便業 449 393 449 393
卸売業、小売業 5,140 4,280 5,140 4,280
金融業、保険業 975 933 975 933
不動産業、物品賃貸業 3,371 3,753 3,371 3,753
各種サービス業 2,842 2,553 2,842 2,553
地方公共団体 ― ― ― ―
その他 1,053 935 1,053 935

計 16,563 17,338 16,563 17,338
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■平成25年3月期

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 3,699 4,242 3,699 4,242 
農業、林業 4 3 4 3 
漁業 3 3 3 3 
鉱業、採石業、砂利採取業 358 287 358 287 
建設業 440 410 440 410 
電気・ガス・熱供給・水道業 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
情報通信業 35 31 35 31 
運輸業、郵便業 407 581 407 581 
卸売業、小売業 4,305 4,277 4,305 4,277 
金融業、保険業 933 902 933 902 
不動産業、物品賃貸業 3,760 3,379 3,760 3,379 
各種サービス業 2,569 2,603 2,569 2,603 
地方公共団体 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
その他 2,536 2,201 2,536 2,201 

計 19,055 18,924 19,055 18,924 

〈紀陽ホールディングス　連結〉 （単位：百万円）

〈紀陽銀行　連結〉 （単位：百万円）

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 3,699 4,242 3,699 4,242 
農業、林業 4 3 4 3 
漁業 3 3 3 3 
鉱業、採石業、砂利採取業 358 287 358 287 
建設業 440 410 440 410 
電気・ガス・熱供給・水道業 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
情報通信業 35 31 35 31 
運輸業、郵便業 407 581 407 581 
卸売業、小売業 4,305 4,277 4,305 4,277 
金融業、保険業 933 902 933 902 
不動産業、物品賃貸業 3,760 3,379 3,760 3,379 
各種サービス業 2,569 2,603 2,569 2,603 
地方公共団体 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
その他 2,536 2,201 2,536 2,201 

計 19,055 18,924 19,055 18,924 

〈紀陽銀行　単体〉 （単位：百万円）

業 種 名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

製造業 3,665 4,196 3,665 4,196 
農業、林業 4 3 4 3 
漁業 3 3 3 3 
鉱業、採石業、砂利採取業 358 287 358 287 
建設業 420 388 420 388 
電気・ガス・熱供給・水道業 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
情報通信業 35 31 35 31 
運輸業、郵便業 393 572 393 572 
卸売業、小売業 4,280 4,253 4,280 4,253 
金融業、保険業 933 902 933 902 
不動産業、物品賃貸業 3,753 3,379 3,753 3,379 
各種サービス業 2,553 2,586 2,553 2,586 
地方公共団体 ― 　　          ─ 　　          ─ 　　          ─
その他 935 696 935 696 

計 17,338 17,302 17,338 17,302 
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業種別貸出金償却の額

リスク・ウェイト区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高

（単位：百万円）

エクスポージャー額
紀陽ホールディングス

連　結
紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
0% 57,287 1,203,091 57,287 1,203,011 57,287 1,202,960
10% ― 195,956 ― 195,956 ― 195,956
20% 50,065 217,980 50,065 217,758 50,065 217,653
35% ― 320,675 ― 320,675 ― 322,942
50% 152,191 5,500 152,191 5,500 152,191 5,207
75% ― 593,055 ― 593,055 ― 586,021
100% 83,724 934,226 83,497 933,335 83,497 936,376
150% 2,621 15,495 2,621 15,495 2,621 15,015
350% ― ― ― ― ― ―

自己資本控除 ― ― ― ― ― ―
合　　計 345,889 3,485,981 345,663 3,484,788 345,663 3,482,133

（注） 1. 格付は、原債務者などに対して、当社グループが採用する格付機関が付与しているものを記載しております。
 2. 金融機関等のリスク・ウェイトは金融機関設立国の格付を使用して決定しています。
 3. 所謂ファンド等に含まれる債券は含めておりません。

■平成25年3月末

（単位：百万円）

エクスポージャー額
紀陽ホールディングス

連　結
紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
0% 64,192 1,262,504 64,192 1,261,949 64,192 1,261,943
10% ― 176,391 ― 176,391 ― 176,391
20% 76,765 150,224 76,765 150,157 76,765 150,049
35% ― 340,189 ― 340,189 ― 342,440
50% 133,301 2,599 133,301 2,599 133,301 2,182
75% ― 570,178 ― 570,177 ― 563,155
100% 84,976 934,439 84,817 933,836 84,817 937,394
150% 1,581 15,532 1,581 15,532 1,581 15,169
350% ― ― ― ― ― ―

自己資本控除 ― ― ― ― ― ―
合　　計 360,818 3,452,059 360,658 3,450,834 360,658 3,448,727

（注） 1. 格付は、原債務者などに対して、当社グループが採用する格付機関が付与しているものを記載しております。
 2. 金融機関等のリスク・ウェイトは金融機関設立国の格付を使用して決定しています。
 3. 所謂ファンド等に含まれる債券は含めておりません。

■平成24年3月末

（単位：百万円）

業 種 名
平成24年3月期 平成25年3月期

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

製造業 794 794 786 137 137 136
農業、林業 0 0 0 ─ ─ ─
漁業 ― ― ― ─ ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ─ ─ ─
建設業 192 192 178 235 235 226
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ─ ─ ─
情報通信業 4 4 4 25 25 25
運輸業、郵便業 ― ― ― ─ ─ ─
卸売業、小売業 546 546 531 1,032 1,032 1,028
金融業、保険業 ― ― ― ─ ─ ─
不動産業、物品賃貸業 622 622 622 165 165 155
各種サービス業 511 511 511 92 92 86
地方公共団体 ― ― ― ─ ─ ─
その他 1,351 1,351 213 1,315 1,315 117

計 4,022 4,022 2,848 3,003 3,003 1,776
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5．信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

平成24年3月期 平成25年3月期
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

現金及び自行預金 156,940 156,940 156,940 152,439 152,439 152,439
金 ― ― ― ― ― ―
適格債券 61,201 61,201 61,201 111,067 111,067 111,067
適格株式 10,459 10,459 10,459 12,699 12,699 12,699
適格投資信託 ― ― ― ― ― ―

適格金融資産担保合計 228,601 228,601 228,601 276,206 276,206 276,206
適格保証 79,127 79,127 79,127 73,831 73,831 73,831
適格クレジット・デリバティブ ― ― ― ― ― ―

適格保証、適格クレジット・デリバティブ合計 79,127 79,127 79,127 73,831 73,831 73,831
（注） 1. 信用保証協会による保証は含めておりません。
 2. 当社グループは、信用リスク削減手法について、包括的手法を採用しております。また、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行ってい

るため、上表では当該上方調整額に相当する額を減額して記載しております。

6．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
与信相当額の算出に用いる方法
■平成24年3月末、平成25年3月末
派生商品取引の与信相当額はカレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

グロス再構築コストの額の合計額

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

種類及び取引の区分
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

派生商品取引 9,774 9,774 9,774 9,176 9,176 9,176
外国為替関連取引及び金関連取引 9,440 9,440 9,440 8,223 8,223 8,223
金利関連取引 ― ― ― 450 450 450
株式関連取引 334 334 334 502 502 502
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ― ― ― ― ―
その他のコモディティ関連取引 ― ― ― ― ― ―
クレジット・デリバティブ ― ― ― ― ― ―

合　　　計 9,774 9,774 9,774 9,176 9,176 9,176
（注） 1. 原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
 2. グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオンの合計額から上表に掲げる額を差し引いた額は0となります。

（単位：百万円）

信用リスク削減手法に用いた担保の種類及び金額
■平成24年3月末、平成25年3月末
信用リスク削減手法に用いた担保はありません。

担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

種類及び取引の区分
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

派生商品取引 9,774 9,774 9,774 9,176 9,176 9,176
外国為替関連取引及び金関連取引 9,440 9,440 9,440 8,223 8,223 8,223
金利関連取引 ― ― ― 450 450 450
株式関連取引 334 334 334 502 502 502
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ― ― ― ― ―
その他のコモディティ関連取引 ― ― ― ― ― ―
クレジット・デリバティブ ― ― ― ― ― ―

合　　　計 9,774 9,774 9,774 9,176 9,176 9,176
（注） 原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。

（単位：百万円）

取引の区分
平成24年3月末 平成25年3月末

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

派生商品取引 1,203 1,203 1,203 1,126 1,126 1,126
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7．証券化エクスポージャーに関する事項
銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
当社グループでは、該当取引はございません。

再証券化エクスポージャーに関する事項
当社グループでは、該当取引はございません。

自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種
類別の内訳
当社グループでは、該当取引はございません。

保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に
適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
当社グループでは、該当取引はございません。

自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
当社グループでは、該当取引はございません。

投資家として保有する証券化エクスポージャーの額
（単位：百万円）

平成24年3月末 平成25年3月末
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

住宅ローン債権 792 792 792 798 798 798
アパートローン債権 3,181 3,181 3,181 2,519 2,519 2,519
クレジットカード債権 ― ― ― ― ― ―
割賦債権 310 310 310 142 142 142

合　　　計 4,284 4,284 4,284 3,461 3,461 3,461

投資家として保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト毎の残高及び所要自己資本

リスクウェイト区分
紀陽ホールディングス

連　結
紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

エクスポージャー額 所要自己資本 エクスポージャー額 所要自己資本 エクスポージャー額 所要自己資本
0% ― ― ― ― ― ―
20% 3,219 25 3,219 25 3,219 25
50% 241 4 241 4 241 4
100% ― ― ― ― ― ―

自己資本控除 ― ― ― ― ― ―
合　　計 3,461 30 3,461 30 3,461 30

（単位：百万円）■平成25年3月末

リスクウェイト区分
紀陽ホールディングス

連　結
紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

エクスポージャー額 所要自己資本 エクスポージャー額 所要自己資本 エクスポージャー額 所要自己資本
0% ― ― ― ― ― ―
20% 4,007 32 4,007 32 4,007 32
50% 276 5 276 5 276 5
100% ― ― ― ― ― ―

自己資本控除 ― ― ― ― ― ―
合　　計 4,284 37 4,284 37 4,284 37

（単位：百万円）■平成24年3月末

8．銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーに関する事項
出資等又は株式等エクスポージャーの（連結）貸借対照表計上額等

（単位：百万円）

（連結）貸借対照表計上額 時　　　価
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

上場している出資等又は株式等エクス
ポージャーの（連結）貸借対照表計上額 33,416 33,412 33,221 33,416 33,412 33,221

上記に該当しない出資等又は株式等
エクスポージャーの（連結）貸借対照表計上額 3,891 3,869 5,937 3,891 3,869 5,937

合　　計 37,307 37,282 39,159 37,307 37,282 39,159
（注）  上表には、「金融機関向けエクスポージャー」に分類される金融機関が発行する株式を含めております。なお、ファンド等に含まれる株式及び自己資本控除の対象とな

る株式は含めておりません。

■平成24年3月末
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（単位：百万円）

（連結）貸借対照表計上額 時　　　価
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

上場している出資等又は株式等エクス
ポージャーの（連結）貸借対照表計上額

41,143 41,138 40,880 41,143 41,138 40,880

上記に該当しない出資等又は株式等
エクスポージャーの（連結）貸借対照表計上額

3,163 3,142 5,210 3,163 3,142 5,210

合　　計 44,307 44,280 46,090 44,307 44,280 46,090
（注）  上表には、「金融機関向けエクスポージャー」に分類される金融機関が発行する株式を含めております。なお、ファンド等に含まれる株式及び自己資本控除の対象とな

る株式は含めておりません。

■平成25年3月末

出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

子会社・関連会社株式の（連結）貸借対照表計上額等
（単位：百万円）

平成24年3月末 平成25年3月末
（連結）貸借対照表計上額 （連結）貸借対照表計上額

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

子会社・子法人 ― ― 2,138 ― ― 2,138
関連法人 ― ― ― ― ― ―

合　　計 ― ― 2,138 ― ― 2,138
（注）  上記、子会社・連結会社株式は全て非上場です。

（単位：百万円）

平成24年3月末 平成25年3月末
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

売却損益額 △627 △627 △627 △293 △293 △293
償却額 2,301 2,301 2,301 236 236 236

（連結）貸借対照表で認識され、かつ、（連結）損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

平成24年3月末 平成25年3月末
紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

紀陽ホールディングス
連　結

紀陽銀行
連　結

紀陽銀行
単　体

1,308 1,308 1,175 8,774 8,773 8,571

（連結）貸借対照表及び（連結）損益計算書で認識されない評価損益の額
■平成24年3月末、平成25年3月末
該当する評価損益はございません。

9．銀行勘定における金利リスクに関して当社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益
又は経済価値の増減額

銀行勘定における金利リスクに関して当社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価
値の増減額

（単位：百万円）

平成24年3月末 平成25年3月末
金利ショックに対する経済価値の増減額
VaR
（信頼区間：99%、保有期間：3ヶ月）

2,329 271

（注） 1. 当社グループでは銀行勘定の金利リスクに関して、内部管理上紀陽銀行単体の金利リスク量を使用しております。
 2. 流動性預金のうちコア預金（明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間銀行に滞留する預金）

は内部モデルにて金利リスクを算定しております。
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【報酬等に関する開示事項】
1．当社（グループ）の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項
（1） 「対象役職員」の範囲
 開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」及び「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、

以下のとおりであります。
 ①「対象役員」の範囲
 対象役員は、当社及び主要な連結子法人等の取締役及び監査役であります。
 なお、社外取締役及び社外監査役を除いております。

 ②「対象従業員等」の範囲
 対象役員以外の当社の役員及び従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当社及び

その主要な連結子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象とし
ております。

 なお、対象役員以外の当社の役員及び従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員で、対象従業員等に該当する者はおりませ
ん。

 (ア) 「主要な連結子法人等」の範囲
 主要な連結子法人等とは、当社の連結総資産に対する当該子法人等の総資産の割合が2％を超えるもの及びグループ経営

に重要な影響を与える連結子法人等であり、具体的には株式会社紀陽銀行が該当します。
 (イ) 「高額の報酬等を受ける者」の範囲
 「高額の報酬等を受ける者」とは、当社の有価証券報告書記載の「役員区分ごとの報酬の総額」（同記載の連結子法人に

おいて支払われた報酬の総額を含む）を同記載の「対象となる役員の員数」により除すことで算出される「対象役員の
平均報酬額」以上の報酬等を受ける者を指します。なお、「対象役員の平均報酬額」は期中退任者・期中就任者を除いて
算出しております。

 また、退職一時金につきましては、報酬等の金額から退職一時金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を在職年数
で除した金額」を足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っ
ております。

 (ウ) 「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの」の範囲
 「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当

社、当社グループ、主要な連結子法人等の業務の運営に相当程度の影響を与え、又は取引等に損失が発生することによ
り財産の状況に重要な影響を与える者であります。

（2） 対象役職員の報酬等の決定について
 対象役員の報酬等の決定について
 当社では、株主総会において役員報酬の総額（上限額）を決定しております。株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の

配分については、取締役会に一任されております。
 また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役の協議に一任されております。

（3） 報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額及び報酬委員会等の会議の開催回数
開催回数

（平成24年4月～平成25年3月）
取締役会（紀陽ホールディングス、紀陽銀行） 各1回

（注）  報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。

2．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項
 報酬等に関する方針について
 「対象役員」の報酬等に関する方針
 役員の報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により決定し、

監査役については監査役の協議により決定しております。
 また、報酬の決定に関する方針につきましては、取締役の報酬は、役位などによる固定報酬部分と、取締役会で予め定めた経

営指標の達成率や担当部門別の業績により決定される業績連動報酬部分の合計額をベースとし、さらに、経営内容・経済情勢
などを勘案のうえ決定されることとしております。

 なお、監査役の報酬は、固定報酬とし、業績連動報酬部分はございません。

3．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に
関する事項

 対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。
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4．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項
＜紀陽ホールディングス＞
対象役員の報酬等の総額（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

区分 人数
報酬等の
総額

（百万円）

固定報酬の総額 変動報酬の総額

退職慰労金
基本報酬

株式報酬型
ストック
オプション

基本報酬 賞与

対象役員（除く社外役員） 8 157 100 100 ― 56 56 ― ―

（注） 対象役員の報酬額等には、連結子法人等の役員としての報酬額等を含めて記載しております。また、対象役員8名のうち7名は紀陽銀行の役員を兼務しております。

＜紀陽銀行＞
対象役員の報酬等の総額（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

区分 人数
報酬等の
総額

（百万円）

固定報酬の総額 変動報酬の総額

退職慰労金
基本報酬

株式報酬型
ストック
オプション

基本報酬 賞与

対象役員（除く社外役員） 15 285 172 172 ― 113 113 ― ―

（注） 対象役員の報酬額等には、紀陽ホールディングス及びその連結子法人等の役員としての報酬額等を含めて記載しております。また、対象役員15名のうち7名は紀陽ホー
ルディングスの役員を兼務しております。

5．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項
 特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。
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